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は じ め に

産業情報化推進セ ンター(CII)とEDI推 進協 議会(JEDIC)は 、 日本 にお けるEDIの

普及 を推進す るため に、産 業界の各位か らの ご協 力をいただきなが ら、各種 の普及 ・啓蒙

事業 を行 って います。 こうした活動や多 くの業界、企業 の努 力 を通 じて 、EDIは 日本 で も

着実 に進展 して きて いるよ うに思われ ます。

しか しなが ら、そ の進展 状況 を定量的 に観測 で きるデータは残念なが らほ とん ど無いよ

うです。 このため、EDIの 普及促進 のため に今後 どうい った領域 に注 力す べきか を把握 す

る ことが困難で あ り、また実際 にEDIを 使 い始 めよ うとす る企業 に とっては、相 手先業

界のEDI化 の状況 の把握 が困難 にな って います。

こう した背景か らCIIとJEDICで は、国内企 業のEDIの 実態 を把握 し、その結果 を広

く一般 に公表す る ことを 目的 と して、平成8年 度か らEDIの 利用実態 に関す る調査 を開

始 しま した。 この調査 は、今後 継続 して行 う計画 であ り、本 報告書 はそ の第1回 目の調査

結果 をと りまとめた ものです 。

本調 査は、国内企業へ のア ンケー トとヒア リング、お よび米 国企業へ の ヒア リングによ

って行 ってお り、報告書 は以下 のよ うに構成 され ています 。企 業等でEDIに 携 わってい

る方 々 にとって少 しで も参考 になれば幸いです。

第1章 調査結果 の概要

第2章 国内EDIの 実態調査

JEDIC会 員 であ る業界 団体 に所属す る企業等 を対象 として行 った 、国内EDIに 関

す るア ンケー ト調査結果 を とりま とめたものです。

第3章 国際EDIの 実態調査

第2章 のア ンケー トと同時 に実施 した国際EDIに 関す るア ンケー トと、並行 して

行 った ヒア リング調査結果 を と りま とめた ものです。

第4章 米 国にお けるEDI実 態調査

米国企業 のEDI利 用 の実態 について 、(1)ANsIx12か らuN/EDIFAcrへ の移行 計

画、(2)イ ンター ネ ッ トEDI、(3)主 要産業 のEDI利 用実態 、の3点 か らとりま とめ

た ものです。

最後 に、本調査のため に貴重なお時間 を割 いて アンケー ト、 ヒア リングに ご協 力いた だ

いた方 々、および報告書 の と りまとめ にご助力いただいたJEDICの 関係 各位 に心 よ り御

礼 申 し上げます。

平成9年6月

産業情報化推進センター
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1,調 査結果 の概要

EDIの 導入企業数 、適用 業務 、採用 している標準等 につ いて、具体 的、定量的かつ継続

的 に調査 したデー タはほ とん どないのが実情 である。 また、国 内において、企 業間の電子

デー タ交 換 は業務 遂行 上不可欠 な もの と認識 されて きて い るが、 米 国 に比べて わが国 の

EDIは 標 準化 な どの面で遅れている とい う見方 もあ り、 これが産業競 争力の回復 を阻害 し

ている とも指摘 され ている 。 このよ うな背 景の中 で、産業情 報化推進 セ ンター(CII)と

EDI推 進 協議会(JEDIC)は1996年 度 に国内企業 を対象 と したEDIの 利用実態調査(第

1回)を 実施 した 。本 章は、 この第1回 実 態調査結果 の概要で ある。

なお本 調査で は、EDIの 実施状況 をよ り広範 に把握す るため、cll標 準、uN/EDIFAc「

等の標 準的な規約 を使 用 していない、業界等 の独 自規約 による電子 データ交 換 も調査 の対

象 としてい る。 また、今 回の調査 は、EDIの 導入 に前向 きなJEDICの 会員所属企業等 を対

象 としたため、電子 データ交換 が、わが国全体 の平均 的な状況 よ りもかな り進んで いる と

いう調査 結果 にな っている ことが考 え られる。

1.1国 内EDI実 態 調 査(発 送 数2,709社 、 回収 数589社 、回 収 率21.7%)

1.1.1電 子 デ ー タ 交 換 の 実施 状 況

電 子 デ ー タ 交 換 に つ い て 、427社(72.5%)が 実 施 して い る と 回答 して い る 。 業種 別 で

は卸 売 業(100社)、 電 気 機 器(75社)、 繊 維 製 品(28社)、 小 売 業(28社)、 化 学

(27社)、 倉 庫 ・運 輸(27社)が 多 い。

また 、実 際 に 電 子 デ ー タ交 換 が 使 用 され て い る業 務 は、 受 注 管 理(74.8%)、 発注 管 理

(58.4%)、 物 流 管 理(40.3%)、 販 売 管 理(36.1%)、 在 庫 管 理(32.5%)と な って お り、

電 子 デ ー タ交 換 の 中心 は 「受 発 注 」 で あ るが 、物 流 お よび 販 売 業 務 へ の 適 用 も約40%と

高 い比 率 を示 して い る。

1.1.2使 用 して い る 標 準

販 売 業 務(受 注 デ ー タ)に つ い て は 、 取 引 の 相 手 先 方 式 を 使 用 す る と こ ろ が 多 い が

(43.4%)、 実 質 的 な 国 内 標 準 で あ るCII標 準 の採 用 も32.2%と 多 い。 一方 、購 買 業務(注

文 デ ー タ)に つ い て は 、 自社 方 式(36.9%)、 自社 業 界 標 準(25.0%)、 相 手 先 方 式

(23.3%)と な って お り、CII標 準 は22.0%で あ る。

1.1.3今 後 電子デ ータ交換 を実施 した い相手業種

今後電子 デー タ交換 を実施 したい相手業種 としては、す で に電子 デー タ交 換 を実施 して

いるか否 か を問わず 、卸 売業が第1位 で あることと、銀行 を相 手業 種 と して 上位 に選んで
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いる ことが特徴 といえる。

1.1.4電 子 デ ータ 交 換 の 課 題

電 子 デー タ交 換 を行 って いな い企 業 が 、電 子 デ ー タ 交 換 の 「導入 が 困 難 」 あ る い は 「行

わ な い」 理 由 と した 回 答 は、 「ハ ー ド、 ソ フ トな ど の 環 境 整備 不 足 」(65.2%)が 圧 倒 的

に多 く 、 「社 内 の 情 報化 が 進 ん で いな い 」(48.1%)、 「効 果 が分 か らな い」(27.4%)、

「コ ス トが か か りす ぎ る 」(25.9%)と 続 い て お り、 「トッ プ の理 解 が 得 られ な い 」 は

5.2%と 少 な か った 。

1.2国 際EDI実 態 調 査(発 送 数2,709社 、 回収 数475社 、 回 収率17.5%)

1.2.1日 本企業の国際電 子データ交換 形態

海外企業 との国際電子 デー タ交換形態 につ いて66社 か ら回答があった。 この ことか ら、

今回 の調査対 象の13.9%が 国際電子 デー タ交換 を行 って いると推定 でき る。

形態別 に見 ると、回答企 業の52.4%が 海外取 引先 との電子データ交換 を直接交換型で 、

41.3%が 現地法 人介在型 で、9.5%が 在 日法人経 由型 で、同 じく9.5%が 国 内商社経 由型で

行 って いる。取引先の地域的な特徴 を見て みる と、北米、イギ リス、 ドイ ツ等 は直接交換

型 と現地法人介在 型が比率的 に拮抗 して いるが、北欧地域 は直接交換型だ けで あ り、残 り

の欧州地域 も直接交換型が多 い。

1.2.2EDIFACTの 利 用状 況

調査時点でuN/EDIFAcrを 「自社で の取 引に利用 して いる」の は回答企業 の4.7%、 「2

年 以 内 に 利 用 を開 始 す る 計 画 」 ま で 含 め て も 、7.5%に と ど ま って い る 。 また 、

uN/EDIFAcrの 内容 まで把握 して いる企業 は27.3%(127社)で あるが 、名前 さえ知 らな

いとの回答 も約35%あ る。

国際電子デー タ交換 を行 って いる企業 が、UN/EDIFAcrを 使用 しない理 由(複 数 回答)

と して は、 「現在 の電子デー タ交換 システムが安定稼働」 、 「UN/EDIFAcrを 知 らない」、

「取 引先がUN/EDIFAcr以 外 の方式 を要求」等 の回答 が多い。

1.2.3シ ンタ ックスル ール

国際電 子デ ー タ交 換 に用 い られ て いる シ ンタ ッ クス ルー ル を回 答 企業 数 で見 る と、

EDIFACrの 使用が22社 、ANSIx12の 使用 が11社 、そ の他 の方式(自 社方式 、取 引先方

式、業界方式等)が34社 となって いる。 これ を、取 引先 の地域別 にみる と、 どの地域 も、

その他方式が一番 多いが、北米はANslx12、 ヨー ロッパで はEDIFAcrが それぞれ第2位

とな っている。
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電子 機械業界 の企業 のみ に着 目して もこの傾向は同 じで あるが 、対 ヨー ロッパでANSI

x12、 対 北米でEDIFAcrを 使用 して いる事例 もある。

物流業 界の場合 は、取引先の地域 に関係な くEDIFAcrと その他の方 式 による場合 が多

く・ANSIX12に よる取 引はほ とん どな い。 これ以外 の業界 としては、 自動車業界 で対北

米 の場合ANSIX12の 使用 が多 くな っている。

1.2.4使 用 されているメ ッセー ジ

電子機械 業界では、注文、受注確認、計画情報、出荷通知 、イ ンボイス、 注文変更 が主

であ る(使 用 している企 業の多 い順)。 中で も注文 は、uN/EDIFAcrあ るいはANslx12

を使 用 して いる企業 の全 てで使用 されている。

また・物流業界で はBAPUE(コ ンテナ船積付情報) 、IFTMIN(輸 送指示)等 が使用 さ

れて いる。
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2.国 内EDIの 実態 調 査

2.1調 査 概 要

本 調査 は、EDI推 進 協議会(以 下 、 「JEDIC」 と略称す る)の 活 動の一環 と して 、国内

取 引 にお けるEDIの 実施状況 を広範 に把握す るた めに、1996年 度よ り開始 された。本調

査 は今後毎 年継続 して実施す る計画 であ り、今 回の調査 はその初回であ る。

2.1.1調 査 の 目 的

本調査 では、EDIの 実施状況 をよ り広範 に把握す るため、 「標準的な規 約」 に もとつ い

ていな くて も注'、取 引デー タをコ ンピュー タ間の通信 で交換 して いるもの を 「電子デー タ

交換」 として定義 し、そ の実施状況 を調査 した。

日本 にお ける電子 デー タ交換 は、多 くの業界、企業 の努 力 によ り着実 に進 展 して いる と

考 え られ る。 しか し米 国な どと較べ る と標準化 の面な どで大 き く立ち後れ て お り、 これ が

産業 の競争 力の回復 を阻害 して いる という指摘 もある。 こうした状況の中でJEDICで は、

電子デー タ交換 の実態 を把握 してそ の結果 を一般 に公表す る ことによ り電子 データ交換 の

一層 の普及 のた めに役立 てた いと考 え
、今回の調査 を実施 した。

2.1.2調 査 の 方 法

調査 は、1997年2月 よ り4月 にか けて郵 送 によるア ンケー ト方式 によ り実施 した。 ア

ンケー ト対 象 は、JEDIC会 員の各業界団体 に所属 する企業等2,709社 注2である。 これ らの

企 業 に対 し、第3章 に記す 「国際EDIの 実態 調査」 と本 ア ンケー ト調査 の調査 票 とを同

封 して郵 送 した。

回収数 は589社 、回収率 は21.7%。

2.1.3ア ンケ ー ト票 の概 要

ア ン ケー ト票 で の設 問 は 、 お お よそ 以 下 の通 り。 な お 、実 際 の ア ンケ ー ト票 は、 添 付 資

料1を ご参 照 いた だ きた い 。

注1(参 考)EDIの 定義:

通産省によれば、EDIと は 「異なる組織間で、取引のためのメッセージを、通信回線を介 して麟 豊な規

約(可 能な限り広 く合意 された各種規約)を 用いて、コンピュータ(端 末を含む)間 で交換す ること」と定

義されている。
注2アンケー ト送付先企業:

複数の業界団体に所属する企業 も存在する。これ らの重複は除去 し、1社1通 のみアンケー トを送付 した。
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(1)設 問1:回 答企 業の概 要に関す る設問

(2)設 問2:電 子 データ交換の実施有無 に関す る設 問

(3)設 問3:利 用 している通信手段 に関す る設 問

(4)設 問4:電 子 データ交換 の方式 に関す る設 問

(5)設 問5:今 後電子 データ交 換 を行 いた い相手業種 に関す る設 問

(1)設 問1:回 答企業の概要 に関す る設 問 → 本報告書、2.2.1項 を参照

資本 金、年商 、従業員数 、業種 、取 引デー タ件数 を回答 して いた だいた。

(2)設 問2:電 子デ ータ交換の実施有無 に関する設問

Q.2.1(複 数選択)→2.2.4項

電子データ交換を開始する際に困難だった点は?(電 子データ交換を行っている企業)

電子データ交換を行わない理由は?(行 っていない企業)

Q.2.2電 子データ交換 を行 っていますか?(択 一)→2.2.2項

行っていない 行っている一レ 設問3へ

Q.2.3電 子データ交換を行 う計画は?(択 一)→2.2.3項

Q.2.4電 子データ交換を行いた い相手業種 は?(複 数選択)→2.2.3項

Q.2.5デ ータ交換を行 うため に要望す る事項 は?(複 数選択)→2.2・4項

アンケー ト終了

図2-1電 子データ交換実施有無 に関する設 問の概要

電子 データ交換 を行 って いな い企業 は、設 問1お よび2の みで アンケー ト終 了。

(3)設 問3:利 用 している通信 手段 に関す る設 問 →2.2.2項 、2.2.5項

電子デー タ交換 を行 って いる企業 のみ を対 象 とした設 問。

回 答企業 の業務 ごとに、 電子デー タ交換 で使用 して いる通信手段(VAN、 パ ソコン通

信、公衆 回線 、専用線、そ の他)を 回答 して いた だいた。複数 回答。

(4)設 問4:電 子デ ータ交換の方式 に関する設問 →2.2.2項 、2.2.6項

電子 データ交換 を行 ってい る企 業 のみ を対象 とした設問。

販 売業務 と購 買業務 とに分 けて電子デー タ交換 の実施有無 を回答 して いた だき、実施 し

てい る場合 にはさらに、デー タ交換 の方式(cII標 準、uN/EDIFAcr、 業界方 式な ど)別

に以下 の項 目を回答 して いただ いた 。複 数回答。
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取 引相 手企 業の業種、

取 引相 手企 業数、

月間 データ件 数

(5)設 問5:今 後電子デ ータ交換 を行 いた い相 手業種 に関する設 問 →2.2.3項

電子データ交換 を行 っている企業 のみ を対 象 とした設 問。

販売業務 と購買業務 とに分 けて、今後電子デー タ交換 を行 いたい業種 を回答 して いただ

いた。複数 回答。
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2.2ア ンケ ー ト調 査 結 果

2.2.1回 答 企 業 の 概 要(設 問1.よ り)

・回答 企 業 数:589社 。

・卸 売 業 か らの 回答 が最 も多 く133社
。 次 いで電 気 機 器 か らの 回答 が91社 。 両 者 で全 回

答 の40%弱 を 占め る 。次 い で 、 繊維 製 品 、 倉 庫 ・運 輸 、 小 売業 、化 学 か らの 回答 が

30～40社(5～6%)と 多 い 。

撒

01:水 産 ・農林

03:建 設

05:繊 維製品

07:化 学

09:石 油 ・石炭

11:ガ ラス ・土石製品

13:非 鉄金属

15:機 械

17:輸 送用機器

19:そ の他製 品

21:小 売業

23:そ の他金融

25:保 険

27:陸 運

29:空 運

31:通 信

33:旅 行 関連サー ビス

35:そ の他サー ビス

37:そ の他

鑑

表2-1

-

1

19

37

30

1

2

20

16

16

23

33

2

4

(∠

3

5

11

589

回 答 企 業 の 業 種 別 分 布

難

02:鉱 業

04:食 料 品

06:パ ル プ ・紙

08:医 薬 品

10:ゴ ム製品

12:鉄 鋼

14=金 属 製品

16:電 気 機器

18:精 密機器

20:卸 売業

22:銀 行

24:証 券

26:不 動産

28:海 運

30:倉 庫 ・運 輸

32:電 気 ・ガス

34:情 報サ ー ビス

36:行 政

『
22

7

1

1

15

9

91

8

133

4

5

つ
」

3

〔
∠

8

7
'
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資本金

5000万 円未満

～1億 未満

～5億 未満116(19 .7%)

～10億 未満

～50億 未満

～100億 未満

～500億 未満

～1000億 未満

1000億 以上

無回答

020406080100120

(総 回答企業数589社)

図2-2回 答 企 業 の 資 本 金 規 模 別 分 布(平 成8年3月 現 在)

一

翻箆w-3=絃 燗㌘ ⇔"'難 く.治174(12.6%)

'∨こ～ ㍗ 〉

一

　み"　

一52(8
.8%)

　 116

35(5.9%)
≡,

一

Ψ.脚 ③≧い

一

一

51(8.7%)

一

璽94(16 .0%)
　.29(4.9%)

・ざ響(5竺 、 回答轡

一

畢 ～
⑳

年 間売上高

1億 円未満

～5億 未満

～10億 未満

～100億 未満

～500億 未満

～1000億 未満

～5000億 未満

～1兆 未満

1兆 以上

無回答

0

13(05%)

璽11(1.9%)

籔19(3.2%)
　

一
142(24.1%)

k

一

瀕 翻154(26 .1%

綴 　 却61(10 .4%)
一

F>'"

一

壌翌翌27(4.6%)

'125(21
.2%)

回答企業数(社)1」`

醤 繊一33(5.6%)

憂目14(2.4%)

50 100 150 200

(総回答企業数589社)

図2-3回 答企 業の売上高規模別分布(平 成8年3月 まで の1年 間)

～50未 満

～100未 満

～500未 満

～1000未 満

～5000未 満

～1万 未満

～5万 未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

未満

以上
回答

従業員数

劃 9(1.5%)

ii …1………ヨ49(8 .3%)
一

i: 囲48(&1%)

、:i 闘155(26 .3%
'

== '=溺94(16
.0%)

一

ii `:…:ll150(255%)
一

:…………136(6 .1%)

……ll…139(6.6%)

2(α3%)

7(1・2%戊
,

回答企業数(社)
`」

・ii

一

語
一

一
一

口

050100150200

(総回答企業数589社)

図2-4回 答 企 業 の 従 業 員 数 規模 別 分 布(平 成8年3月 現 在)
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表2-2

←

1)1件 以上500件 未満

2)～1,000件 未満

3)～5,000件 未満

4)～1万 件未満

5)～5万 件未満

6)～10万 件未満

7)～50万 件未満

8)50万 件以上

無回答

鑑

発注件数別、受注件数別 回答企業数の分布

発 注:回 答 企 業 数

59(10.0%)

48(8.1%)

102(17.3%)

70(11.9%)

121(20.5%)

37(6.3%)

47(8.0%)

38(6.5%)

67(11.4%)

旦

受 注:回 答 企 業 数

49(8.3%)

37(6.3%)

83(14.1%)

64(10.9%)

126(21.4%)

39(6.6%)

70(11.9%)

44(7.5%)

77(13.1%)

塑
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2.2.2電 子 デ ー タ交 換 の 実施 状 況

重苦デニタ交換の実施 有無(設 問2.2よ り)

・回答 企 業 数:589社
。

・427社(72 .5%)が 、 な ん らか の方 式 で 電 子 デ ー タ交 換 を行 って い る 。

・電 子 デ ー タ交 換 を行 って い る と の回 答 が な か った 業 種 は行 政 の み
。

表2-3

…

行っている

(販売業務でCII標 準を使用している

(購買業務でCII標 準を使用している

行っていない

無回答

鎧

電子データ交換の実施有無
一
427

142

20

旦

109)

52)

・電 子 デ ー タ 交 換 を行 っ て い る との 回答 の 多 い業 種 は
、多 い順 に以 下 の 通 り。

卸 売業(100社:75%)、 電 気 機 器(75社:82%)、

小 売業(28社 、85%)、 繊 維 製 品(28社:76%)、

化 学(27社:90%)、 倉 庫 ・運 輸(27社:79%)

・資 本 金 規 模 別 、 売 上 高 規 模 別 、 従 業 員 数 規 模 別 な どで 比 較 す る と、規 模 の 増 加 に つ れ て

電 子 デ ー タ交 換 の 実 施 率 は ほ ぼ一 様 に増 加 して い る。
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表2-4業 種別 電子デー タ交換 の実施有無
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表2-5回 答企業の各種属性別 電子データ交換の実施有無

資本金規模 回答企業数 行 って いる 行っていない
5,000万 円 未 満 71 4259.2% 2940.8%

～1億 円未満 51 2956.9% 2243.1%

～5億 円未満 111 7668.5% 35315%

～10億 円未満 33 2987.9% 412.1%

～50億 円未満 91 7279.1% 1920.9%

～100億 円未満 49 4183.7% 816.3%

～500億 円未満 90 7684.4% 1415.6%

～1 ,000億 円 未 満 29 2793.1% 26.9%

1,000億 円 以 上 32 3196.9% 13.1%

合計 557 42375.9% 13424.1%

売上高規模 回答企業数 行 っている 行っていない
1億 円未満 3 3100.0%

～5億 円未満 11 872.7% 327.3%

～10億 円未満 18 422.2% 1477.8%

～100億 円未満 137 7957.7% 5842.3%

～500億 円未満 150 12180.7% 2919.3%

～1 ,000億 円 未 満 59 4983.1% 1016.9%

～5ρ00億 円未満 118 10488.1% 1411.9%

～1兆 円未満 27 2385.2% 414.8%

1兆 円以上 32 32100.0%

合計 555 42075.7% 13524.3%

従業員数規模 回答企業数 行っている 行 っていない

10人 未 満 9 555.6% 444.4%

～50人 未 満 47 2246.8% 2553.2%

～100人 未満 46 2043.5% 2656.5%

～500人 未満 152 10971.7% 4328.3%

～1,000人 未 満 90 7583.3% ユ516.7%

～5 ,000人 未 満 143 12285.3% 2114.7%

～1万 人未満 34 3191.2% 38.8%
～5万 人未満 39 3897.4% 12.6%

5万 人以上 2 2100.0%

合計 562 42475.4% 13824.6%
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線:電 子データ交換実施率(右 目盛)

棒:回 答企業数(左 目盛)

回答企業 の各 種属性別 電 子データ交換の実施有無図2-5
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ゴ ー 六 を し い (設 問3.よ り)

・受 注 管 理(74 .8%)、 発 注 管 理(58.4%)に 電子 デ ー タ 交 換 を使 用 して い る との 回 答 が

多 い。

・物 流 管 理(40 .3%)、 販 売 管 理(36.1%)、 在 庫 管 理(32.5%)と い っ た 物 流 関 連 の 業

務 が これ に次 い で い る 。

・販 売 業 務 と購 買業 務 と を区 分 して 比 較 す る と
、購 買 業務 で 電 子 デ ー タ交 換 を行 っ て い

な い 企 業(44.5%:186/418)は 、販 売 業 務 の 場合(28.7%:129/450)を 大 き く上 回 っ

て い る 。 た だ し 、 購 買 業 務 で 半 分 以 上 を電 子 デ ー タ交 換 化 し て い る企 業 、(23.4%:

98/418)は 、 販 売業 務 の場 合(19.6%:88/450)よ り多 い。

受注管理

発注管理

物流管理

販売管理
在庫管理

事務管理

生産 ・工程管理

その他の業務

製品情報管理
設計管理

原価管理
0

図2-6

338(74.8%)

79(17.5%)

77(17.0%)

64(14.2%)

53(11.7%)

31(6.9%)

26(5.8%)

50100150200250300350

(回 答 企 業 数=452社)

業 務 別 電 子 デ ー タ 交 換 の 使 用 状 況

購買業務

販売業務

1)行 うていない
2)ほ ぼ10%未 満

＼

4)半 分以上

脇

3)半分未満
＼

5)他 のデー タで

418社

450社

20%40%60%80%100%

(右端の数字 は総 回答企業数)

1)購 買側(販 売側)の 業務 では行 って いない。

2)注 文 書(受 注)デ ー タ件数 のほぼ10%未 満 につ いて行 って いる。

3)注 文書(受 注)デ ー タ件数 の半分未満について行 って いる。

4)注 文書(受 注)デ ータ件数の半分以上について行 って いる。

5)注 文書(受 注)デ ータでは行 って いないが 、別 のデー タ につ いて行 っている。

図2-7販 売/購 買 別 電 子 デ ー タ 交 換 の 実 施 状 況
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2.2.3今 後の電子デ ータ交換 実施計 画

電子デ ータ交換 の実施計 画(未 実施 企業のみの 回答)(設 問2.3よ り)

・回答企業数142社(電 子 データ交換 を行 って いな い企業 のみ)。

・平成8年 度 中、あ るいは今後3年 以内 に実施 予定 とす る企業 を、設問2.2で 「行 って

いる」 と回答 した427社 に加 えると、全 回答企 業589社 中467社(79.3%)が 、なん

らか の方法 で電子 データ交換 を実施す る こととなる。、

1平 成8年 度中に実施予定(7)

2)3年 以 内 に 実 施 予 定(33)4)計画 は な い(58)

(電子データ交換未実施企業の回答、カッコ内は回答企業数)

図2-8電 子 デ ー タ交 換 の 実 施 予 定
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電 子 デ ー タ 交 換 を行 い た い相 手 業 種(設 問2.4、 設 問5.よ り)

・回答企業数:電 子 データ交換実施企業183社

未 実施企 業110社

・電子デー タ交換実施有 無 にかかわ らず 、第一位 の回答 は卸売業 、次 いで電気機器 。

未実施 の企業 では第 三位 が銀行で あるのに対 し、 実施企 業で は倉庫 ・運 輸で あ る点が

特徴的で ある。

・未実施 の企業 では、行政 に対す る期待 が大きい。

表2-6電 子 デ ー タ 交 換 を 実 施 し た い 相 手 業 種(3つ ま で の 複 数 回 答)

(電子デー タ交換 を行 っている企業の回答)

皇)』酬 」⊇)』反三左】但』Si-〈a_20」212)__言:a+b-c

O1:水 産 ・農林314

02:鉱 業

03:建 設

04:食 料 品

05:繊 維製 品

06:パ ル プ ・紙

07:化 学

08:医 薬 品

09:石 油 ・石炭

10:ゴ ム製 品

11:ガ ラ ス ・土 石 製 品

12:鉄 鋼

13:非 鉄金属

14:金 属製 品

15:機 械

16:電 気機器

17:輸 送用機器

18:精 密機器

19:そ の他製 品

20:卸 売業

21:小 売業

22:銀 行

23:そ の他金融

24:証 券

25:保 険

26:不 動産

27:陸 運

28:海 運

29:空 運

30:倉 庫 ・運輸

31:通 信

32:電 気 ・ガス

1

1

5

2

9

1

5

7

7

2

8

2

8

2

2

8

1

3

9

9

1

1

2

2

1

1

2

5

1

3

21

つ
」

33:旅 行関連サー ビス

34:情 報サー ビス

35:そ の他サー ビス

36:行 政

37:そ の他5

会 計22ユ

62

3

3

3

4

1

8

6

3

5

4

4

4

1

2

3

2

8

0

4

3

〔」

6

1

2

6

1

4

3

3

1

1

〔∠

7

1

1

1

3

1

2

1

4

1

5

1

9

型

1

1

3

3

2

1

3

3

2

1

1

1

4

3

1

1

7

1

3

1

21

1

1

1
⊥

4

0

3

3

0

2

0

1

9

3

4

7

6

8

7

3

1

1

2

1

2

6

1

2

5

1

9

1

2

4

7

1

1

4

3

2

3

-
■

1

1

1

2

5

1

4

3

7

3

8

2

10

工
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表2-7

難

1:水 産 ・農林

2:鉱 業

3:建 設

4:食 料品

5:繊 維製品

6:パ ル プ ・紙

7:化 学

8:医 薬 品

9:石 油 ・石炭

10:ゴ ム製品

電子データ交換を実施 した い相手業種(3つ までの複数 回答)

(電子データ交換未実施企業の回答)

11:ガ ラス ・土石製 品

12:鉄 鋼

13:非 鉄金属

職

31

1
占

/0

4

3

0

1

2

1

(」

業 種 回 答 数

14:金 属製 品12

15:機 械17

16:電 気機器30

17:輸 送用機器3

18:精 密機器13

19:そ の他製 品6

20:卸 売業40

21:小 売業15

22:銀 そ「f28

23:そ の他金融1

24:証 券1

25:保 険

26:不 動産1

難

27:陸 運

28:海 運

29:空 運

30:倉 庫 ・運輸

31:通 信

32:電 気 ・ガス

33:旅 行 関連 サー ビス

34:情 報サー ビス

35:そ の他サ ー ビス

36:行 政

37:そ の他

A9265

嘩

7
8

31

1

く
∨

-
▲

く
∨

∩
ソ

rO
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2.2.4電 子 デ ー タ 交 換 の 課 題

一 一 六 を'一 な い (設 問2.1よ り)

・回答企業数135社(電 子デー タ交換未実施 の企業のみ)
。

・社 内の情報化 の遅れ(選 択肢6)
、7))の 回答 が最 も多 い。

表2-8電 子デ ータ交換 を導入 しな い理 由

(3つ までの複数回答)

理由 回答 数
1)必 要性がない 2216.3%

2)法 制度 上ペーパ レスにできな い 139.6%

3)ペ ーパ レス以外 の法 律の問題 53.7%

4)コ ス トが かか りす ぎる 3525.9%

5)人 手が足 りな い 2317.0%

6)社 内の情報化が進んでいない 6548.1%

7)ハ ー ド、 ソフ トな どの環境整備不足 8865.2%

8)効 果が分か らない 3727.4%

9)ト ップの理解 を得 られ ない 75.2%

10)得 意先の理解を得 られない 2720.0%

11)そ の他 1712.6%

回答数合計 339

回答企業数合計 135100.0%

一
・商品の改廃が頻繁で、登録作業が追いつかない(物 流業界)
・労働組合の合意が得 られない(物 流業界)

・社内情報システム構築で手一杯(電 子機械業界)

・構築中の社内システムの完成待ち(繊 維産業界)

・半分以上の業務で、人手を介さないと取引が成立しない(機 械工具業界)
・件数が少なく、携わる人間も少ないので、かえってコス ト高になる(製 紙業界)

・国の規格や他の港湾の仕様 と足並みを揃える必要がある(物 流業界2社)

・各種標準化等、社会環境不足(建 設業界)
・世界共通で使える標準が無い(電 気卸業界)

・取引相手が望んでいない
。取引相手が数万件あり、対応が無理(電 機業界)

・取扱いメーカが多く、コー ドの標準化と登録のセンタがないと手間が掛か り実用性がない(電 気卸業界)
・EDIを 要求する顧客がほとんどいない(電 気卸業界)

・取引相手の情報化が遅れている(電 気卸業界
、機械工具業界、各1社)

・第一位 の理 由は 「ハ ー ド、ソ フ トな どの環境整備不足」 、第 二位 は 「社 内 の情 報化 が進

んで いな い」で あ り、 自社 の情報 システムの問題が挙 げ られてい る。 さ らに 、第三位 の

理 由 「効果が分か らな い」、第 四位 「コス トがかか りす ぎる」 と、費用面 の 問題 が続 い

て いる。
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電子デ ータ交換 を行 うため に要望 する事項(設 問2.5よ り)

・回答企業数121社(電 子デー タ交換 を行 っていない企 業 のみ) 。

・ 「国 内 の標 準 を統 一 して ほ しい」 との 回答 が最 も多 く、 回 答 企 業 の2/3以 上(84/121)

が 回答 して い る。

の

り

り

旬

月

勾

∋

司

り

句1

010203040

1)安 価 な トランス レー タがほ しい

3)EDIの 重要性 を一般 に知 らしめて ほ しい

5)国 内の標準を統 一 して ほ しい

5060708090

2)行 政がEDIを 実施 してほ しい

4)EDIの 現 状を一般に知 らしめてほ しい

6)業 界内の方式 を統一 してほ しい

7)法 制度上、電子媒体による書類の保存を認めてほしい

8)シ ステム作りをアウ トソーシングしたい

9)高 度利用するためのコンサルティングを受けたい10)そ の他

(電子データ交換未実施企業の回答:回 答企業数=121)

図2-9電 子 デ ー タ 交 換 を行 うた め の 要 望 点(3つ まで の 複 数 回 答)

「その他」 の内訳
・安全で安価な通信回線、通信上のセキュリティ対策の確立2件
・国内のみでなく、国際的に通用する標準2件

(以下 各1件)
・標準ではあっても自由欄の使 い方が相手によりまちまちなので変換プログラムが必要

・国がEDI化 の促進のための調整を推進 してもらいたい(法 制度の改正も含む)

・データ量が少な く、書類でのや りとりの方がコス トも手間もかか らない会社にも進んで参加 してもら

える仕組み
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2.2.5電 子 デ ー タ交 換 に利 用 して い る通 信 手段(設 問3.よ り)

・回答 企 業 数452社(電 子 デ ー タ 交 換 未 実 施 企 業 を一部 含 む)
。

・専 用 線 を使 用 す る企 業 数 は
、VANや 公 衆 回 線 を使 用 す る企 業 の 半 数 以 下 。パ ソ コ ン通

信 を使 用 す る企 業 数 は 、 さ らにそ の半 数 。

・業 務 別 に み て 専 用 線 使 用 の 比 率 が 高 い の は
、原価 管 理 業 務(62%:16/26)、 生産 ・工

程 管 理 業 務(55%:42/77)、 設 計 管 理 業 務(48%:15/31)、 製 品 情 報 管 理 業務(43%:

23/53)で あ る。

350

300

250

200

150

100

50

0

回答数

14856339 73 345

`ll` ` `11`
VANパ ソ通 公衆回線 専用線 その他

(回答企業数=452社)

図2-10通 信 手 段 別 回答 企 業 数

表2-9業 務別 ×通信 手段別 回答企業数

VANを パソコン 公衆回線 自社の

業務 利用 通信を利用 に接続 専用回線 その他 合計 回答企業数

生産 ・工程管理 21841423 115 7717式)%

在庫管理 617706115 214 147325%

受注管理 251322226827 600 338748%

発注管理 16391496421 406 26458.4%

販売管理 819845114 239 16336.1%

原価管理 724161 30 265.8%

事務管理 18946275 105 79175%

設計管理 2613151 37 316.9%

物流管理 86111016615 279 18240.3%

製品情報管理 15820235 71 5311.7%

その他の業務 2283398 80 6414.2%

回答数合計

回答企業数

727

339

109

73

783

345

442

148

115

56 452

2-17



2・2・6電子 デ ー タ交 換 の 方 式(設 問4.よ り)

士/一 1こ し こ=一 一*エ の1蝋

・回 答 企 業 数:

販 売 業 務(受 注 デ ー タ)339社

購 買 業 務(注 文 書 デ ー タ)236社

・CII標 準 は 、 販 売 の 場 合32.2%(109/339)、 購 買 の 場 合22.0%(52/236)の 企 業 で 使 用

さ れ て い る 。

・UN/EDIFACrの 使 用 は 、 販 売 の 場 合(2.7%:9/339)、 購 買 の 場 合(2.5%:6/236)と

も に 少 な い 。

・販 売 業 務 の 場 合 、 相 手 先 方 式(43.4%:147/339)、CII標 準(32.2%:109/339)、 相 手

業 界 方 式(31.0%:105/339)、 自 社 方 式(25.1%:85/339)の 順 。

・購i買 業 務 の 場 合 、 自 社 方 式(36.9%:87/236)、 自社 業 界 方 式(25.0%:59/236)、 相

手 先 方 式(23.3%:55/236)、CII標 準(22.0%:52/236)の 順 。

購買業務

販売業務

236

339

(右端の数字は、販売/購買業務ごとの回答企業数)

図2-11電 子 データ交換の方式別 回答数比率

取 引相手業種別 の比較(表2-10)

(販売業務)

・電気 ・ガス、電気機器 、精 密機械企業 への販売業務で は、 回答企業 の半数 以上がCII

標準を使用。

・輸送用機器企 業 への販売業 務で は、相 手 先企 業 の方 式 の使用 が 非常 に多 い。 また小

売業への販売業務 では、小売業界 の業 界方 式 の使用が多 い。

(購買業務)

・購買業務で相手 先業界 の標 準 を使 うケ ース は、相 手 が銀行 の場 合 を除 いて 非常 にま

れ。
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表2-10電 子 データ交換の方式別 回答数(相 手業種別 、 回答 の多 い相 手業種 のみ)

(1/2:販 売 業 務)

EDIFACT Cll 自社業界 相手業界 自社方式 相手先方式 回答企業数
食料品 2

1L1%

4

22.2%

5

27.8%

3

16.7%

9

50.0%

18

繊維製品 1

4.8%

4

19.0%

7

33.3%

5

23.8%

9

42.9%

21

化学 1

4.0%

7

28.0%

1

4.0%

1

4.0%

12

48.0%

6

24.0%

25

電気機器 1

0.8%

66

55.0%

17

14.2%

17

14.2%

8

6.7%

56

46.7%

120

輸送用機器 3

8.6%

2

5.7%

4

11.4%

6

17.1%

25

71.4%

35

精密機器 12

50.0%

4

16.7%

3

12.5%

1

4.2%

10

41.7%

24

その他製品 2

14.3%

4

28.6%

1

7.1%

2

14.3%

2

14.3%

4

28.6%

14

卸売業 2

2.0%

15

14.9%

28

27.7%

23

22.8%

35

34.7%

26

25.7%

101

小売業 2

2.1%

5

5.3%

16

17.0%

48

51.1%

12

12.8%

25

26.6%

94

銀行 10

5&8%

2

11.8%

6

35.3%

17

倉庫 ・運輸 1

2.9%

2

5.9%

3

8.8%

1

2.9%

22

64.7%

10

29.4%

34

電気 ・ガス 13

68.4%

1

5.3%

6

31.6%

2

10.5%

19

(2/2:購 買業務)

EDIFACT Cll 自社業界 相手業界 自社方式 相手先方式 回答企業数
食料品 1

4.8%

2

9.5%

10

47.6%

3

14.3%

6

28.6%

1

4.8%

21

繊維製品 1

3.8%

2

7.7%

9

34.6%

1

3.8%

13

50.0%

3

115%

26

化学 3

18.8%

3

18.8%

1

6.3%

8

50.0%

3

18.8%

16

電気機器 2

2.2%

29

31.9%

20

22.0%

7

7.7%

29

31.9%

21

23.1%

91

輸送用機器 5

100.0%

5

精密機器 1

6.7%

9

60.0%

5

33.3%

1

6.7%

7

46.7%

2

13.3%

15

その他製品 1

3.2%

7

22.6%

6

19.4%

17

54.8%

3

9.7%

31

卸売業 2

6.3%

3

9.4%

12

37.5%

3

9.4%

9

28.1%

4

12.5%

32

小売業 1

11.1%

6

66.7%

2

22.2%

9

銀行 11

78.6%

1

7.1%

3

21.4%

14

倉庫 ・運輸 1

10.0%

1

10.0%

1

10.0%

5

50.0%

4

40.0%

10

電 気 ・ガス 1

50.0%

1

50.0%
2
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.取引相手企 業数 別の比較(表2-11)

・取 引相手企 業数 が少な くなるに ともな い、相手業界の方式、 あるいは相手 先企業 の方式

を使用する比率 が増加す る。販 売業務/購 買業務 に共 通す る傾向で ある。

・また、資本 金規模 、従業員数規模 で比較 した場合 も同様 に、規模 の低下 に ともなって相

手先企業あ るいは相手業界 の方式 を使用す る比率が高 ま り、 自社側 の方式 を使用す る比

率が低下する。

表2-11電 子デ ータ交換の方式別 回答数(取 引企業数別)

(1!2:販 売 業 務)

EDIFACT Cll 自社業界 相手業界 自社方式 相手先方式 回答企業数
5社以下 6

3.3%

58

31.7%

20

10.9%

39

21.3%

33

18.0%

84

45.9%

183

～10社 以 下 2

2.8%

13

18.1%

11

15.3%

21

29.2%

11

15.3%

21

29.2%

72

～20社 以下 10

18.9%

11

20.8%

12

22.6%

14

26.4%

10

18.9%

53

～50社 以下 15

28.3%

14

26.4%

14

26.4%

4

7.5%

9

17.0%

53

～100社 以 下 5

18.5%

6

22.2%

6

22.2%

7

25.9%

6

22.2%

27

～500社 以 下 4

11.1%

11

30.6%

6

16.7%

9

25.0%

7

19.4%

36

500社 超 3

50.0%

1

16.7%

2

33.3%

6

無回答 1

5.9%

4

23.5%

1

5.9%

6

35.3%

5

29.4%

10

58.8%

17

(2/2=購 買 業 務)

EDIFACT α1 自社業界 相手業界 自社方式 相手先方式 回答企業数
5社以下 4

3.5%

24

20.9%

15

13.0%

19

16.5%

28

24.3%

41

35.7%

115

～10社 以 下 6

24.0%

5

20.0%

2

8.0%

9

36.0%

4

16.0%

25

～20社 以下 1

2.9%

4

11.8%

9

26.5%

5

14.7%

13

38.2%

3

8.8%

34

～50社 以 下 6

18.8%

9

28.1%

4

12.5%

11

34.4%

2

6.3%

32

～100社 以 下 1

4.0%

3

12.0%

10

40.0%

1

4.0%

10

40.0%

25

～500社 以 下 4

16.7%

6

25.0%

1

4.2%

12

50.0%

1

4.2%

24

500社 超 3

50.0%

3

50.0%

6

無回答 5

38.5%

2

15.4%

3

23.1%

1

7.7%

4

30.8%

13
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3.国 際EDIの 実 態 調 査 注1

3.1調 査 概 要

本調査 は、第2章 の国内EDI実 態i調査 と同様 に、EDI推 進協 議会(以 下、 「JEDIC」 と

略称す る)の 活動 の一環 と して、1996年 度 よ り開始 され た。

国際取 引に ともな う電子データ交換 につ いては、そ の適用 業界、採用 され ている標 準等

につ いて 、具体 的かつ継続的 に調査 したデータは ほとん ど無 いのが実情で あ る。 このため

JEDICで は、本 年度 か ら毎年、継続 的 に調査 を行 う計画 であ る。今 回の調査 はその初回で

ある。

3.1.1調 査 の 目 的

本年度 の調査 は、初回で もあ り、 まず国際電子 デー タ交換 の様 々な様態 を把握 す る こと

を 目的 とした。

海外 の電子 データ交換 の状況 を 日本か ら見 ると、 「北 米企業 との取 引はANSIX12、 欧

州や アジアの企業 とはUN/EDIFAcr」 と一面的 に捉 えがちで ある。 しか し実 際 には、両

標準 の制定以 前か ら存在 す る規約が現在 も使われている業界 もあれ ば、各企 業 の独 自規約

によるデー タ交換 も行 われて いるよ うで ある。 また、一言 にUN/EDIFAcrと 言 って も、

地域、業界 ごとにメ ッセー ジ ・サブセ ッ トが開発 、利用 されて いるため、例 えばあ る企業

へ の発注 に使 えたORDERSメ ッセー ジが必ず しも他 の企 業へ の発注 に使 える とは限 らな

いというのが実情 のよ うで ある。

海外へ取 引を拡大 して い く日本企 業 にとって、進出 しよ うとす る地域 、国 、業界で の上

記のよ うな情報 は、事業 計画の うえで重要な ものであろ う と考 え られ る。 したが って本 調

査では、世界 の各地域 、国、業界では どういった方式(シ ンタ ックスルール 、 メ ッセ ー ジ、

企業 コー ド、VAN事 業 者 、通信 プ ロ トコルな ど)が 使 用 され て いるか を と りま とめた 。

この 調査 結 果が我 が 国企 業 に役立 つ情 報 とな り、さ らにはそれ に よって 我が国 にお け る

EDIが 一層普及す る ことを期待 している。

なお 、 この よ うな 目的 か ら、本 調 査 で は 国連EDI標 準 で あ るuN/EDIFAcrに 重 点 を置

きつ つ も、 そ れ だ け に限 らず 、電 子 的 に行 われ て い るデ ー タ 交 換 全 般 を対 象 と した 。

注1国際取引、国際電子データ交換

第3章 では、 「国際取引」 という語は、特に断 らない限り、日本企業 と海外企業(日 本企業の現地法人

を除 く)と の間における商品やサー ビスの取引という意味で使用する。第三国間取引などは除外する。

同様に 「国際電子データ交換」 とは、特に断らない限 り、この国際取引にともなう電子データ交換 を意味

する。
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3.1.2調 査 の 方 法

調 査 は、1996年12月 よ り1997年4月 にか けて 、 ア ンケ ー ト調 査 と ヒア リ ング調 査 と

の二 本 立 て で 実施 した 。

(1)ア ンケ ー ト調 査

ア ンケー ト調 査 は 、1997年2月 か ら3月 に か けて 、JEDICの 会 員 の各 業 界 団体 に所 属

す る企 業等2,709社 注2を対 象 と して 実 施 した 。 回収 数 は475社 、 回 収 率 は17・5%。

表3-1

=
1電 子機械(EIAJ)

2商 社(日 本貿易会)

3鉄 鋼(鋼 材倶楽部)

4住 宅産業(HIIS)

5自 動車(JAMA)

6石 油化学(JPCA)

8チ ェー ンス トア(JCA)

9物 流(物 流EDI推 進機構 、JILS)

10旅 客 関連(旅 行EDI研 究会)

11建 設(CI-Net)

12電 力(FEPC)

13電 線(JCMA)

14電 機(JEMA)

15電 気卸(全 国電機卸商組合連合会)

16紙 流通(日 本紙 商団体連合 会)

17製 紙(日 本 製紙 連合会)

18機 械 工具(機 工VANセ ンタ)

19化 学繊維(日 本化学繊維協 会)

20家 具流通(日 本優 良家 具販 売協 同組合)

21軽 金属(軽 金属協会)

22繊 維産業(TIRA)

23ガ ス(JGA)

不明

鑑

国際電子データ交換アンケー ト回収率(業 界団体別)

繊

244

23

101

20

13

24

515

138

15

64

9

20

188

504

26

80

164

6

58

133

191

173

2709

臓

86

6

15

6

7

16

60

46

4

14

4

13

24

49

1

5

30

3

6

11

48

19

2

塑

醒

35.3%

26.1%

14.9%

30.0%

53.9%

66.7%

11.7%

33.3%

26.7%

21.9%

44.4%

65.0%

12.8%

9.7%

3.9%

6.3%

18.3%

50.0%

10.3%

8.3%

25.1%

11.0%

17.5%

注2ア ンケー ト送付先企業:

複数 の業界 団体 に所属す る企業 も存在す る。 これ らの重複 は除去 し、1社1通 のみア ンケー トを送 付 した。
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電子機械
JCA

電気卸
繊維産業

物流

機械工具

電機
ガス

石油化学 ノ

鉄鋼

建設

電線

軽金属

自動車

家具流通 ・

住宅産業

商社

製紙

電力

旅行関連

化学繊維

不明

細流通

020406080100

回答企業数の順

図3-1国 際 電 子 デ ー タ交 換 ア ンケ ー ト回答 企 業 数(業 界 団 体 別)

(2)ヒ ア リング調査

ヒア リング調査 は、1996年12月 よ り1997年4月 にかけて、EDIFAcrに 準拠 した電子

デー タ交換 を実施 して いる企業7社 に対 して行 った。

電子機械 メーカ2社 小売業1社 航 空会社1社

航空貨物代 理店1社 自動車 メーカ2社
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3.2ア ンケ ー ト調 査 結 果

3.2.1ア ンケ ー ト票 の 概 要

ア ンケー ト票 で の 設 問 は 、 お お よ そ 以 下 の通 り。 な お 、実 際 の ア ン ケー ト票 は、 添 付資

料2を ご参 照 いた だ き た い 。

(1)設 問1:uN/EDIFAcrに 関 す る設 問

(2)設 問2:通 信 プ ロ トコル 、 シ ン タ ックス ル ー ル 、VAN事 業 者 な どに 関す る設 問

(3)設 問3:メ ッセ ー ジ に関 す る設 問

(1)設 問1=UN/EDIFACTに 関 す る 設 問

Q.1.1UN/EDIFACTを 使 用 して い ま す か?(択 一)

使 って いる、使 う予定

使って いない、予定 も無 い

Q.1.2国 内/国 際 、どち らの取引 に使用 します か?(択 一)

Q.1.3UN/EDIFACTの 導入理 由は?(択 一)
)

も無い

Q.1.4UN/EDIFACTを 使 わない理 由は?(複 数選択)

図3-2UN/EDIFACTに 関す る設 問 の概 要

(2)設 問21通 信 プロ トコル 、 シンタ ックスル ール 、VAN事 業者な どに関する設 問

国際電子デー タ交換 を実施 して いる企業 のみを対 象 とした設問。

取 引先企業 の国 ×業界別 に、以下 の項 目を回答 していただ いた。複 数回答。

デー タ交換の形態注'、

取引 して いる主な商品、

購入か販売か、

使用 して いる通信 プロ トコル 、

使用 して いるシンタ ックスルー ル、

使用 している企業 コー ド注2、

使用 しているVAN事 業者

注1データ交換の形態:

3.2.3項 の、データ交換 の形態 のページを ご参照 いただ きたい。

注2企業 コー ド:

メ ッセー ジを交換する際の宛先情報 として使用 されるコー ド。JIPDEC/CIIが 管理す る 「標準企業 コー ド」、

流通 システム開発セ ンターが管理する 「ロケー シ ョン ・ナ ンバー」な どが、例 として考 え られ る。
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Q.2.1 Q2.2 Q.23 Q.2.4 Q.25 Q.2.6

取引先
デ

1

主タ

な交

形換
熊の

商品

種類

購入
or

販売

通

プ信

ロ

ト

コ

ル

シ

ン

㊧ タ
数 ル ツ

可1ク
)ル ス

企

業

コ

1

ド

VAN事 業者名

国
業

界

1 16 1 万 2 1 2 2 磁

1 17 2 万 2 1 L2 2 Gぴ

11 17 2 刀 2 1 1 1 ㎜

(Q.1.2～2.5は 選択肢 による回答、Q.2.6は 記述 による回答)

図3-3設 問2の 回 答 例

図のよ うに、国際電子デー タ交換 を行 って いる国 ×業界 の数 だけ記入 して いただ く形式

であ り、複数 回答 の設問で ある。

(3)設 問3=メ ッセー ジに関す る設 問

uN/EDIFAcrあ るいはANsIx12を 使用 して いる企業 のみを対象 とした設 問。

設問2と 同様 、取 引先企業 の国 ×業界別 に、使用 しているEDIFAcrメ ッセ ージおよび

X12ト ランザ クシ ョンセ ッ トを全 て回答 して いただいた。 また、各 々のメ ッセ ージ/ト ラ

ンザ クションセ ッ トにつ いて、使用 しているサ ブセ ッ トを開発 ・管理 して い る組織 の名称

を回答 していただいた。

図のよ うに、取 引先 の国 ×業界 ×メ ッセー ジ(あ るいは トランザ ク ションセ ッ ト)の 数

だ け記入 していただ く形式 であ り、複数 回答 の設 問である。

取引先 メッセージ名

(ト ランザ クションセ ッ ト番 号)
開発組織名

国 業界

1 4 ・(iり 850 vκ5

1 4

一

・〈iう 855 耽s

1 4

一
・⑧ 860 呪5

2 16 ⑤x ORDERS EZ)1」F7CE

2 16 ⑤x ORD㎝G EO∫ 」研(班

2 16

　

⑨x 1Mノ αC ED1兄 α 「

3 16 ⑤x OR1)ER5 EZ)1」啄Cε

3 16

一

㊥x OR1)CHG EDゾ 」巧α ヲ

(国および業界は選択肢 による回答、その他は記述による回答)

図3-4設 問3の 回答 例
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3・2・2我が 国企 業 にお けるUN/EDIFACTの 普 及 状 況

前 項3.2.1で 説 明 した 、 設 問1(uN/EDIFAcrに 関す る設 問)の 集 計 結果 で あ る。一
・回答 企 業 数:465社

。

=

・具 体 的 な利 用(選 択 肢1「 自社 で の取 引 に利 用 して い る」)は22社(4 .7%)。

計 画 お よび 検 討 中(選 択肢1,20r3)の 企 業 ま で含 め る と60社(12.9%)。

=

・UN/EDIFACrの 認知 度(選 択 肢1
,2,30r4)は127社(27.3%)。

これ ら127社 中、 具体 的 な利 用(選 択 肢1)の 比率 は17.3%。

表3-2Q.1.1回 答結果

蹴

1.自 社で の取 引に利 用 して いる

2.2年 以 内に利用 を開始す る計画

3.利 用す る方 向で検 討 して いる

4.内 容 を知 って い る

5.名 前 を知 って い る

6.知 らな い

7.そ の他

錨

←

22

13

25

67

174

162

2

坦

一

・美星別 注3に見 ると(表3-3参 照) 、具体 的な使用(選 択肢1)社 数の多 い業界 は、多 い

順 に、

電子機械業界(11社:業 界内 の13.1%)、

物流業界(5社:同10.9%)、

繊維産業界(3社:同6.3%)な ど。

計画 も しくは検討 中(選 択肢20r3)と の回答 は、 これ らの業界 とチ ェー ンス トア業界

とで多 い。

・業 種別注4に見 ると(表3-4参 照) 、具体 的な使用(選 択肢1)社 数 の多 い業種 は、多 い

順 に、

注3業界:

表3-1に 示 した、 回答企業が所 属する業界 団体 。
注4業種:

回答企業が記入 した 、自社の業種。 アンケー ト票(添 付資料2)の 最終ペー ジを ご参照 いただ きたい。
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電 気 機 器(10社:同 一 業 種 内 の12.7%)、

倉 庫 ・運 輸(3社:同10・0%)、

繊 維 製 品(2社:同5.7%)、

情 報 サ ー ビス(2社:同28.6%)な ど。

計 画 も し くは検 討 中(選 択 肢20r3)と の 回 答 は 、 電 気機i器 、倉 庫 ・運 輸 で 多 く、卸 売

業 、行 政(地 方 の港 湾 局 か らの 回 答)と 続 い て いる 。

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

回答社数
一

:

一∧

:

一

一
＼ ∠

一

口.口,

一

㌔

/

、

一

/

、

'

一

ジ

/

揖

一

一

業界 ごと総回答社数(左 目盛)

/UN但DIFA□ を知っている(右 目盛)一

－

UN/EDIFAcrを 使用 して いる(右 目盛) .

一

一

ぶ

=

.

一

一

一

、 、口1□,

ζ

、口,

㌢
1

⊃
`` 温、

一

,1□ 、□,

一

し

■

9西

部
降

K
束

坦
坦
疎
漏

裏
隷

間
遮
菓

蜜
蝋

郵
H
筆
選

藁
鯉

量
戚
細

哩
相
騨

灘
鯉

く
O
『

蝋
幽
肝
胆

詣
韻

口
幅

繋
謹
壮
』
∨

刑
部
㊤
法

螺
畑
瀬
藁

枯
華
足
㎏

選
§

軍
鑓
仔
細

冊
献
血

口
遊

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

UN/EDIFACTを 使用 している=選 択肢1

UN/EDIFACTを 知 っている=選 択肢1,2,30r4

UN/EDIFACTを 使用 している比率の順

図3-5UN!EDIFACTの 使 用 状 況 、認 知 状 況(業 界 団体 別)

一

・業 界
、別 に見 る と、 認 知 度(選 択 肢1,2,30r4)の 高 い業 界 は 、

旅 行 関連 業 界(75.0%:4社 中3社)、

物 流 業 界(67.4%:46社 中31社)、

化 学 繊 維 業 界(66.7%:3社 中2社)、

自動 車 業 界(57.1%:7社 中4社)、

電 力 業 界(50.0%:4社 中2社)、

商社(50.0%:6社 中3社)、

石 油化 学 業 界(43.8%:16社 中7社)、

電 子 機 械 業 界(42.9%:84社 中36社)な ど。

・業 種 別 に見 る と
、 認 知 度(選 択 肢1,2,30r4)の 高 い業 種 は 、

空 運(100%:2社 中2社)、

情 報 サ ー ビス(71.4%:7社 中5社)、

行 政(71.4%:7社 中5社)、
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庫 ・運 輸(70.0%:30社 中21社) 、

運(50.0%:4社 中2社) 、

学(42.1%:19社 中8社) 、

送 用 機器(41.7% :12社 中5社) 、

気 機 器(40.5% :79社 中32社) な ど 。

表3β 業界別 Q.1.1 回答状況
← ■,

業界 1 2 3 4 5 6 7 合計

1:電 子機 械 11 4 9 12 37 10 1 84

2:商 社 1 2 3 6

3:鉄 鋼 5 10 15

4:住 宅産 業 1 2 2 5

5:自 動車 1 3 3 7

6:石 油化 学 1 6 8 1 16

8:チ ェ ー ン ス トア 2 1 8 25 22 1 59

9:物 流 5 3 8 15 14 1 46

10:旅 行関連 3 1 4

11:建 設 1 3 8 2 14

12:電 力 2 2 4

13:電 線 1 5 7 13

14:電 機 1 1 2 11 7 22

15:電 気卸 1 1 2 13 29 46

16:紙 流通 1 1

17:製 紙 1 4 5

18:機 械工 具 1 7 22 30

19:化 学繊維 1 1 1 3

20:家 具流通 1 5 6

21:軽 金属 2 2 7 11

22:繊 維産 業 3 4 4 25 12 48

23:ガ ス 1 17 18

不明 2 2

合計 22 13 25 67 174 162 2 465
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表3-4業 種 別Q.1.1回 答 状 況

1:水 産 ・農林

3:建 設

4:食 料品

5:繊 維製品

6:パ ル プ ・紙

7:化 学

9:石 油 ・石炭

10:ゴ ム製 品

11:ガ ラス ・土石製 品

12:鉄 鋼

13:非 鉄金属

14:金 属製 品

15:機 械

16:電 気機器

17:輸 送用機 器

18:精 密機器

19:そ の他 製品

20:卸 売業

21:小 売業

27:陸 運

28:海 運

29:空 運

30:倉 庫 ・運 輸

31:通 信

32:電 気 ・ガス

34:情 報サ ー ビス

35:そ の他 サー ビス

36:行 政

37:そ の他

不 明

3

(∠

4

1

合計

/
0

7

5

1

1

つ
⊃

2

10

1

1

3

0
/

2

1

『1

1

～
>

7
'

5

1

8

2

3-9



.1.2国 内取 引、 国 際取 引 の ど ち らにUN/EDIFACTを 使 って い ます か?

(計画および検 討中を含 む)

回答 企業 数:57社(Q.1.1で 、 「自社 で利 用 」 、 「2年 以 内 に利 用 」 、 「利 用 す る方

向 で検 討 中」 を回答 した 企 業:無 回答3社)。

国 内取 引 に使 用 の企 業(選 択肢10r3)が25社(43・9%)。

国 際取 引 に使用 の企 業(選 択 肢20r3)が43社(75・4%)。

国 内 、国 際 の両 方 に使 用 の企 業(選 択 肢3)が11社(19・3%)。

表3-5Q.1.2回 答 結 果

選 測 度 」⊇ 数

1.国 内取 引 の み14

2.国 際取 引 の み32

3.国 内/国 際 の 両方11

金 言ヒ 旦

表3-6UN/EDIFACT使 用 状 況(Q.1.1)別Q.1.2回 答 企 業 数ご 1.国 内のみ 2.国 際のみ 3.両 方 合計

1.使 用 中 6 14 2 22

2.2年 以 内 1 7 4 12

3.検 討中 7 11 5 23

合計 14 32 11 57

国内取引のみ に使用 の企 業14社 の内訳 は以下 の通 り。

電子機械業界:1社

商社:1社

チェー ンス トア業 界:1社

物流業界:3社

建設業界:1社

電機業界:1社

電気卸業界:1社

繊維産業界:5社

国内取 引、国際取 引の両方 に使用 の企業11社 の内訳 は以下 の通 り。

電子機械業界:1社

物流業界:9社

電気卸業界:1社

こうした企業が国内取 引 にUN/EDIFAcrを 使 用す る理 由はおお よそ以下 の通 り。

使用 中の企業)

一顧客 の海運会社 が国際取 引にEDIFAcrを 使用 してお り、国内取引先であ る当社 に

もEDIFAcrの 使 用 を要求 してきた。(物 流業界 、倉庫 ・運 輸)

一国際標準である こ とな どか ら、 当社の親会社 の百貨店 が 自社判断で導入 した。(繊

維産業界、情報サー ビス)
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一取 引先の国内百貨店か らの要請
。(繊 維産業界 、繊維 製品)

(計画お よび検 討 中の企業)

一食品業界 で、国内流通にEDIFAcrの 使 用を計画 してい るので、業界が採用 す る こ

とになれ ば対応 す る。(チ ェー ンス トア業界 、食料 品)

-NACCSの 変更 を考 慮 しての回答
。(物 流業界、倉庫 ・運 輸)

一港湾物流業界 の連 携指針 を考 慮 しての回答
。(物 流業界 、倉庫 ・運 輸)

一取引先 の電 力会社 か らの要 請
。(電 機業界、電気機器)

一取 引先の総合電機i会社 か らの要請
。(電 気卸業界、卸売)

一国内 の運輸、 貿 易業 系企 業 か らの原料輸入 に使 用す る計画 。(電 子機械業 界 、化

学)
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Q.1.3UN/EDlFACTの 導 入(計 画 お よ び検 討 中 を 含 む)理 由 は?

・回 答 企 業数:58社(Q .1.1で 、 「自社 で 利 用 」 、 「2年 以 内 に利 用 」 、 「利 用 す る方

向 で検 討 中」 を 回答 した 企 業 のみ:無 回答2社)。

・ 「発 注元(顧 客)企 業 か らの要 請 」 と回 答 した 企 業 が 最 も多 く、23社(39.7%)。

・次 いで 、 「自社 の 自発 的 な判 断」 と回答 した 企 業 が19社(32.8%)。

表3-7Q.1.3回 答結果

=

1.自 社 の 自発的 な判断

2.発 注元(顧 客)企 業か らの要請

3.発 注 先企業 か らの要請

4.所 属 する業界 団体 か らの要請

5.所 轄行 政機 関か らの要請

6.そ の他

益

『
19

23

4

5

4

3

旦

表3-8Q.1.1とQ.1.3と の ク ロ ス(回 答 企 業 数)

N 1 2 3 4 5 6 合計

1.使 用 中 5 13 4 22

2.2年 以 内 7 4 1 12

3.検 討 中 7 6 4 4 3 24

合計 19 23 4 5 4 3 58

・既 に使用 中の企業 では、顧客か らの要請(選 択肢2)が59.1%(22社 中13社)。

・2年 以 内に使用開始予定 の企業で は、 自社判 断(選 択肢1)が58.3%(12社 中7社)。

・業界 団体か らの要請(選 択肢4)は 、

電子機械 業界:1社 、チェー ンス トア業界:1社 、物流業界:2社 、

繊維産 業界:1社

・所轄行政機 関か らの要請(選 択肢5)は 、

物流業界:3社(う ち2社 は港湾局)、 繊維産 業界:1社

3-12



表3-9業 界 別Q.1.3回 答 状 況

業界 1 2 3 4 5 6 合計

1:電 子機械 8 12 1 1 1 23

2:商 社 1 1

5:自 動車 1 1

6:石 油化 学 1 1

8:チ ェ ー ン ス トア 1 1 2

9:物 流 4 6 2 3 1 16

11:建 設 1 1

14:電 機 1 1 2

15:電 気卸 1 1 2

18:機 械 工具 1 1

19:化 学繊 維 1 1

22:繊 維産 業 2 2 1 1 1 7

合計 19 23 4 5 4 3 58
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Q14UN/EDIFACTを って いな い ま?三 つ で ・x

・回答 企 業 数:388社(Q .1.1で 、 「自社 で 利 用 」 、 「2年 以 内 利 用 」 、 「利 用 す る方 向

で 検 討 中」」遊 』を回 答 した 企 業 の み:無 回答17社)。

・ 「uN/EDIFAcrに つ いて 全 く知 らな い/あ ま り知 らな い」 との 回答(選 択 肢1)が188

社(48.5%)。

・UN/EDIAFACrを 使 用 す る必 然 性 が 無 い 旨 の回 答(選 択 肢30r4)は
、135社(34.8%)。

・ 「現 在EDIFAcrを 使 用 して い な いが
、 使 用 を検 討 して い る と思 わ れ る」 回答(選 択

肢5,60r7)は70社(18.0%)。

表3-10Q.1.4回 答結 果

延べ回答数:656

蹴

1.UN/EDIFAcrに つ いて 全 く知 らな い/あ ま り知 らな い

2.業 務 上 、電 子 デ ー タ交 換 を行 う必 要 が 無 い

3.自 社/自 業 界 の現在 の デ ー タ交 換 シス テ ムが 安 定 稼 働 して お り、

変 更 の必 要 性 が 無 い
4.取 引先 がUN/EDIFAcr以 外 の 方 式 を要 求 して い る

5.vAN事 業 者 な どが がuN/EDIFAcrを サ ポ ー トして い な い

6.自 社 業 務 に使 え る メ ッセ ー ジ が 開 発 され て いな い

7.UN/EDIFAcrに 関 して 日本 語 で適 切 に解 説 した情 報 が 無 い

8.UN/EDIFACrの ほ か 、ANSIX12、CIIな どの規 格 が

複 数 存 在 して お り、 どの規 格 を使 用 す べ き か決 め られ な い

9.そ の他

醜
188
152

106

62

15

26

39

5

今3

つ
」

3

表3-11Q.1.4回 答群別 回答結果

選択肢 回 答 企業数

選択肢1に 回答188

選択肢2に 回答152

選択肢3～4の 一 つ以上 に回答135

選択肢5～7の 一 つ以上 に回答70

選択肢8に 回答35

選択肢9に 回答33

・現 在UN/EDIFAcrを 使 用 して い な い が 使 用 を検 討 して い る と思 わ れ る企 業(選 択 肢5
,

60r7)は70社(18.0%)だ が 、 この 中で 比 率 の 高 い業 界 は 、 自動 車 業 界(50.0%:6社

中3社)、 物 流 業 界(48.3%:29社 中14社)、 電 子 機 械 業 界(30.5%:59社 中18社)、

石 油 化 学 業 界(28.6%:14社 中4社)、 旅 行 関連 業 界(25.0%:4社 中1社)、 な ど。

・そ の他 の回答 は、おお よそ以下 の通 り。

海外 との取 引がない
EDIの ニーズが無 い

業界での標準化待 ち

01
⊥

7
'

(5
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社内や取引先の無理解

技術力不足、人材不足

〔∠

2 な ど

図3-6
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表3-12Q.1.4業 界 別x回 答 群 別 回答 結 果

8

㎞
2

59

5

14

5

6

14

49

29

4

13

4

13

20

42

1

5

27

2

6

11

41

16

38

9

3

1

4

3

4

2

1

2

1

4

1

5

2

33

8

7

1

1

1

2

3

7

2

1

3

1

6

35

㌶

8

4・13471

1

1

2

4

2

1

2

1

8

2

70

領

29

3

4

2

6

7

20

12

3

1

3

4

5

11

1

4

1

6

2

10

1

ぴ

2

1

24

1

11

2

3

16

12

2

7

1

3

5

12

2

10

1

2

6

19

12

皿

1

2

22

5

1

1

4

26

6

5

8

10

28

1

3

21

1

4

6

22

12

蹄

▽

界業

叢

叢
鐸

不

仁

乞

田
'

仁

髭

伝

尖

幻

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

翻1:選 択肢1を 回答 した企 業数

2:選 択肢2を 回答 した企 業数

3-4:選 択肢3,4の いずれか を回答 した企業数

5～7:選 択肢5～7の いずれ かを回答 した企業数

8:選 択肢8を 回答 した企業 数

9:選 択肢9を 回答 した企業 数

total:い ずれ かの選 択肢 を回答 した企業数
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3.2.3通 信 プ ロ トコル 、 シ ン タ ック ス ル ー ル 、VAN事 業 者 な ど

3.2.1項 で説明 した、設 問2の 集 計結果で ある。

回答企業中、国際電子 デー タ交換 を行 って いる企業 のみが回答 の対象 である。

回答企業の概要

・回 答 企 業 数:66社 。

・回答企業の業界別 に見 る と、電子機械 業界(31社)が ほぼ半数 。そ の他 、物 流業界

(10社)、 自動車業界(6社)、 石油化学業界(4社)な どが多 い。

・取引狙 圭国別 に見 ると、北米(35社)、 シ ンガポール(25社)、 ドイツ(20社)、

英国(17社)、 香港(15社)な どを回答 した企業が多 い。

・取 引相手地域別 に見る と、アジア ・オセ アニア地域(69社)、 欧州 地域(60社)、

北米地域(35社)の 順 になる。

・取 引相手 企業の業種別 に見 る と、電気機器 の企 業 と電子デー タ交 換 を行 って い る と回

答 した企業(33社)が 最 も多 く、輸送用機器企業 を回答 した企 業(12社)、 卸売業企

業(6社)と 続 いて いる。

・取 引相手 国別 ×取 引相手 業種別 に回答企 業 数 を見 る と、北米 の電気機器 企業 を回答 し

た企 業(17社)が 最 も多 く、 シンガポールの電気機器企業(14社)、 北米 の輸送用機

器企業 、 ドイ ツの電気機器企 業、香港 の電気 機器企 業(い ず れ も9社)が 続 いて いる。

・回答企業 の業界別 ×取 引相手業種 別 に見 ると、 日本の電子機 械 業界 と海外 の電気機器

企業(27社)が 最 も多 く、 日本 ので 自動車 業界 と海外 の輸送用機器企業(6社)、 日

本 の物流業界 と海外の海運企 業(4社)と 続 いて いる。

・設問1に お いてUN/EDIFAcrを 使用 していな いと回答 した企 業で も、国際電子 デー タ

交 換 を行 って いるな らば、 ここで の回答対 象 とな っている。

以上 の点 を念頭 に置 いて、p3-20以 降 の集 計 を ご覧 いただ きた い。
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電子機械

物流

自動車

石油化学

機械工具

繊維産業

電気卸

旅行関連

商社

軽金属

電機
JCA

鉄鋼

0 10 20

回答企業数(社)

30 40

回答企業数の順、他の業界からは回答無し

図3-7設 問2回 答企業数の業 界別分布

表3-13設 問2取 引先企業 の国ご との回答企業数

(回答企業中65社 が取引先企業の国について回答)

互斑 匪iE国 」昼餐企 業数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

北米35

英17

独20

仏5

伊6

スウ ェーデ ン4

ノル ウ ェー2

デ ンマー ク3

そ の他 欧州13

シ ンガポール25

マ レー シア9

台湾10

韓 国9

香港15

豪7

そ の他 アジア ・オセ アニ ア14

そ の他7
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電気機器
輸送用機器

卸売業
空運
海運

その他製品
小売業

繊維製品
倉庫 ・運輸

陸運
精密機器

化学
その他
行政

その他サービス

情報サービス
ガラス・土石製品

ゴム製品

05101520253035

(回答企業中65社 が取引先企業の業種について回答)

回答企業数の順、他の業種についての回答無 し

図3-8設 問2取 引 先 業 種 別 回 答 企 業 数

表3-14設 問2取 引先企業の国別×取引先企業の業種別 回答企業数

上位の組合せのみを表示

取引先企業の国 取引先企業の業種 皿 答企業数
1:北 米

10:シ ンガ ポ ー ル

1:北 米

3:ド イ ツ

14:香 港
(
∠

0
ノ

ー
▲

0
ノ

イギ リス
その他欧州

北米

その他欧州
11:マ レー シア

16:そ の他 ア ジ ア 、 オ セ アニ ア

6

6

7

6

6

6

6

0

7

6

6

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

電気機器

輸送用機器
電気機器

卸売業
輸送用機器
電気機器

7
'
4

1

1

9

9

9

7

6

4

4

4

4

表3・15設 問2回 答企業の業種別 ×取引先企業の業種別 回答企業数

上位の組合せのみを表示
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0

0

0

0

0

1

1

1

電子機械

自動車
物流

電子機械

石油化学

物流

旅行関連

電気卸
機械工具

/0

7

Q
O

－/

1

1

〔∠

-

電気機器

輸送用機器

海運

輸送用機器
7:化 学

Q
/

6

Q
ノ

/0

(U

1

1

(∠

-

(∠

その他製品

電気機器

空運

電気機器

卸売業

72

6

4

2

2

2

2

2

2

2
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表3-16 設 問2回 答 企 業 数 のEDIFACT使 用 状 況(設 問1.1)別 分 布

Eロ11ロX

1

2

3

4

く
」
6

7

自社で使用 中
2年 以内 に使用開始

導入 を検 討 中

知 って いる

名前 は知 っている

知 らない

そ の他 、無回答

飽

『
16

5

5

15

20

3

2

麺
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デ ータ交換の形態

・回答 企 業 数:63社(無 回 答3社)

・直 接 交 換 型 の デ ー タ交 換 を主 に行 って い る と回 答 した 企 業 が52 ・4%(33/63)。

・現 地 法 人 型 の デ ー タ交 換 を主 に行 って い る と回 答 した 企 業 が41 ・3%(26/63)。

表3-17

蹴

「デー タ交換 の形態」

いている。

-

(∠

3

4
.

設問2

直接交換型

現地法人型
在 日法人型

商社型

データ交換の形態に関する回答状況

臓
114

73

16

13

『
33
26
6
6

とは、以下の通 り(図 参照)。 なお 、VAN事 業者 等の介在は無視 して回答いただ

直接交換型:回 答企業のコンピュータと海外の取引先のコンピュー タとの間で直接電子データ交換

が行われるケース。

現地法人型:回 答企業 と海外取引先との電子データ交換に、回答企業の海外現地法人が介在するケ

ース。

在 日法人型:回 答企業と、取引先の在 日法人との間で電子データ交換が行われるケース。

商社型:回 答企業と日本の商社との間で電子データ交換が行われるケース。

(　⌒)日 本 海外 海外取引

1.直接交換型 ○ ■一一■■一コ一一 ■■■一〇
i現 地法人

2.現 地法人型 〇 一一■一ー一 一■一 〔⊃

在 日法人i

3.在 日法人型 〇 一■一て)■ 一一←■■一■一一■一〇

礪 社型(〉 一 瞥Li-一 一〇

図3-9デ ータ交換の形態

・取 引先国別 に見 る と、対 欧米では、北米 、イ ギ リス、 ドイ ツ等 は直接交換型 と現地 法人

型 とが比率的 に拮抗 して いるが、北欧地域 は直接 交換型 だけである。

・アジア各国で も、直接交換型 と現地法 人型 の比率が拮 抗 している国が多 い。ただ し、台

湾お よび韓国で は直接交換型の比率が 若干 高い。 アンケー ト調査 と並行 して実施 した ヒ

ア リング調査 によると、両国 の産業界 は 日本企 業 との結 びつきが他国 に較べて強 く、 日

本企業 の情報 システム の端末 を両 国の取 引先企 業 に設置す るケース も多 いとの こと。

・なお、現地法人が現地取 引先企業 と行 ってい る電子デ ータ交換の内容 につ いて は、 日本
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本社注1では詳細 には把握 して いない例 が多 い との こと(ア ンケー ト調査 と並行 して実施

した ヒア リング調査よ り)。 本調査 は 日本本社 のみ を対象 と して いるため、実際 には現

地法 人型 の比率は、 この調査結果 よ り高い ことも想像 され る。

表3-18取 引 先 国 別 ×電 子 デ ータ 交換 形 態 別

表顕の選択肢:
4一直接交換型 一2一現地法人型 一3一在 日法人型

国

1:北 米

2:英

3:独

4:仏

5:伊

6:ス ウ ェ ー デ ン

7:ノ ル ウ ェ ー

8:デ ンマ ー ク

9:そ の他 欧州

10:シ ンガ ポ ー ル

11:マ レー シ ア

12:台 湾

13:韓 国

14:香 港

15:豪

16:そ の 他 ア ジ ア ・オ セ アニ ア

17:そ の 他

主

17

7

8

3

4

4

2

3

10

12

4

6

6

6

5

7

3

回答企業数

一4商 社 型

丑

14

8

8

1

0

(」

1

4
.

(∠

/
0

1

4
.

(
∠

全

(∠

(∠

1

1

1

1

1

(∠

(∠

-

1

±

3

-
■

-

2

-
■

1
■

-
⊥

1

1

35

30

25

20

15

10

5

0

直接交換型の比率(右 目盛)
取引先ごと回答企業数(左

/

6789

図3-10

155134121611011173214

横軸 の数字 は、上 表の国番号

取 引 先 国 別 直 接 交 換 型 の 回 答 比 率

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

「「・1日本本社:

第3章 では、 「日本本社」 とい う語 は、特に断 らな い限 り、 日本 国内に存在す る事業 を意 味する ことと

し、工 場等 の本社 以外 の事業所 も、 日本国内 に存在する限 り、便宜 的に 「日本本社 」 と称す る。
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表3-19シ ンタ ックス ル ール 別 ×電 子 デ ー タ 交換 形 態 別 回 答 企 業 数

表頭の選択肢:
-1一直接交換型 一2一現地法人型 一3一在 日法人型 一4一商社型

シンタ ックス
41

(∠

5

10

丹1

8

EDIFACT

X12

自社方式

取引先方式

業界方 式

その他

±

14

5

7

6

2

4

コ2

6

6

11

3

6

一3--4-

11

2

-
■

-
⊥

-
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通信 プロ トコル

・回答 企 業 数:53社(無 回答13社) 。

・SDLC ,HDLCを 使 用 して い る企 業 が最 も多 く、11社 、20.8%(11/53)。

・ 「そ の他 」 と して 全 銀 協 手 順 を 回答 した企 業 が4社 あ っ た
。

表3-20設 問2

蹴

1

2

3

4

5

6

7

8

X.400,435

X.25

SDLC,HDLC

TCPAP

自社 方 式

取 引 先 方 式

業 界 方 式

そ の他

通信プロ トコルに関する回答状況

臓

15

11

35

25

19

11

31

34

一
5

5

11

8

7

5

6

14

・欧 米 で 一 般 的 と言 わ れ るX .400の 使 用 は 、企 業数 ベ ー ス で9.4%(5/53)。

・X .400を 使 用 して い る との 回答 が得 られ た取 引相 手 国 は 、 北 米 、 イ ギ リス 、 ドイ ツ 、 フ

ラ ンス 、 イ タ リア 、 シ ンガ ポ ー ル 、 マ レー シア 、香 港 。X.25は 、 北 米 、 イ ギ リス 、 ド

イ ツ、 シ ンガ ポー ル 。

・VANを 利 用 す る場 合 、VANが 通 信 プ ロ トコル 変 換 サ ー ビス を提 供 して い る場 合 もあ り、

国 際 電子 デ ー タ交 換 だ か ら とい っ て 、 必 ず し も国際 的 に 通 用 す る プ ロ トコル を使 用 す る

必 要 は 無 いよ うで あ る(全 銀 手 順 を使 用 して い る企 業 が4社 あ っ た)。
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表3-21

-1-X .400,435

-5一 自 社 方 式

国

、
,

,
、

、
、

,
、

、
,

,
,

、
,

、
、

,
、
0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

取 引先 国別 ×通信 プ ロ トコル 別

表頭の選択肢:

北米

英

独

仏

伊

ス ウェー デ ン

ノル ウェー

デ ンマー ク

そ の他欧州

シンガポール

マ レー シア

台湾

韓 国

香港

豪

そ の他 アジア

そ の他

一2-X .25

-6一取 引 先 企 業 の 方 式

一
1

●

(
∠

(
∠

(
∠

-
⊥

4
⊥

-

含
J

1

1

一3

6

2

1

1

丑

3

4

1

2

3

4

2

2

3

2

1

3

3

回答企業数

一3-SDLC ,HDLC

-7一 業 界 方 式

一4

3

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

2

2

3

1

一6一

-

(∠

1

1

±

3

2

5

(
∠

-
▲

4
1

含
」

へ
∠

-

〔
∠

-
⊥

-
⊥

つ
ー

一4-TCP/IP

-8一 そ の 他

一唱

7

1

2

1

1

1

6

1

1

1

5

3

1

一7

4

2

2

1

1

1

1

1

1

4

1

2

2

2

3

2

表3-22シ ンタ ックスル ール別 ×通信 プロ トコル別 回答企業数

一1-X.400,435

-5一自社方式

シ ン タ ッ ク ス

1EDIFACT

2×12

5自 社 方 式

6取 引 先 方 式

7業 界 方 式

8そ の 他

表 頭 の 選 択 肢:

-2-X .25

-6一取 引 先 企 業 の 方 式

一1--2--3-

234

22

13

2

112

一3-SDLC ,HDLC4TCP/IP

-7一業 界 方 式 一8一そ の 他

一4--5--6--7--8-

145

15

17114

5121

21

114
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シ ン"ス ル ール

・回答企 業数:56社(無 回答10社) 。

・EDIFAcrを 使用 してい る企業は22社 、ANslx12を 使用 してい る企 業 は11社 。

いずれ も、そ の半数強 は電子機械 業界の企業である。

・EDIFAcrを 使用す る企業22社 中8社 は、北米企業 との取引に使用 して いる。

・X12を 使 用す る企業11社 中3社 は、北米以外 の企業 との取 引に使 用 して いる。

・国際電子 デー タ交換 にCIIシ ンタ ックスルール を使用 している との回答 はゼ ロ
。

表3-23設 問2

蹴

1

2

3

4

5

6

7

8

EDIFACT

ANSIX12

HL7

CII

固 定 長 自社 方 式

固定長取引先方式
業界方式

その他

シ ンタ ックスルール に関する回答 状況

5～8の 一 つ £ こ口乞 のA'

臓
45

30

0

0

56

17

21

31

一
22

11

0

0

19

11

2

9

墾

・いず れ の取 引 先 地 域 に お い て も
、EDIFACT,X12以 外 の方 式(選 択 肢5,6,70r8)を 回

答 した 企 業 が最 も多 い。

・ANSIX12を 使 用 して い る との回 答 が 最 も多 い取 引先 地 域 は
、北 米 。

・EDIFAcrを 使 用 して い る と の回 答 が 多 い取 引先 地 域 は
、 イ ギ リス 、 北 米 、 シ ンガ ポ ー

ル 、 ドイ ツ。

・決 して 少 な くな い企 業(8社)が
、 北 米 企 業 と の取 引 にお いてEDIFAcrを 使 用 して い

る。 逆 に 、 北 米 以 外 の企 業 との取 引 にX12を 使 用 して い る企 業 も見 られ る(3社)。

・北 米 の企 業 とEDIFAcrを 使 用 して い る と回答 した企 業 には
、 以 下 の8社 が あ った 。

一電子機械業界
、電気機器:北 米メーカか らの購入業務。直接交換型。X12も 併用。

一電子機械業界
、電気機器:北 米電気機器メーカへ半導体を納入。現地法人型。

一電子機械業界
、電気機器:北 米倉庫 ・運輸業企業からの購入業務。現地法人型。

一電子機械業界
、情報サービス:北 米情報サービス企業ヘコンピュータを納入。現地法人型。

一電子機械業界
、電気機器:北 米電気機器メーカへ電気機器を納入。直接交換型。

一電子機械業界、電気機器:北 米電気機器メーカへ半導体を納入。直接交換型。

一物流業界、倉庫 ・運輸:北 米海運企業へ半導体を納入。直接交換型。

一機械工具業界、非鉄金属:北 米卸売企業へ鉱物製品を納入。現地法人型。

・北 米 以 外 の 企 業 でX12を 使 用 して い る と回答 した企 業 に は
、以 下 の3社 が あ っ た 。

一電子機械業界、電気機器:ド イツの電気機器メーカへ半導体を納入。現地法人型。
一電子機械業界、製造業:イ ギリス(納 入/購 入)、 ドイツ(納 入/購 入)、 フランス(納 入/購 入)、
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イタ リア(納 入/購 入)、 スウェーデ ン(納 入)、 ノル ウェー(納 入)、 デ ンマー ク(納 入)、 ス

ペイ ン(納 入/購 入)、 シンガポール(納 入/購 入)、 台 湾(購 入)、 韓 国(購 入)、 香港(納 入)、

豪(納 入/購 入)の 電気機器 メー カ との電気機器取 引。直 接交換型。

一電子機械業 界、電気機器:シ ンガ ポー ルの電 気機 器 メーカ と半導体 を取 引。直接交換型。

表3-24取 引先 国別 ×シンタ ックスル ール別

国EDIFACTANSIX12

回答企業数

,
、
0

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

北米

英

独

仏

伊

ス ウェーデ ン

ノル ウェー

デ ンマー ク

その他欧州

シンガポール

マ レー シア

台湾

韓国

香港

豪

その他ア ジア

その他

8

0
ノ

く
∨

1

1
■

4
.

丹/

2

-

〔∠

-
⊥

-

11

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1
⊥

1

1

剛

16

5

9

3

2

1

1

1

6

15

7

6

7

12

3

10

5

(22社) (11社) (34社)

・EDIFACr使 用22社 中、過半数の13社 は電子機 械業界 の企業。物流 業界が6社 で これ

に次 ぐ。そ の他、 自動車業界、石油化学業 界、機械工具業界が各1社 。

総回答企業数 に対する比は、電子機械業界(86社 中13社)、 自動車業 界(7社 中1社)、

物流業界(46社 中6社)が15%前 後で ほぼ横 並び。

・ANSIX12使 用11社 中、過 半数 の6社 は電子機i械業界 の企業。そ の他 には、 自動車業

界4社 、物流業界1社 。

総回答企業数 に対す る比は、 自動車業界(57.1%:7社 中4社)が 最 も高 い。次 いで電

子機械業界(7.0%:86社 中6社)、 物流 業界(2.2%:46社 中1社)の 順。
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表3-25業 界別 ×シンタ ックスルール別 回答企 業数注2

ANSl 設問2総 回答 設問2 総回答企業
業界 EDIFACTそ の他 回答 回答企業中の比率 中の比率(注)

X12 企業数 企業数 EDIFACT X12 EDIFACT X12

01:電 子機械 13614 3186 41.9% 19.4% 15.1% 7.0%

02:商 社 2 26

03:鉄 鋼 1 115

05:自 動車 143 67 16.7% 66.7% 14.3% 57.1%

06:石 油化学 13 416 25.0% 6.3%

08:JCA 160

09:物 流 616 1046 60.0% 10.0% 13.0% 2.2%

10:旅 行 関連 2 24

14:電 機 1 124

15:電 気卸 249

18:機 械工 具 11 330 33.3% 3.3%

21:軽 金属 111

22:繊 維産業 1 248

22 11 34 66 47533.3%16.7% 4.6% 2.3%

・各業界 の企業 が使 用す るシンタ ックスルール を
、取引先国別 に見 る と、

・電子機械業界:EDIFAcr使 用の13社 中
、6社 が北米企 業 との取 引に使 用 して いる。

・物流業界:EDIFAcrを 使用 す る取 引先企業は
、北米 も含 め、 ほとん どの国 に及ぶ。

表3-26

国

1:北 米

2:英

3:独

4:仏

5:伊

6:ス ウ ェー デ ン

7:ノ ル ウ ェー

8:デ ンマ ー ク

9:そ の他 欧州

10:シ ンガ ポ ー ル

11:マ レー シア

12:台 湾

13:韓 国

14:香 港

15:豪

16:そ の 他 ア ジ ア

17:そ の 他

取 引先 国別 ×シ ンタ ック スル ール 別 回 答 企 業 数

(1/10:電 子機械業界:31社)

EDIFACTANSI×12eC1tf也

10
10
3

1

(∠

5

2

1

1

1

6

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

/
0

(
∠

4

・

3

7

3

1

2

7

4
.

-
⊥

(13社) (6社) (14社)

注2表3-25:総 回答企 業中のEDIFAcr使 用 企業の比率

設問1、2の 一方 のみを回答 した企業が ある等 の理 由のため、本表 の数値 は図3-5の もの とは必ず しも一

致 しな い。
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表3-26取 引 先 国 別 ×シ ンタ ック ス ル ール 別 回答 企 業 数

(2!10:商 社:2社)

国EDIFACTANSIX12玉 の他

1:北 米1

3:独1

4:仏1

5:伊1

9:そ の 他 欧 州1

10:シ ンガ ポ ー ル1

11:マ レー シア1

12:台 湾1

14:香 港2

15:豪1

16:そ の 他 ア ジア1

17:そ の 他1

(0社) (0社) (2社)

表3-26取 引 先 国 別 × シ ンタ ッ ク スル ール 別 回答 企 業 数

(3/10:鉄 鋼業界:1社)

国EDIFACTANSI×12一 その 他

13:韓 国1

(0社) (0社) (1社)

表3-26

国

1:北 米

2:英

9:そ の 他 欧 州

10:シ ンガ ポ ー ル

11:マ レー シ ア

12:台 湾

13:韓 国

14:香 港

15:豪

16:そ の他 ア ジ ア

17:そ の他

取 引 先 国 別 × シ ン タ ック スル ー ル 別 回 答 企 業 数

(4/10:自 動車業界:6社)

EDIFACTANSIX12㎜ 他

4
T
⊥

-

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

(1社) (4社) (3社)
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表3-26

国

1:北 米

2:英

3:独

10:シ ンガ ポ ー ル

12:台 湾

13:韓 国

14:香 港

16:そ の他 ア ジ ア

17:そ の他

取 引 先 国別 × シ ンタ ッ クスル ール 別 回答 企 業 数

(5/10:石 油化学業界:4社)

EDIFACTANSIX12

1

剛

2
、

、

、
、

…

-

(1社) (0社) (3社)

表3-26

国

1:北 米

3:独

6:ス ウ ェー デ ン

9:そ の他 欧 州

10:シ ンガポ ー ル

11:マ レー シ ア

12:台 湾

15:豪

16:そ の他 ア ジ ア

取 引先 国別 × シ ンタ ック スル ール 別 回 答 企 業 数

(6/10:物 流業界:6社)

EDIFACTANSIX12

1

1
⊥

-
■

1

1

-
■

-

1

剛
2
、

つ
0

1

ー
ム

1

(6社) (1社) (6社)
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表3-26

国

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

取 引先 国別 ×シ ンタ ック ス ル ー ル 別 回答 企 業 数

(7!10:旅 行関連業界:2社)

EDIFACTANSIXI2k!22t也

北 米2

英1

独1

仏2

伊1

ス ウ ェー デ ン1

ノル ウ ェー1

デ ンマ ー ク1

そ の他 欧 州1

シ ンガ ポ ー ル2

マ レー シア1

台 湾1

韓 国2

香 港1

豪1

そ の他 ア ジ ア1

(0社) (0社) (2社)

表3-26取 引先 国別 × シ ンタ ック スル ール 別 回答 企 業 数

(8/10:電 機業界:1社)

国EDIFACTANSIX12 .その 他

17:そ の他1

(0社) (0社) (1社)

表3-26

ルーポガン

米

シ

北

英

独

国

ピ

久

田

-o

取引先国別 ×シ ンタ ックスル ール別 回答企 業数

(9/10:機 械工具業界13社)

EDIFACTANSIX12ZQ他
-
⊥

-
■

1
■

1
五

1

(1社) (0社) (1社)

表3-26取 引 先 国別 × シ ンタ ック ス ル ール 別 回答 企 業 数

(10/10:繊 維産業界:2社)

国EDIFACTANSIX12そ の 他

16:そ の他 ア ジ ア1

(0社)

3-30

(0社) (1社)



企 業 旦 二」三注3

・回答 企 業 数:45社(無 回答21社)
。

・標 準 的 な コー ド体 系(選 択 肢1
,2,30r4)を 使 用 して い る 企 業 は8社 、17.8%(8/45)。

そ れ 以 外 の37社 は 、 自社 コ ー ド体 系 、取 引先 企 業 の コ ー ド体 系 な ど を使 用 。

・JIPDEC/CIIが 管 理 して い る標 準 企 業 コー ドを使用 して い る企 業 が4社 あ った
。

蹴
1

2

3

4

5

6

7

8

表3-27設 問2企 業 コー ドに関す る回答状況

1～4の 一 つ£ 上 に 口Xの

EAN

DUN

SWIFT

標準企 業 コー ド

自社 コー ド体系

取 引先企 業の コー ド体 系

業界方式

そ の他

るノ:

5～8の 一 つ £ こm`1$:の ・へ'

臓
1

6

0

5

79

20

13

23

⊂
1

3

0

4

20

11

2

7

旦

翌

一1-EAN

シ ン

表3-28シ ン タ ッ ク ス ル ー ル 別 × 企 業 コ ー ド別 回 答 企 業 数

表頭 の選択 肢:
-2-DUN-4一 標 準企業 コー ド ー5一自社体 系 一6一取 引先企 業の体系 一7一業界方式

"ク ス

-

〔
∠

く
】

/
0

『
1

Q
O

EDIFACT

X12

自社方 式

取引先方式

業 界方 式

そ の他

一1--2--3--4--5-

1132

23

15

2

1 4

一6--7--8-

512

3

5

1

1

4

一8一そ の 他

・EANコ ー ドを使 用 して い る の は次 の1社 のみ
。

一石油化学業界
、化学:イ ギ リスの製造業企業へ繊維製品を納入、直接交換型、EDIFAcr

・DUNコ ー ドを使 用 して い る の は次 の3社 のみ
。

一電子機械業界
、電気機器:シ ンガポールの電気機器企業へ電気機器を納入、直接交換型、EDIFAcr

－電子機械業界、電気機器:

北米の電子機器企業へ半導体を納入、直接交換型、ANSIX12

北米の輸送用機器企業へ自動車部品を納入、直接交換型、ANSIX12

北米の小売業ヘレコー ド類を納入、直接交換型、ANSIX12

一電子機械業界、電気機器:

注3企業 コー ド:

メッセー ジを交換す る際の宛先情報 として使用 され るコー ド。JIPDEC/CIIが 管 理す る 「標準企業 コー ド」、

流通 システム開発セ ンター が管理す る 「ロケー シ ョン ・ナ ンバー」な どが、例 として考 え られ る。
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北米の電気機器企業 と半導体 を取 引、直接交換 型、ANSIX12

シ ンガポールの電気機器 企業 と半導体 を取引、直接交換型、ANSIX12

・VANを 利用す る場合、VANが 企業 コー ド変換サー ビスを提 供 して いる場合 もあ り、国

際電子 デー タ交換 の場合で も、必ず し も国際的な企業 コー ドが使用 されて いるわ けで は

無 いよ うである(標 準企業 コー ドを使 用 して いる企業 も4社 あった)。
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1

⊂
・回答 企 業 数:43社(無 回答23社) 。

・GEISの 利 用 が 最 も 多 く 、23社 、53.5%(23/43)。

・こ れ に 次 い でIBMの 利 用 が 多 く 、10社 、23.3%(10/43)。

表3-29設 問2VAN事 業者 に関す る回答状況

y△遅 業者 回答数 盤 数
AT&T41

BT22

MCIMAIL21一

GEIS6223

(うちNEC84)

(うち電通MARK72)

IBM3510

INFONET11

INTERNET11

KDDテ レサーブ31

NIS11

SITA192

SNS11

Sterling_Commerce11

グローバル ワン31

フィリップス11

三菱電機31
松下電器産業32
日立情報ネッ トワーク51

未定11

・GEISに は 、NECお よ び 電 通 を含 む 。

・SITAは 、 航 空 会 社 間 の ネ ッ トワー クで 、 いず れ も航 空 会 社(2社)か らの 回 答 。
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3.2.4使 用 され て い る メ ッ セ ー ジ

3.2.1項 で説 明 した 、 設 問3の 集 計結 果 で あ る。

回 答 企 業 中、uN/EDIFAcrあ る い はANsIx12を 使 用 して い る企 業 の み が 回 答 の対 象 で

あ る 。

・回 答 企 業数:26社 。

・回答 全26社 中
、20社 がEDIFAcrメ ッセ ー ジ に つ いて 回 答 、9社 がx12ト ラ ンザ ク シ

ョ ンセ ッ トにつ い て 回 答 した 。

・EDIFAcrメ ッセ ー ジ 、x12ト ラ ンザ ク シ ョンセ ッ トの 双方 につ いて 回 答 した 企 業 は 、

電 子 機 械 業 界2社 、物 流 業 界1社 で あ る。

・業 界 別 に見 る と、電 子 機 械 業 界 の 企 業 が 半 数 以 上 の16社 。 そ の 他 に は、 物 流 業 界(5

社)、 自動 車 業界(3社)、 石 油 化 学 業 界 、旅 行 関連 業 界(各1社)。

表3-30

鎧
1

5

6

0
/
0

0

0

0

0

1

鑑

設 問3回 答 企 業 数 の 業 界 別 分 布

(EDIFACT/X12別)

EDIFACTX12

電子機械業界13

自動車業界
石油化学業界1

物流業界5

旅行関連業界1

29

く
∨

3

1

9

一

飽

16

3

1

5

1

五

表3-31設 問3回 答 企 業 数 のEDIFACT使 用 状 況(設 問1.t)別 分 布

(EDIFACT/X12別)

設 問1.1の 回 答EDIFACTX12

4-
⊥

(∠

3

4

5

自社で使用中
2年 以内に使用開始

導入を検討中

知っている

名前は知っている

鑑

4

0

1
-

つ3

1

1

1

(∠

1

2

2

9

一

鉗

15

3

2

3

3

堕
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表3-32 取 引相 手 国 ごとの 回 答 企 業 数

(EDIFACT/X12別)

聰

1:北 米

2:英

3:独

4:仏

5:伊

6:ス ウ ェ ー デ ン

7:ノ ル ウ ェ ー

8:デ ンマー ク

9:そ の他 欧 州

10:シ ンガ ポ ー ル

11:マ レー シ ア

12:台 湾

13:韓 国

14:香 港

15:豪

16:そ の他 ア ジ ア

17:そ の他

EDlFACT狸

7

8

5

1

2

2

1

1

1

7

1

2

1

3

3

1

1

9

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1
⊥

鎧
15

9

7

2

3

3

2

2

2

9

1

3

2

4

4

1

1
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EDIFACTの メ ッセ ー ジ

・回答 企 業 数:20社
。

・電 子 機 械 業 界:13社

受発 注 関 連 の メ ッセ ー ジが 中心 に使 用 され て い る。 回 答13社 全 て でORDERS(注

文)を 使 用 中、 あ る は使 用 す る計 画 。

・物 流 業界:5社

BAPLIE(ベ イ プ ラ ン情 報)、IFrMFR(IntemationalForwardingand/orTransport

MessageFramework)、IFrMIN(輸 送 指 示)を 使 用 中 との 回 答 が あ った(各1社)。

表3-33

}

BAPLIE(ベ イ プ ラ ン情 報)

DELFOR(計 画 情 報)

DESADV(出 荷 案 内)

IFIMFR

IMTMIN(輸 送 指 示)

INVOIC(請 求)

ORDCHG(注 文 変 更)

ORDERS(注 文)

ORDRSP(受 注 確 認)

PARTIN(取 引 先 連 絡)

PRICAT(価 格 カ タ ロ グ)

QUOTES(見 積 回 答)

REQOTE(見 積 依 頼)

SLSRPT(販 売 デ ー タ レポ ー ト)

IATAEDIFACrAIRWAYBILL

IATA _EDIFACr各 種

EDIFACT使 用 状 況(Q.1.1)別 メ ッセ ー ジ ごと 回答 企 業数

±

1

3

2

1

1

2

2

10

4

1

1

1

1

2

呈 二生 ±

-

つ∠

-

1

1

1

1

飽
1

3

2

1

1

3

3

13

5

1

1

1

1

2

1

1

14社4社1社1社20社

表顕の数 字は、Q.1.1(uN/EDIFAcrを 知 っていますか?)の 回答
一1一 自社での取 引に利用 して いる

一2,3-2年 以内 に利用 を開始す る計画、利用す る方 向で検 討 している
一4一 内容 を知 っている注1

-5一 名前 を知 っている

注1Q .1.1の 回答 にお いて 「内容 を知 っている」 と回答 した企業:

この企業は航空会社。IATAIEDIFAcTを 使用 して いるために設 問3に 回答 して いるが 、uN/EDIFAcrは

使用 していない。
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表3-34電 子機械業 界 企業あた り使 用EDIFACTメ ッセージ数分布

メ ッセ ー ジ数

1

2

3

4

10

鑑

醗
5社
4社
1社
2社
1社

鍵

・電 子 機 械 業 界 につ い て 詳細 に見 る と、

・使 用 メ ッセ ー ジ数1の 企 業 が5社(uN/EDIFAcr使 用 中4社
、 計 画 中1社)。 いず

れ もORDERSを 使 用/使 用 予 定 。

・使 用 メ ッセ ー ジ数2の 企 業 が4社(uN/EDIFAcr使 用 中3社
、 未使 用1社)。 いず

れ もORDERSを 使 用 。 そ の 他 に は、ORDRSP2社 、ORDCHG、INVOIC各1社 。

・使 用 メ ッセ ー ジ数3の 企 業 が1社(uN/EDIFAcr使 用 計 画 中)
。oRDERs,oRDRsP,

ORDCHGを 使 用 。

・使 用 メ ッセ ー ジ数4の 企 業 が2社(い ず れ もuN/EDIFAcr使 用 中)
。oRDERs,

ORDRSPDELFORを 共 通 に使 用 。 これ らに加 え 、1社 はDESADV、 他 社 はINVOIC

を使 用 。

・使 用 メ ッセ ー ジ10の 企 業 が1社(uN/EDIFAcr使 用 中)
。oRDERs,oRDRsP,

DELFOR,DESADVINVOICSLSRPTPRICATREQOTE,QUOTES,PARTINを 使 用 。

・す な わ ち 、ORDERSが 全 て の企 業 で使 用 中/使 用予 定 で あ り、 これ 以 外 に は 、ORDRSP

(5社)、DELFOR(3社)、ORDCHG(3社)、INVOIC(3社)、DESADV(2社)な

ど。

・今 後 利 用 開始 予 定 の企 業 で は 、ORDERS,ORDRSP,ORDCHGが 中心 。
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表3-35業 界 別xEDIFACT使 用 状 況(Q.1.1)別

業 界:01:電 子 機 械 業 界(13社)坦
DELFOR

DESADV

INVOIC

ORDCHG

ORDERS

ORDRSP

PARTIN

PRICAT

QUOTES

REQOTE

SLSRPT

エ'1

0

一

3

2

2

2

1

4

1

1

1

1

1

臼 玉 ±

-
⊥

〔
∠

哨
1

1

1

メ ッセ ー ジごと回答企 業数

餅
3

2

3

3

13

5

1

1

1

1

1

10社2社0社1社13社

業 界:06:石 油 化 学 業 界(1社)
"一 ご"三 ヒ 旦 三主

SLSRPT1

± 合 計
1

1社0社0社

業 界:09:物 流 業 界(5社)

}

BAPLIE

IFTMFR

IFTMIN

IATAEDIFACrAIRWAYBILL

0社1社

一
1

一

1

1
⊥

-

旦 ±

1

芦

、

、

、

一5一

3社2社0社0社5社

業界:10:旅 行 関連業界(1社)
、"い

_、

IATA _EDIFACr各 種

三L:E2.!:3-±.垂 合 計

11

0社0社1社0社1社
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Xl2の 一 ン"シ ン セ"

・回答 企 業 数:9社 。

・電 子 機 械 業 界:5社

EDIFACTメ ッセ ー ジ の場 合 と同 様 、 受発 注 関連 の トラ ンザ ク シ ョ ンセ ッ トが 中心 に

使 用 され て い る。850(注 文)は 、 回答5社 全 てが 使 用 して い る。 そ の他 、830(計 画

情 報:4社)、855(受 注 確 認:4社)、856(出 荷 案 内:4社)、810(イ ンボ イ ス:3

社)、832(価 格 、 販 売 カ タ ログ:2社)、862(シ ッ ビ ン グ ・ス ケ ジ ュ ー ル:2社)な

ど。

表3-36ANSIX12ト ランザクシ ョンセ ッ トごと回答企業数

トラ ンザク シ ョンセ ッ ト 回 答企業数

4

0

4

0

4

0

2

6

0

2

5

6

0

1

2

4

5

7

0

1

1

1

2

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

6

9

2

2

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

1

1

1

3

1

5

2

1

5

1

4

6

1

1

2

1

1

1

(ト ラック運送 に関する情報)

(ト ラック運送 明細 、請求)

(運送状況)

(イ ンボイス)

(アプ リケー シ ョン ・ア ドバイス)

(計画 情報)

(価格 、販売カ タログ)

(在庫 照会、報告)

(注文)

(商品売上、移動)

(受注確 認)

(出荷案 内)

(注文変更)

(受領通知 、受領承認)

(シ ッビング ・スケジュール)

(テキス ト)

(注文変更確 認)

(機能 グルー プに対す る承認)
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表3-37業 界別ANSIX12ト ランザ クシ ョンセ ッ トごと回答企業数

業界:01:電 子機械業 界(5社)
一ン"シ ンセ "且 答企業 数

4

0

0

0

2

6

0

2

5

6

0

2

4

5

7

0

1

1

3

3

4

5

5

5

5

6

6

6

6

9

2

2

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

業 界:05:自 動 車 業 界(3社)
一 、"、 、

、 、、

1

1

3

4

2

1

5

1

4

4

1

2

1

1

1

824

830

856

861

業 界:09:物 流 業 界(1社)
一ン"ク シ ン セ

"

r
4
.

6

1

く
」

〔∠

8

一
1

1
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3.3ヒ ア リング調査結果

国際電子デー タ交換 を行 ってい る以下の7社 に対 して実 施 した ヒア リング結果結果 をと

りまとめて いる。

電 子 機 械 メー カA社(3.3.1)

総 合 電 機 メー カB社(3.3.2)

小 売 業C社(3.3.3)

航 空 会 社D社(3.3.4)

航 空 貨 物 代 理 店E社(3.3.5)

自動 車 メー カF社(3.3.6)

自動 車 メ ー カG社(3.3.7)
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3.3.1ケ ースA:電 子機 械 メ ーカA社

<ヒ ア リング の概 要>

A社 全体 の海 外 のEDIの 状 況 は 、 お お む ね 下 表 の通 りで あ る。

表3-38A社 の海 外 のEDIの 概 要(1994年 度時点)

北米 東南アジア 欧州

シンタ ックスルール ANSIX12 EDIFA(T EDIFACT

使用メッセージ数 24 5 3

メッセージ開発機関 一 主 にEDIMAN －

ED1実 施企業数 190 125 86

EDI実 施 国数 一 4 一

一:デ ータ未入手

これ らの中 には、データ交換 に現地法人 を介在 させ るケース、 日本本社が 直接 デー タ交

換 を行 うケー ス、さ らには現 地法人 と現地企業 間の取引(日 本本社 は関与 しない)と が混

在 して いる。

現地法人が介在す るデー タ交換 では、 日本本社 と現地法人 との間で はA社 独 自方式 に

よ るデータ交換が行われて いる。

今後 は、海外 のEDIはEDIFAcrに 統 一す る方針 で進めている。

A社 では上表 の地域 ごとに別個 の方 針でEDI展 開 をしているが、今回 の ヒア リングは、

主 に東南ア ジアの企業担 当の方 に対 して行 っ たため 、以下 の内容 は東南 アジア企業 との

EDIに 関する もので ある。

<日 本 本 社 と シ ンガ ポ ー ル の 電 子 機 械 メ ー カ とのEDI>

以 下 は 、 日本 本 社 と シ ンガ ポ ー ル の電 子 機 械 メー カ とのEDIで あ る。

この取 引先 メー カ は米 国 企 業 の シ ンガ ポ ー ル 工 場 で あ り、パ ソ コ ン用 部 品 をA社 か ら

購 入 して い る。 米 国 本 籍 の 企 業 で あ る が 、 シ ン ガ ポ ール にお い て はEDIFAcr準 拠 のEDI

を使 用 して い る。

EDIで 交 換 す るデ ー タ件 数 は30～50件/月 。

通信プロトコル:不 明

シンタックスルール:EDIFA(T

データ交換の形態:直 接交換型

メッセージ開発機関:不 明

使用メッセージ:ORDERS(注 文)、ORDRSP(受 注確認)、DELFOR(発 注見込み)

企業コード:DUNコ ー ド

VAN事 業者:GEIS

A社 は、全 社 プ ロジ ェ ク トの一 環 と してEDIを 導 入 した 。 この た め 、 使 用 方 法 がA社
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グル ープ内の企業 で統 一 されてお り、安定 した運用が可能 となって いる。全 てのデータは

本社(海 外で あれ ば地域 ごとのHeadquarter)に 一旦集 め られ た後 にEDIデ ータ に変換 さ

れ 、VANへ 送信 され る(受 信の場合 はこの逆)。

<東 南 ア ジア にお け るEDIの 概 要:現 地 法 人 で の 資 材 調 達>

A社 は現 在 、 東 南 ア ジ ア4ヶ 国 に8つ の現 地 法 人(工 場)を もち
、4ヶ 国合 わせ て125

社 の現 地企 業 か ら資 材 調 達 と、そ れ に と もな うEDIを 行 って い る 。 資 材 調 達 の場 合 、現

地 法 人 か らの発 注 デ ー タ は シ ン ガ ポ ール に あ るA社 の 東 南 ア ジ アHeadquarterに 集 め られ 、

そ こでEDIデ ー タ に変 換 され た 後 にVANを 経 由 して 取 引先 企 業 に送 られ る(受 信 の場 合

は この逆)。

東南アジアA社
事業所 の取引先

(8社)A社(125社)

シンガポール

Headqualter

VAN

(SNS,VADS)

シンガポール・マ レー シア・A社 の各事業所か らのデ・・一…タは

タイ・イ ン ドネ シアHeadquarterに 集め られた後 、EDI

メ ッセー ジに変換 され る。

図3-11A社 が 東南アジアで使用す るネ ッ トワーク

東南 アジアでは、量産 品資材 の調達 について は取引量の90%がEDI化 され てお り、 日

本国 内よ りEDI化 は進 んで いる(日 本 国内で は、約3,000社 の調達先 の うちEDI化 は208

社 、取 引量で は全体 の2/3がEDI化)。

東 南 アジアで のEDI化 推 進のため には、(1)HeadquarterにEDI専 任担 当者 を置 く、(2)A

社 が推 奨す るソフ トウェア、ハ ー ドウェアを取 引先に紹介 し、統一 した環 境 を整 える、等

の努 力 をして いる。 これ によ り、取 引先が新た にA社 との間でEDIを 開始 す るた めに要

す る期 間は約6週 間 と、 国内の場合 よ りも短 くなって いる。

通信 プロ トコル:不 明

シンタックスルール:EDIFA(T

デー タ交換の形態:現 地法 人 と現地調達先企業 と間での取引

メ ッセー ジ開発機関:EDIMAN

使用 メ ッセー ジ:ORDERS(注 文)、ORDRSP(受 注確 認)

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:SNS(SingaporeNetWorkServices)ま たはVADS

推奨 している環境:DOS3.3以 上 、640KBRAM、10MBHD以 上

推奨 して いるソフ トウェア:SNS社 のEDIパ ッケー ジが多い
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3.3.2ケ ー スB=総 合 電 機 メー カB社

<ヒ ア リングの概要>

B社 は、半導体事業 につ いて、 日本 本社 と海外 現地法人 との間 にEDIFACr準 拠 のEDI

を採 用 して い る 。 また 、 現 地 法 人 と現 地 の 顧 客 企 業 との 間で は 、顧 客 企 業 の方 式

(EDIFAc「 やx12)に よるEDIを 使 用 して いる。

B社 の半導体 販売は近年海外 向けの方が成長性が高 く、かつ 、 こうした国の顧客企業 と

B社 の現地法人 との間ではEDIFAcr準 拠 のEDIが 使用 され る ことが多 い。 このため、海

外顧客企業か らの納期情報 を 日本本社 と現地法 人の両方 に取 り込 む ことが重 要 になる との

判断か ら、1992年 頃よ り現地法 人 との間でEDIFAcr準 拠 のEDI導 入 を始めた。

日本本社 とEDIFAcrに よるEDIを 行 って いるのは、東南 アジア、オセ アニ ア、欧州の

現地法 人、および北米の一部の現地法 人である。

現地法 人のEDIシ ステムはパ ソコ ン ・ベースの ものが多い。 このパ ソコ ン用 の業務パ

ッケージは 日本本社で開発 されて いる。 このパ ッケージは現 地法人 に トランス レー タ等 を

全 く意識 させな いもの とな ってお り、パ ソコン設置か ら実運用へ の移行 まで約1ヶ 月 とい

う短期間での導入が可能 とな って いる。

一方、 日本本社か らの発注 の場合 には、現地法人 まで はB社 方式でデー タ交換が行わ

れ 、そ の先取 引先企業 との間はほ とん ど紙ベースで行われて いる。 これ は、 日本か らの発

注が通常、継続性 のない一度 だけの取 引で あ り、EDI化 のメ リッ トが小 さいためで ある。

南流データ以外 では、米 国お よび台湾 との間で 、通 関情報 のEDIFAcr化 が検討 されて

いる。

〈使用 されるネ ッ トワークの形態〉

欧州の現地法人

東南アジア、オセ

アニアの現地法人

米国の

現地法人の
一部

人との間は、

専用線を使用

この図は半導体販 売のためのEDIFAcrベ ー スの接続 図であ り、

他 の業務 につ いて は別のネ ッ トワークが存在 して いる。

図3-12B社 が使 用するネ ッ トワークの形態
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〈EDIFACTに よるEDIの 概要〉

日本本社で 製造 した半導体 を海外 の顧客企業 に販売す る業務 にお いて、主 に現地法 人介

在型 の電子 データ交換 が行われ ている。

り 日本 本 社 と 現 地 法 人 と の 間

通信 プロ トコル:X.400

シ ンタ ックスルール:EDIFA(T

メ ッセージ開発機 関:B社 。な お、仕 掛情報 、設計情報な ど、UNSMが 無 いものは、 自社独 自で開発す

る方針。

企業 コー ド:B社 の コー ド体系

VAN事 業者;EDI*EXPRESS(GEIS)。X.400の アクセスポイ ン トが多 い ことが選定理 由。

ii)海外取引先企業と現地法人 との間(半 導体および自動車車載機器)

ii)-1欧 州(ド イ ツ 、 ス ウ ェ ー デ ン)

取 引 相 手 は 電 気 メ ー カ お よ び 自 動 車 メ ー カ 。

通信 プ ロ トコル:SNA(TCPAPへ の移行 を検 討中)

シ ンタ ックスルール:EDIFACT

デー タ交換 の形態:現 地法人介在 型

メ ッセージ開発機関:Odette(自 動車 メーカ との取引)、EDIFICE(電 気 メーカ との取 引)

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:IBM等

iり一2ア ジ ア(シ ン ガ ポ ー ル)

通信 プロ トコル:SNA(TCP/IPへ の移行 を検 討中)

シンタ ックスルール:EDIFA(T

デー タ交換 の形態:現 地法人介在 型

メッセー ジ開発機 関:EDIMAN

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:GEIS

取 引相手 は電 気 メーカ。

シンガ ポー ルの商慣行 で 、注 文変更な どはFAXで 交換 され る ことが多 い。 このため、

有 効 に使用 されてい るメ ッセー ジは、ORDERS,ORDRSPに 限 られて いる。

その他 のアジア各国の取 引先 とのEDIの 状況 は以下の通 り。

香港 、台湾:現 地 法人 よ り先 ではEDIは 行 われて いな い

韓 国:商 社経 由型 のデー タ交換。商社 と現地企業 との間 につ いて はB社 では把握 し

て いな い。
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ii)-3米 国

取 引 相 手 は 電 気 メ ー カ お よ び 自 動 車 メ ー カ 。

通信 プロ トコル:SNA(TCP/IPへ の移行 を検討中)

シンタックスルール:ANSIX12

デー タ交換 の形態:現 地法人介在型

メッセージ開発機関:AIAG(自 動車 メー カ との取 引)、EIDX(電 気 メーカ との取 引)

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:Advanti㏄(IBM),MCI,GM等

※AIAGへ の納品には、バ ーコー ドの添 付が要求 され ている。

〈使用 されているメ ッセージ〉

i)日 本 本 社 と 現 地 法 人 と の 間

以下のEDIFAcrメ ッセー ジが使用 されて いる。いずれ も、B社 が 開発 したサブセ ッ トで ある。

ORDERS(注 文)、ORDRSP(受 注確認)、DELFOR(納 入指示)、DESADV(出 荷通知) 、

INVOIC(イ ンボイス)、SLSRPT(セ ールス ・レポー ト)、PRICAT(価 格販 売カタ ログ)

ii)海 外 取 引 先 企 業 と 現 地 法 人 と の 間

以下のEDIFAcrメ ッセージ、ANslx12ト ランザ ク ションセ ッ トが使われて いる。現地 法人か ら先は、

全 て現地 の当該業界(例:米 国の 自動車 メー カで あれ ばAIAG)が 開発 したサ ブセ ッ トを使用 している。

ORDERS,850(注 文)、ORDRSP,855(受 注確認)、DELFOR,830(納 入指示) 、DESADV,856(出

荷通知)、INVOIC,810(イ ンボイス)、SLSRPT,818(セ ールス ・レポー ト)、PRICAT,832(価 格

販 売カタ ログ)、REQOTE,840(見 積要求)、QUOTES,843(見 積)、PARTIN(取 引先情 報)、 納

期 回答、支払 、倉庫支払 データ、 トラック単価情報 、 トラッキ ング情報
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3.3.3ケ ー スC:小 売 業C社

<ヒ ア リングの概要>

c社 は納入業者 との国内取 引にuN/EDIFAcrの 使 用 を検 討 して い る。現在 は、2～3社

の納入業者 との間で トライ アル を行 って いる。

C社 は、米 国本社が 出資す る子会社 であ り、 日本 国内には現在 約50の 店舗 を展 開 して

いる。C社 の情報 システム は、店舗 、管理部 門、物流等 、全 ての面で米 国本 社が 開発 した

ものを世界 中の支社 、店舗で使用 している。た だ しEDIに つ いては、北米 はANSIX12、

そ の他 の国で はuN/EDIFAcr(EANcoM)を 使用する こととな って い る(米 国本社 との間

のデー タ交換 はC社 方式 によ って行われて いる)。

c社 では、米国本社 の この方針 に したが って、 日本 国内で もUN/EDIFAcrの 使用 を検

討 して いる。

<使 用 され るネ ッ トワー クの形態>

C社 で は、買 い付 けば本社一括で行 うた め、納入業者 との間のEDIは 本社 が行 う。

日本国内の

O
C社 店舗(国 内)

図3-13C社 が使用するネ ッ トワークの形態

〈EDI化 され て いる ビジ ネ ス ・プ ロセ ス 〉

C

社工
発注一

出荷案内

(DESADV)

配送指示

(IFTMIN)

納
入
業
者

図3-14C社 でEDI化 され て い る ビジ ネ ス ・プ ロセ ス

C社 の業務形態 は、本 社大量一括 買付 による低価格仕入れ と、それ によ るプ ッシュ型販

売(本 社 が 売れ筋 を判 断 して買 い付 けた商 品 を店舗 に配送)に 特 徴 が あ る。 このため 、
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EDIの 使 用 も、 リー ドタイ ム短 縮 よ り管 理 コス ト削 減 に主 眼 が 置 か れ て お り、EDIフ ロー

は 上 図 の通 りとな って い る。

使 用 して い る メ ッセ ー ジ は 、ORDERS(注 文)、DESADV(出 荷 案 内)、IFTMIN(配

送 指 示)の 三 つ 。 出荷 通 知 を受 取 っ た後 、C社 で は発 注 デ ー タ との突 き合 わ せ を行 い 、エ

ラー が あれ ば 、 出荷 案 内 → 配 送 指 示 の ル ー プ を繰 り返 す 。

将来 的 には、請求処理 のEDI化 、 これ をベース に した荷受検 品 自動化へ の展 開、POS

情報 の納入業者へ の伝送 による 自動補充 への展開な どを計画 して いる。

通信 プロ トコル:不 明

シンタ ックスルール:EDIFAcr

データ交換 の形態:直 接交換型

メ ッセージ開発機関:EANCOM(メ ッセー ジ ・バ ー ジョンD.93A)

使用 メッセー ジ:ORDERS(注 文)、DESADV(出 荷案内)、IFTMIN(配 送指示)

企 業 コー ド:VAN(BM)が 管理す るコー ド

VAN事 業者:IBM

〈実装 上の課題〉

(各国の商慣行の違 い)

出荷通知を受領 した際 、C社 では、

一発注 内容 との整合(論 理 的確 認)

一倉庫 での受入可否(物 理 的確 認)

の二点 を確定 しなけれ ばな らないが、C社 で は この両者 を担 当す る部署が異な って いた。

そ こでC社 では、論理的確認 を行 う部署 に トラ ックの物 理的管 理業務 を移管す る ことと

した。

ところが、将来 の自動補充や 自動検 品等へ の展 開を考 慮す ると、 この方式 で は人が介在

して トラックのスケ ジュール を確定 しな い限 り自動補充 を行 う ことがで きな い。 このため

C社 で は将来 、出荷通知→配送指示 の一連 の処理 に先立 って納入業者 とC社 倉庫 との間

で トラックの予約 を完 了させてお く方 式 に変更す る ことも検 討 して いる。

(日本語対応 の問題)

冒頭で述べたよ うに、C社 では米 国本社で 開発 した システム を使用 して いる。 このため、

2バ イ ト ・コー ドのかな漢字 を使用 で きな い。そ こでC社 で は、1バ イ トのカタカナ を使

用す る こととしたが、 このコー ドが、使用す る トランス レー タの制御 コー ドとバ ッテ ィ ン

グす る という問題 があった。 この問題 は、 トランス レー タ業者 に機能変更 を依 頼す る とい

う形で解決 した。
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(DESADVとINVOICの 兼用)

C社 米 国本社 では、 日本 のC社 よ り一歩進 んで請求処理 までがEDI化 されて いる(企

業数 ベースで90%以 上 の納入業者が対応)。 しか し、 ここではEDIFACrのINvOIC(請

求)に 相 当するANSIX12の トランザ クシ ョンセ ッ ト810は 使用 され てお らず 、850(注

文:EDIFACrで のORDERSに 相 当)と856(出 荷案 内:EDIFACrで のDESADvに 相 当)

が使用 されてい る。

納入業者 か ら送 られ る856(出 荷案 内)に したがってC社 の店舗倉庫 で きっち りと検 品

がなされ、実際の納品 と856(出 荷案 内)の 内容 が完全 に一致 して い る前提で あれ ば、 こ

の トランザ ク シ ョンセ ッ トの内容 はそ のまま810(請 求)に 転用で きる。 これ によって、

納入業者側 では810(請 求)を 送 る必要が な くな り、またC社 で は経理 部で の856(出 荷

案 内)と810(請 求)と のマ ッチ ング作業が不要 にな って いる。

日本 のC社 で は現在 の ところ請求業務 はEDI化 されて いな いが 、 この 出荷案 内 と請求

との兼用 を導入す る方針 で検討 してお り、フィー ジ ビリテ ィ ・ス タデ ィを行 っている段階

である。
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3.3.4ケ ー スDl航 空 会 社D社

〈ヒア リングの 概 要 〉

航 空 業界 で は 、IATA(lnternationalAirTransportAssociation:国 際 航 空 運 送 協 会)を 中心

に して 、航 空 会 社 間 の情 報 交 換 にUN/EDIFAcrを 使 用 す る方 針 で 早 くか ら標 準 化 活 動 が

推 進 され て お り、IATA/EDIFACrと 称 す る標 準 に よ るEDI化 が進 ん で い る。 このた め 、他

の業 界 とは異 な り、 国 ごと に異 な るEDI標 準 が 使 用 され る とい っ た こ とが 無 く、 ほ ぼ全

世 界 で 単 一 のEDI標 準(IATA/EDIFAcr)に 準 拠 して デ ー タ交 換 を行 う こ とが で き る。

このIATA/EDIFACrは 、 国 連 が 制 定 したEDIFACTと シ ンタ ック ス ル ー ル が 若 干 異 な る

もの の、 エ ンベ ロー プ の構 造 な どは 同 一 の方 式 とな っ て い る 。 メ ッセ ー ジは 、 航 空 業 界 に

特 有 な 業務 の た め に必 要 な もの を 、UNSMと は別 にIATAが 定 義 して い る 。 また 、 座 席 の

予解 約 業務 な どに即 時 性 を求 め られ る こ とか ら、 イ ンタ ラクテ ィ ヴEDI(以 下 、 「1-EDI」

と略 称 す る)の 検 討 を早 くか ら進 め て お り、IATAで の検 討 の成 果 が 国連 にお け る1-EDI

検 討 の ベ ー ス とな って い る 。

なお、航空貨物 の世界で は、CARGOFAcrと 称す る航空貨物業界独 自のデー タ交換規

約 とIATA/EDIFAcrと を併せて使用 した、航 空会社 、フォワー ダ、税 関の間 にお けるEDI

化 が進 んで いる。

〈使用 されるネ ッ トワークの形態〉

世界各国の航空会社、CRS会 社

図3-15D社 が 使 用 す る ネ ッ トワ ー クの 形 態

SITA(SocieteInternationaledeTelecommunicationsAeronautiques:国 際 航 空 通 信 共 同体)と

い うネ ッ トワー ク は 、 世 界 各 国 の 航 空 会 社 が 国 際 通 信 網 を共 有 す るた め に設 立 した 、 中 立 、

非 営 利 の組織 で あ り、 世 界 各 国 の 航 空 会 社 、 空 港 が 接 続 され 、航 空 業 務 に 関 す る全 般 的 な

通 信 サ ー ビス を提 供 して い る。

な お 、 このSITAに よ るデ ー タ交 換 は 、通 常 のVANの 場 合 の よ うな 蓄 積 交 換 とは 異 な

り、 取 引先 と論 理 的 に回 線 を接 続 した 状 態 で行 わ れ る 。
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〈座席予解約業務 におけるEDIFACTの 使用〉

デー タ交換相 手は、世界各国の航空会社 、お よびCRS(コ ン ピュータ予約 システム)

業界 の企業 。

この業務 では、次 のよ うな情報が、IATA/EDIFAcrを 使用 して交換 される。

一空席 状況 の問合せ
、回答

一予約 、およびそれ に対 す る確認回答
一予約 のキャンセル 、およびそれ に対す る確認 回答
－Wrapupメ ッセー ジ(予 約 記録)の 伝達

予約客の氏名 、性別 、住 所等の属性情報 を、相 手 の航空会社 、CRS会 社 に

伝達す る。
一事前座席指定

なお、 この業務で確定 された座席 予約情報は電子的な媒体 に保存 され るが 、予約 に至 る

までの問合 せ等の一連の メッセー ジは、D社 の情報 システム では保存 して いな い。

通信 プロ トコル:AX.25,SLC

シンタ ックスルール:IATA/EDIFA(汀

デー タ交換 の形態:直 接交換型

メッセー ジ開発機 関:IATA

使用 メッセ一一ジ:PAOREQ(空 席状況問合せ)、PAORES(空 席状 況回答)、ITAREQ(予 約)、

ITARES(予 約確認)、HWPREQ(予 約記録)、HWPRES(事 前座席指定)

企 業 コー ド:不 明

VAN事 業者:SITA

AX・25と いう通信 プロ トコル は、X.25(ITU-Tが 作 成 したパケ ッ ト交換用規約)を 航 空

業界で機能修 正 した もの。 同様 に、SLCは 、HDLC(ISOお よびJISが 規定す るデー タ リ

ンク層 の規約)を 航 空業 界で機能修正 した もので ある。

〈乗 り継ぎ便チ ェックイ ン業務 にお けるED|FACTの 使用 〉

デー タ交換相 手は、世界 各国の航空会社 。

乗 り継 ぎのある旅客 の場合 には、最初 の搭乗空港でのチ ェ ックイ ン時 に乗 り継 ぎ便 まで

同時 にチ ェ ックイ ンで きる、InterThroughCheckinと い う仕組みが ある。 これ も

IATA/EDIFACrに よるEDIに よって実現 されて いる。

なお、InterThroughCheckinの 際 最初 の搭乗機 の航空会 社 が乗 り継ぎ便の航空券 もピ

ックア ップす る ことにな る。 この後 旅客が搭乗券 を紛失す ると、航 空券が有 価 証券で ある

た めに再発行 で きな いとい う問題 が生 じる。 この問題 に関 して は、InterThroughCheckin

を行 う航空会社 同士が 「バイ ラテ ラル ・ア グリーメン ト」 と呼 ばれ る協定 を結 び、損害 を

相殺 す る ことで解 決 してい る。
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この業務では、次のよ うな情報が、IATA/EDIFA(コ を使用 して交換 され る。

一乗 り継ぎ便 のチ ェックイ ン

ー乗 り継 ぎ便のチ ェックイ ンのキ ャ ンセル

ー乗 り継 ぎ便の座席マ ップの照会

一チェックイ ン情報 の伝達

搭乗客 の座 席、氏名、性別、住所等 の属性情報 を、相 手の航 空会社 に伝達

す る。
一チェックイ ン情報の変更

一再発行

通信 プロ トコル:AX.25,SLC

シンタ ックスルール:IATA/EDIFAcr

デー タ交換の形態:直 接交換型

メ ッセー ジ開発機 関:IATA

使用 メ ッセージ:DCQCKI(チ ェックイ ン)、DCQCKX(チ ェ ックイ ンのキ ャンセル)、DCQCKU(チ

ェックイ ン情報 の変更)、DCQBPR(再 発行)、DCQPLF(旅 客情 報)、DCQSMF(座 席マ ップ

の照会)、DCRSMF(DCQSMFに 対す る回答)、DCRCKA(そ の他 メッセー ジに対す る回答)

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:SITA
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3.3.5ケ ー スEl航 空 貨 物 代 理 店E社

<ヒ ア リングの概要>

E社 では、国際航空貨物輸送 にかかわ る情報 を海外の荷主企業 との間で交換す る際 に、

一部 の荷主企 業 との間でUN/EDIFACrお よびANSIx12準 拠 のEDIを 使 用 して いる
。

航空貨物代 理店 とは、航空機 によ る貨物輸送 にともな って 生 じる様々な業 務 について、

航空会社 と荷 主 との間 を仲介す る事 業者 である。航空会社 の世 界的な団体 としてIATAと

い う組織 があるが、航 空貨物代理店 はIATAか ら認め られた代行事 業者 と して 、荷 主か ら

貨物 を引き受 け、輸送物 の内容 を証明す る書類 であるAWB(AirWayBil1:航 空運送 状)

を発行 し、航空機 に搭載 で きる状態 に梱包 して航空会社 に引き渡す ことを主 たる業務 とし

て いる。 またE社 では、 この主業務以外 に も、貿易関係書類作成 の代行、税 関への 申告

の代行、請求支払 の代行 、在 庫管理や配送 といった物 流業務 の代行 、貨物追 跡情報 の提供

な ど、 さまざまなサ ー ビス を提供 している。

〈使 用 されるネ ッ トワークの形態〉

荷主企業

南アフリカの

現地法人

欧州各 国の現地法人

英(4ケ 所)、 独(7)、

仏 、ベネル クス、ロシ

ア(各1)

北南米の現地法 人

米国(約30ケ 所)、

カナダ、 メキ シ コ、

ブラジル(各1)

アジア各 の 地法人TRAXON物 流VANAir-TDNl(米国)NACCS

豪、 シンガポール 、タイ、

台湾、香港 、マ レーシア 航空 会社 追跡情報 税 関

Air-NACCS:NipponAutomatedCargoClearanceSystem:航 空貨物通関情報処理 システム

TRAXON,TDNI:い ずれ も、航 空会社の運送状況追跡 システム

このほか、イタリア、中国、フィリピン等に駐在員事務所を、また世界主要約60都

市に提携代理店を持つ。

図3-16E社 が 使 用 す るネ ッ トワー クの 形態

3-53



<ヨ ー ロ ッパ の 電 気 機 器 メ ー カ との 間 で のUN/EDIFACTの 使 用:ShipPingAdvice>

こ こで のEDIは 、 この電 気 機 器 メ ー カ が荷 受 人 とな るケ ー ス で あ る。

荷 送 人企 業 か らの出 荷 情 報 と、E社 営 業 支 店 で の で の 作 業 進 捗 情 報 、 さ らにTRAXON

や 皿)NIと い った シス テ ム か ら入 手 した貨 物 追 跡 情 報 に も とつ いて 到着 案 内 情 報(荷 主 の

貨 物 が いり 到 着 す るか)を 作 成 し、1㎜(lnternationalFowardingTransPo「tMessage,

ArrivalNotice:到 着 案 内)メ ッセ ー ジ を用 いて 、1日1回 、 貨物 が到 着 す る以 前 に連 絡 し

て い る。

通信 プロ トコル:全 銀協手順

シンタックスルール:EDIFA(T

データ交換 の形態:直 接交換型

メ ッセー ジ開発機関:不 明

使用 メ ッセージ:IFTMAN(到 着案内)

企業 コー ド:不 明

VAN事 業者:GEIS(MARC-III,NEC)

トラ ンス レー タ は ス ター リン グ ・ソ フ トウ ェ ア社 のGEN㎜ を使 用 し、E社 の メイ

ン フ レー ム とは別 の ワー ク ス テ ー シ ョン(IBMRS6000)上 で稼 働 させ て い る。

<米 国の精密機器 メーカ との 間でのANSIXI2の 使用:TrackingTrace>

最初 の使用例 は、 この精密機器 メーカが荷受人 となるケースで ある。

E社 は、 日本 のみでな く世界 各国か らの このメー カ向けの航 空貨物 を取 り扱 って いる。

このた めE社 では、各 国の現地 法人で収集 した貨物追跡情 報 を全て 日本本社 のデー タベ

ース に集めた うえで貨物追跡情報(荷 主の貨物が、 いま どこを輸送 されて い るか)に 加工

し、856(出 荷案 内)を 用 いて提供 してい る。856ト ランザ クシ ョンセ ッ トの内容はAWB

情報 と追跡情報で ある。

15分 ごとにメッセー ジをバ ッチ転 送す ることによ り、 リアルタイム に近 い形態で の情

報提供 を行 って いる。現状で は365日 、24時 間 システ ムを停 止で きな い状況 とな りつ つ

あるが、イ ンタラクテ ィヴEDI等 の技術 に進展 によって こうした不都合が解消 されて い

くことを期待 して いる。

もう一つ のANSIX12の 使用例 は、サ ンフランシス コか ら日本への輸入のケースで ある。

このケースの場合では、以下 のよ うに、貨物がE社 の営業所 を経 由す る都度 、そ の情

報 をE社 システム に入力 し、最終 的 に貨物が到着 した後 、その輸送経過 を214(運 送状況)

を用 いてEDIに よって米国 の荷主企 業へ伝 え る方式 とな って いる。

-E社 のサ ンフランシスコ営 業所か ら出庫す る際 に、AWB情 報 、ETD(予 定)情

報等 を入力す る。
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一サ ンフランシスコ空港 出発時 に
、オ ンボー ド情報 を入 力す る。

一成 田空港到着時 に、ア ライバル情報 を入力す る。

-E社 の国内営業所 を出庫 する際に
、配 送確認情報 を入 力す る。

通信 プロ トコル:全 銀協手順

シンタ ックスルール:ANSIX12

デー タ交換 の形態:直 接 交換型

メッセー ジ開発機 関:不 明

使用 トランザ クシ ョンセ ッ ト:856(出 荷案 内)、214(運 送状況)

企 業 コー ド:不 明

VAN事 業者:GEIS(MARK-III,NEC) 、物流VAN(米 国)

トランス レー タはGEN㎜ を使用 している。
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3.3.6ケ ー スF:自 動 車 メ ー カF社

<電 子データ交換の概要>

F社 では、自動車部品 の調達 にEDIFAcrお よびx12準 拠 のEDIを 使用 している。

F社 で はこれ以外 に も多 くの業務 で海外企業 との取 引を行 ってい るが、そ こで のデー タ

交換 はF社 独 自の方式 に準拠 した もので ある。

〈使用 されるネ ッ トワークの形態〉

各地の拠点:

デザイン ・センタ、工場、販売会社など

販売会社か らは、各国の自動車ディーラ

ヘネットワークが伸びている

VAN

(GEIS)
幽
⑪

＼

○
アジア、中近東、オセアニア、 南米各国の拠点

アフリカ各国の拠点

図3-17F社 が 使 用 す る ネ ッ トワー ク の 形 態

北

米

の
各

拠
点

〈主な国際取引業務 と、そ こで交換 され る情報 〉

表3-39F社 の主な国際取引業務

業務 現地取引先 データの経由 情報の内容 データ交換方式

(1)設 計、開発 なし F社 系現地デザイン会社
CADデ ー タ、車輌 設計情

報、部品構成 デー タ
F社 方式

(2)生産用部品輸出 なし F社 系現地製造会社
生産用部品の受発注、出荷

案内、設計変更情報

F社 方式

FAX

(3)完成車輌輸出 自動車デ ィーラ F社 系現地販売会社
車輌の受発注、出荷案内、

車種仕様の案内
F社 方式

(4)補修部品輸出 同上 同上
補修部品の受発注、出荷案

内、補修部品の案内
同上

(5)サ ー ビス情 報の

収集
同上 同上

品質情報、部 品変更 の案内、

ク レーム情報
同上

(6)部 品輸入 部品メーカ
F社 系現地調達会社

商社
部品の受発注、支払情報

EDIFA(T

ANSIX12
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(1)設 計、 開発業務でのデ ータ交換 の形態

F社 の現地 法人(デ ザイ ン会社)と 共 同で行 う設計 、開発 業務。欧州 、北米 のみであ り、

他地域で は行 われていな い。デー タ交換 はF社 方式。

(データ交換のタイプ)社 内ネットワーク

(データ交換方式の概要)F社 方式(日 本本社と現地法人との間に閉 じた業務であるため)。

(2)生 産用部 品輸 出業務 でのデータ交換の 形態

F社 の現地 法人(生 産 工場)で の生産 に使用す る部品 を 日本か ら輸出す る業務。デー タ

交換 はF社 方 式。

(デー タ交換 のタイプ)社 内ネ ッ トワー ク

(デー タ交換 方式の概要)F社 方式。た だ し、アジア、オセ アニア、 中近 東、ア フリカ とのデータ交

換 はFAXベ ース。

(3)完 成車輌輸 出業務 でのデータ交換の形態

日本で生産 したF社 の車輌 を、F社 の現地販売法人 を介 して海外 の 自動車デ ィー ラで販

売す る業務。 データ交換 はF社 方式。

(現地の主要取引先企業)自 動車 デ ィー ラ

(データ交換 のタイ プ)現 地法人介在型

(データ交換方式の概要)

通信 プロ トコル:SDLC,HDLC

情報表現規約:F社 方式

企業 コー ド:F社 方 式

VAN事 業者:無 し(オ ンライ ン)

日本 の 自動車 メー カは、海外 の販売拠点 と自動車ディー ラとの 間のデー タ交換 を自社方

式 によ り行 って いる例が多 い(欧 州 、米 国のメーカ も同様 のよ うで ある)。 このため複数

メー カの車 輌 を販売す る 自動車 デ ィー ラの店頭 は、いわ ゆる 「多端末現 象」 とな って いる。

た だ し米 国で は、サー ド ・パ ーテ ィの ソフ トウェア ・ベ ンダが 自動車 メーカ の各方式 を吸

収す るパ ッケー ジを販売 してお り、 これ を利用す ることによ り端 末機 の設置 台数は抑 え ら

れて いる。

(4)補 修部 品輸 出業務 でのデ ータ交換 の形態

F社 の現地販 売法人 を介 して海外 の 自動車デ ィーラに補修部 品 を輸 出す る業務。デ ータ

交換はF社 方式 。
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(現地の主要取引先企業)「(3)完 成車輌輸出業務」と同様

(データ交換のタイプ)「(3)完 成車輌輸出業務」と同様

(データ交換方式の概要)「(3)完 成車輌輸出業務」と同様

(5)サ ー ビス情報収 集業務 でのデ ータ交換 の形態

F社 の現地販売法人 を介 して海外 の 自動車デ ィー ラでの ク レーム情報 を 日本本社 に伝達

す る業務。欧州 、北米 のみの業務で あ り、他地域 では行 われて いな い。デー タ交換 はF

社 方式。 ・

(現地の主要取引先企業)「(3)完 成車輌輸出業務」と同様

(データ交換のタイプ)「(3)完 成車輌輸出業務」と同様

(データ交換方式の概要)「(3)完 成車輌輸出業務」 と同様

(6)部 品輸入業務 でのデータ交換の形態

日本 の生産工場で使用す る部品 を海外企業か ら日本 に輸入す る業務。欧州 および米国企

業 とはF社 の現地調達会社 を介 して 、オース トラ リアの企 業 とは商社 を介 してデータ交

換が行われる。 これ ら以外 の地 域で は行われて いない。

(現地 の主要取引先企業)自 動車部 品 メーカ

(データ交換のタイ プ)

欧州、北米:現 地法 人介在型

オース トラ リア:商 社型(商 社 と部品メーカ との間 につ いてはF社 では把握 して いない)

(データ交換方式の概要)

通信 プロ トコル:不 明

シンタックスルール:EDIFACr、ANSIX12

メッセージの開発機関:不 明

使用メ ッセージ:不 明

企業コー ド:不 明

VAN事 業者:GEIS、BT
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3.3.7ケ ー スG:自 動 車 メ ー カG社

〈ヒア リングの概要〉

G社 では、基本的 には国内取 引および 日本本社 と海外事 業体 との取 引には、全てG社

のプライベー トのネ ッ トワー クを利用 して電子 データ交換 を実施 している。

海外事業体 と現地部 品 メー カ との取 引では、現 地取 引慣習標準 を使 った電 子 デー タ交換

を行 って いる。

海外状況 につ いて は、 日本本社で は完全 には把握 しきって いないのが現 状 で あ り、詳細

は必ず しも正確 で はない との こと。

〈使用 され るネ ッ トワークの形態〉

国内工場、

販売店等

国内部品メーカ

VAN

(IBM)

米国

ノー ド

東南 ア ジア事業体 豪州事 業体

(インドネシア、シンガポール、(オ ース トラ リア)

タイ、台湾、フィリピン、香港、

マ レーシア 等)

図3-18G社 が 使 用 す る ネ ッ トワ ー ク の 形 態

北米事業体

(米国、カナダ)

<米 国の部品メーカ との 間でのANSIXI2の 使用>

G社 は、米 国工場で の生産 のため、部品の一部 を米 国の 自動車部 品メーカか ら調達 して

お り、ANSIX12に よ るEDIを1990年 頃か ら使用 して いる。

通信 プロ トコル:一 部X.400

シ ンタックスルール:ANSIX12

デー タ交換の形態:現 地 事業体 と現地調達先企業 との間での取 引

メッセー ジ開発機 関:G社 の現地事業体

使用 トランザ クシ ョンセ ッ ト:850(注 文)、830(発 注見込 み)、856(出 荷案 内)、861(受 領通知 、

受領 承認)、820(支 払、送金通知)、810(イ ンボイ ス)、832(価 格 、販 売カタ ログ)な ど、現

地事 業体 各社が必要 に応 じて選択利用。

企業 コー ド:G社 現地事業体 の コー ド体 系

VAN事 業者:な し(公 衆網 利用)
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トラ ンザ ク シ ョンセ ッ トは 、AIAG(AutomotiveIndustryActionGroup:米 国 自動 車 メー

カ お よび サ プ ライ ヤ か ら構 成 され る業 界 団 体)が 規 定 して い るANSIX12自 動 車 業 界用 サ

ブ セ ッ トにG社 独 自のデ ー タエ レメ ン トを追 加 した もの とな って い る。G社 によ れ ば 、

部 品 メー カ との 間 のEDIで は、 米 国 ビ ッ グ ・ス リー も同様 にAIAGの サ ブ セ ッ トに若 干 の

各 社 独 自の デ ー タ エ レメ ン トを付 加 した もの を使 用 して い る と の こ と。

なお 、G社 の米 国販売拠点 と米国 の 自動車 販売デ ィー ラとの間で は独 自方式 によるEDI

が使用 されて いる(下 図参 照)。 さ らに、 日本 国内の工場での生産 に も米 国部 品メー カか

ら部品 を調達 して いるが、在 日法人、商社 が間 に入るため、ほ とん どペーパ ・ベー スの状

況で ある。

部品メーカ

⑨○

＼米国販売拠点礁 皇禦 売

・○

… …G社 方式 によ る電子 データ交換

…etSG社 の現地事業体方式 による電子デー タ交換

ANSIX12に よるEDI

図3-19G社 、米 国拠 点間での電子 データ交換

<欧 州 の部 品 メ ーカ との 間 で のOdette(UN/EDIFACT)の 使 用>

G社 は 、欧 州 の 自動 車 部 品 メー カ か らの部 品 調 達 に、Odette(UN/EDIFACr)に よ るEDI

を1995年 か ら使 用 して い る 。G社 の 欧 州 現 地 工 場 が稼 働 開始 した の が1995年 で あ り、 こ

れ に あわ せ てOdette(UN/EDIFACr)の 使 用 を開始 して い る。

通信 プロ トコル:一 部X.400

シンタ ックスルール:Odette(EDIFA(:)

デー タ交換 の形態:現 地事 業体 と現地調達 先企 業 との間での取 引

メ ッセー ジ開発機関:G社 の現地 事業体

使用 メ ッセー ジ:不 明

企業 コー ド:G社 現地事業体 のコー ド体系

VAN事 業者:不 明

なお 、G社 によれ ば、欧州 部品 メー カ とのEDIはG社 の現 地法 人主導で あるた め 日本
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本 社 で は詳 細 を把握 しきれ て いな い が 、 欧州 の 自動 車 部 品 産 業 で は、UN/EDIFAC「 以外

に も様 々 な デ ー タ交 換 規 約 が 使 用 され て い る との こ と。Odette(OrgnizationforData

ExchangeandTeletransmissioninEurope:欧 州 の 自動 車 関 連 産 業 に お け るEDI推 進 組 織)で

も完 全 にUN/EDIFAcrに 移 行 して い るか ど うか は不 明 との こ と。

〈ア ジア地域 でのデ ータ交換〉

アジア各国 の現地生産拠点(イ ン ドネ シア、 シンガポール 、タイ 、台湾 、 フィ リピン、

香港 、マ レー シア)と 日本本社 との間では、車輌組立 に関す る情報交換が ペーパ ・ベース

で行われ てい るが、 アジア地域で のG社 ネ ッ トワー クが完成 しつつ あるので 、近 々、 こ

れ によって電子 データ交換 を実施予定。
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4.米 国におけるEDI実 態調査

4.1調 査 の 目的

第3章 で は、国 内企 業の国際電子データ交換 の実態 を把握す るため、 アンケー トとヒア

リングによ る調査結果 をと りまとめた。 この中では、国内企業 と在米 国企業 との間の電子

データ交換 につ いて も報 告 してい る。

本 章では、在 米国企業 のEDI利 用 の実態 について 、特 に、次 の3項 目に焦点 を当て調

査 した結果 を報 告す る。

・ANSIX12か らUN/EDIFACrへ の移行 につ いて

・イ ンター ネ ッ トEDIに つ いて

・主要産業 のEDI利 用実態 につ いて

調査の大部分 は、米 国の調査会社(ワ シン トン ・コア社)が 、本 調査 のた め に業界団体

及び企業のEDI関 係者 に直接 ヒア リングした結果 に基 づいている。従 って 、X12か ら

UN/EDIFAC「 へ の移行 問題 について も、業界 としての公式見解 と、 当該企業 の代表者 の

意見 が必 ず しも完全 には符合 していない とい う、関係者 の生の声が報告 されて いる。

イ ンターネ ッ トEDIに ついて は多 くの業界が 関心 を示 してお り、セ キ ュ リテ ィに対す

る指摘 を行 った上で、今後EDIが 普及す るた めには極 めて効果的な環境 であ るとの見方

が大勢 を示 している。

今 回の調査 は極 めて短期間 に実施 した ので、業界 とそ こに所属す る企業等 、調査範囲が

必ず しも十分で はない。 また、本報告書の第2章 と第3章 で報告 した よ うな定量的な実態

調査 も行 って いない。 さ らに、結果的 には、米国企業の国際EDIの 実態調査 に関す る情

報 も収集 す る ことができなか った。 これ らにつ いては、今後の課題 と した い 。 しか し、今

回の調査 報告が 、米 国にお ける業界 ・企業等がEDIに 対 して現在 どのよ うに取 り組み、

今後 どのよ うな方 向に進 もうとしているか を理解 するための一助 となれ ば幸 いであ る。
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4.2調 査結果の概要

4.2.1ANSIXI2か らUN/EDIFACTへ の 移 行 計 画

米国産業界の最終的 目標 はANsIx12か らuN/EDIFAcrに 移行す ることとされている

が、移行準備 を実際 に進めている ところはあま りないのが実情で ある。 これ は、移行期 限

がな くな った ことによ って移行 への熱 が冷 め、X12勢 力が 力を盛 り返 した ことが大 きい。

もちろん、UN/EDIFAcrへ の意見 、移 行体制 は業界 によって大 き く分かれ る。その両極

端 に位置す るのはEDIFAcr推 進派 の 自動車産業 とx12維 持派 のヘル スケ ア ・保険産業で

ある。そ の他の業界は両 グループの中間 にいる。産業界が こうした成 り行 き を見 る態度 と

って いる理 由には、イ ンターネ ッ トの急 成長や トランス レー タ技術 の発展な どが ある。

業界別 に見 ると、x12派 かEDIFAcr派 か の議論 は、多分 にそ の業界の国際性 に依存 し

て いる。 これは、同 じ運 輸産 業で も、国際的 に事業 を行 う航空 ・海 上輸送業 と、国内事業

の鉄道 ・トラック輸送で大 幅 に意見 が分かれて いる ことか らも明 らかで ある。X12に 最 も

固執 して いるのはヘルスケア ・保 険産 業で あるが 、それ は国際取 引の ほとん どない現状で

移行の必要性 が見 い出 しにくい とい うの は納得が い くところである。 しか し、同 じヘル ス

ケ ア産業の中で も、 製薬業 ・医療機器 製造業な どは取 引が 国際化 してお り、UN/EDIFACT

に移行す るのが最 も早い分野である と思われ る。

伝統 的 に、米 国 にお ける標 準の設定 は業界主導 で行 われる。 これ は、 トップダウ ン式 の

強制的なや り方 ではな く、業界 の真 の合意 に基づ いた、誰 もが納得す る標準 を作 り上げよ

うという米型 民主 的プ ロセスなので あ るが、意見 の まとめ役がお らず合意 に 時間がかか り

過ぎ るとい う弊害 もある。ANSIASCx12委 員会 は1988年 、UN/EDIFACrへ の移行 を採

択 したが、移行 のための明確 なタイ ムテー ブル を設定す ることがで きなか っ た。また、移

行 を決定 したか らといって、業界 に強 制的 に移行 させ るわ けではな く、業界 の任 意を尊重

した形 を取 っているため、なかなか進 展が見 られ ない という状態 にな って いる。

移 行 に抵抗す る理 由の1つ には、米 国産でな い ものへ の心理的 ・文化 的抵 抗が高 いと見

られ る。米 国 には全体 的 に、 自ら作 り上 げた ものへの執着、 こだわ りのよ うな ものがあ り、

それ に米国産 業の競 争力への 自負 とも相 まって 、米国外で作 られたUN/EDIFAcrに 対す

る反発 となって現 れてい るよ うであ る。技術的 にはX12に 類似 して いるUN/EDIFACrを

敬遠 す る理 由として、多 くの者 が米 国業界 の頑 固 さを挙 げて いる。

また、関係者 へのイ ンタ ビュか ら感 じられ た ことは、過去 の様 々な過程 を振 り返 ってみ

4-2



る と、末端 のユーザ である各企 業が、 あま りUN/EDIFAcrや そ の移行 の影響 に関 して知

らされて いなか った とい うことで ある。 このため、 自動車産業 な どユ ーザ教 育 の大切 さに

気づ いて 、現在 熱心 にユーザ教育 に取 り組 んで いるところ もあ る。

X12委 員会 内での意見 の対 立や、 さ らに各小委員会 の中での意見 の分裂 を見 る と、 自分

たちの都合 を中心 に考 え る米国産業 ・企業 の特質 を感 じる。長期的 に見 れば 、世界 と会話

できるuN/EDIFAcrに 移行 した方が 良いか も しれな いが 、 「現在 、x12で 充足 してい る

のになぜ」 という考 え方 が主流 を占めて いる。 この考 え方 は、特 にヘルスケ ア ・保 険産 業

に顕著で ある。

イ ンター ネ ッ トの急成 長 によ り、EDIユ ーザ の間に、今急 いでuN/EDIFAcrに 投資す

る前 に、ひ とまず成 り行 きを静観 してイ ンターネ ッ トが標 準 問題 に与 える影 響 を見定めて

か らに した い とい う態度 が多 く見 られ る。 イ ンターネ ッ トは専用網 やVANに 比べて安全

性 に欠 ける とい う見方 が通説で あったが 、技術 の急速 な進 歩 によってセキ ュ リティが確 保

され るよ うにな ってきて いる。イ ンター ネ ッ トEDIの 登 場は、真 のEC実 現の第一歩 と し

て 、現在活発 な論議 が繰 り広 げ られて いる。

4.2.2イ ン タ ー ネ ッ トEDl

イ ンターネ ッ トがEDI導 入 コス トを低下 させ、そ の結果EDIユ ーザ が急増す る と期待

されて いる。す でにVANでEDIを 始めて いた、あるいは始 め るだ けの財政 的余裕 のある

大手企業の間で はそれ ほ ど大 きな影 響 は考 え られないが 、高価 なVANに は手 が出せ ない

という理 由か らこれ までEDIを 行 って いなか った中小企業 に与 える影 響が最 も大 きい と

予測 され る。 このた め、 これ まで全て のサ プライヤにEDI導 入 を強 制できなかった企 業

も、小規模 サ プライヤ にEDI導 入 を説得 しやす くなる。

イ ンターネ ッ トEDIの 登場がVANの 存在 をな くして しま うだ ろ うか とい う問いに対 し

ては、否定 的な見方が ほ とん どであ る。VAN業 者 はすで にイ ンター ネ ッ トEDIサ ー ビス

を始 めている(GEISの 中小企業 向けEDIサ ー ビスrTradeWeb」 な ど)し 、長年培 って き

たEDIサ ー ビスの経験 ・知識がイ ンターネ ッ トEDIの 発展 に も貢献す る ところは大 きい

と思われ る。ユ ーザ側 で も、業務 によ り、高度なセキュ リテ ィ を要求す るものはVANを

使 い、低 レベル のセ キュ リテ ィで構わ ない ものにはイ ンターネ ッ トを使 うと いうよ うに、

使 い分 ける ことも考 え られ る。 この よ うに、VANEDIと イ ンター ネ ッ トEDIは 共生 して い

くとの考 えが主流 にな って い る。

4-3



4.3ANSIX12か らUN/EDIFACTへ の 移 行 計 画

4・3・1ANSIX12とUN/EDIFACT:ダ ブ ル ・ トラ ッ ク 方 式 の 登 場

EDIの 発達 は、企業 の商取 引の方 法 を大き く改善 した一方で 、昨今 、そ の欠点 と限界 も

明 らか になってきて いる。PAEB会 長 のHansWeiting氏 はEDI標 準 を人間 の言葉 に例 えて

いる。共通点 は、いずれ もシ ンタ ックス と語彙 か ら成 る点で ある。 同氏 は、EDI標 準 の欠

点 は人 間の言葉 の欠点 と似て いる とい う。人類 は言葉な くして進化で きな いが 、数多 くの

言語が あ り、各言語 にもまた数多 くの方言が ある。EDIも また、多 くの標準 、バー ジ ョン、

異型(方 言に当た る)が あ り、コ ミュニケー シ ョン ・プロセス を複雑、厄介 に して いる。

同氏 は、数ある言語の うち の1っ に過 ぎない米 国標 準ANsIx12に 比べ、 「uN/EDIFAc「

では、誰 もが 同 じ言葉 を話す ことがで きる」 と話 して いる。

単 一のグローバル なEDI標 準が必要で ある との認識 が固 まったのは大分前 の ことであ

るが、それが何で、 どのよ うに起 こり、いつ完成す るのか といった問題 には いまだに明確

な答 は出ていない。EDIの 歴史 上、uN/EDIFAcrの 創設 を最 も重要な発展 と捉 える者 もい

る。ASCX12のKendraMartin委 員長 は、 「世界 中で支 持 を受 けて いる、唯一 の真 の多産

業 ・多国籍 の標準 として、uN/EDIFAcrが 登場 した」 と表 現 して いる。uN/EDIFAcrは 、

国際 レベルで の商取 引 を処 理す る一貫 したメカニ ズム を提供す るた めに国連 の下で 開発 さ

れた国際標準である ことか ら、世界 中の組織が 、UN/EDIFAcrは 世界 中の どこで も使 え

る標 準 になると期待 して いた。事実 、国連 の主導 の下、多数 の国 々が、国 内取 引での利用

のためにUN/EDIFAcrの 採用 を決定 して きた。

レ ・ 、 ゴ

約20年 余 り、米 国の標準 はANSIを 通 じて 開発 されてきた。ANSIASCX12に お ける

標準 開発 プロセスは、年最低3回 の公式会合 を通 して行 われ、 トランザ クシ ョンセ ッ ト、

シンタ ックスルール のすべ ての側面が審議 され る。1988年5月 、ASCX12委 員会 は、北

米EDIユ ーザ ・グル ープ(現PAEB)の 精 力的 な活 動 によ り、x12は いずれuN/EDIFAcr

に移行す る ことを可決 した。 これ は、1993年 初 めのASCX12会 合 において再確 認 された。

この決定にお いて重要なの は、 問題 は もはや"IF"で はな く(つ ま り、移行 す るか どうか

ではな く)、"WHEN"(い つか)と い う次元 に変わ って いった ことで ある。 しか し、ASC

X12委 員会が明確な期 日を掲 げる ことと、実際 の移行 に関す る厳密な計画 を守 る ことがで

きなか った ことも重要な点 として挙 げておかね ばな らない。

1995年1月 、ASCX12委 員 会 は 、 投 票 によ りrUN/EDIFACrへ の技 術 的 移 行 ・行 政 的
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提 携 の た め のASCX12計 画(ASCX12PlanforTechnicalMigrationtoandAdministrative

AligmnentwithUN/EDIFACr)」 を採 択 した。 この計 画 は 同年 末 修 正 され た 。 そ の概 要 は

以 下 の よ うな もの で あ る。

1)ASCX12委 員 会 は 、X12シ ンタ ック ス 、 トラ ンザ ク シ ョ ンセ ッ トと補 助 文 書 の 開

発 、維 持 、 承 認 、 発 行 を継 続 す る。

2)ASCX12委 員 会 は 、X12シ ンタ ックス 、 トラ ンザ ク シ ョ ンセ ッ ト開発 を停 止 す べ

き か否 か を決 定 す るた め の投 票 を1998年 に行 う。 停 止 の決 定 が され な か っ た 場 合 、

新 しいX12シ ン タ ッ ク ス 、 トラ ンザ ク シ ョンセ ッ トが 開発 さ れ な くな る まで 、3年

ご と に繰 り返 し投 票 を 行 う(理 論 的 に は 、移 行 に反 対 す る票 が あ る 限 りこ の投 票

サ イ ク ル は永 久 に繰 り返 され る)。

当初 は 、新 し く大 幅 に改 善 され た標 準 と して 、UN/EDIFAcrが 使 用 され る もの と理 解

され て いた 。 しか し これ は、X12内 で 新 しい標 準 を開発 しよ う とす る様 々 な 産 業 に よ っ て

妨 げ られ て き た。 さ ら に、UN/EDIFAcrへ の 転 換 の タ イ ム テ ー ブル は 、 ソ フ トウ ェ ア の

開 発 、 進 化 とUN/EDIFAcr標 準 の発 展 を反 映 した もの に な る予 定 で あ っ た 。 しか し、 こ

の タイ ム テ ー ブル もほ とん どの 主 要 産 業 によ って 無視 され て き た 。ANSIに お け る標 準 採

択 は 任 意 の プ ロセ スで あ り、UN/EDIFAcrに 移 行 す る の も各産 業 、 企 業 の任 意 で あ る。

ANSIASCX12-△'$1

X12カ!UN/EDIFAC「 に置 き換え られて もX12委 員会 とい う組織 はな くな らず、新 しい

標準 開発組織 に生 まれ変 わる可能性が強い。X12委 員会 は引き続 き様 々な産 業委員会 と投

票 を監督 して いく ことになる。DISAに よる と、JRTはX12の 小委 員会 に取 って代わ るも

のになる と思われ るが 、まだX12の 構成要 素の一つ一つ を置 き換 え るほ ど確 立 されて い

な い。

x12委 員会、小委員会 の役割 は、UN/EDIFACrへ の移行 が進む につれ 、 自然 に変化 し

て い くもの と思われ る。x12メ ンバが抱えている主な懸念 の1つ は、uN/EDIFAcrの 下

で どのよ うに業界の声 を代弁 して いくか とい うことで ある。 この ジ レンマ は まだ十分 に解

決 され ていないが、DISA関 係者 は、ASCX12の 構 図は残 り、小委 員会 は標 準決定 プ ロセ

ス に積極 的に関与 して い くだろ うと話 している。

ASCX12委 員会 は元 々、新 しい トランザ ク ションセ ッ トの開発 をやめ 、既 存の ものを

継続 す るだ けに留 め ると い う決 定 を行 ってい たので ある。 この決 定は、 航 空輸 送産業 が

イ ンタ ラクティブEDI(以 下 、 「1-EDI」と略称)を 導入す るためにX121小 委 員会 を通 し

て新 しい トランザ ク シ ョンセ ッ トを要求 した時 に試 され る ことになった。結 局 この時 は、

x12で はな くuN/EDIFAcrの 下 でプ ロ トコル を開発す る ことが決 定 され た。 この新 しい

uN/EDIFAc「 メ ッセ ー ジの開発 が始 まって 間 もな く、ヘル スケア産 業 もまたx12N小 委

員会 を通 して1-EDIの 導入 を決定 した。 しか し、そ の時 ヘル スケア産 業 は、X12技 術 にす
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で にか な りの投 資 を行 って い た た めUN/EDIFACTの 下 で 行 う こ とを拒 否 した 。長 く 白熱

した論 争 の後 、UN/EDIFAcrは メ ッセ ー ジ を開 発 す る準 備 が で き て い る こ とが 明 らか に

な って か ら、 ヘル ス ケ ア産 業 は 、 よ うや くuN/EDIFAcrの1-EDIの 導 入 を決 定 した 。

ダ ブル ・トラ ック方式

ダブル ・トラック方式 の採用 によって、航 空業界、ヘル スケア業界 の例 に見 られるよ う

に、AScx12委 員会では、今後新 しい標準 をASNIx12とuN/EDIFAcrの いずれ に従 っ

て 開発すべきか とい う問題が常 に論議 され ることにな った。 また、UN/EDIFAcr移 行期

限 を先伸 ばした ことによって 、X12支 持者 はX12シ ンタ ックス をます ます促 進す るよ う

にな り、uN/EDIFAcrへ の移行 を促進 、監督す るx12委 員会 の能 力 と権 限が疑われ るこ

とにな った。

当初 は1997年 のANSIX12Ver.4リ リー ス の 後 にUN/EDIFACrへ の 移行 が 行 わ れ る こ

とにな って い た が 、X12支 持 派 の 強行 な 反 対 に よ って 「ダ ブ ル ・トラ ッ ク方 式 」 が 採 用 さ

れ る こ とにな っ た。 この ダ ブル ・トラ ッ ク方 式 は 、移 行 期 限 を廃 止 し、UN/EDIFACT導

入 の ス ピー ドを急 激 に弱 め る もの で あ った 。 当初 の予 定 で は 、Ver.4(リ リー ス3070)リ

リー ス の後 は 、X12に シ ンタ ッ クス ・ス トラ クチ ャ 、セ キ ュ リテ ィ ・トラ ンザ ク シ ョンセ

ッ トを メイ ンテ ナ ンスす る か ア ッ プ グ レー ドす る だ け の 予 定 で あ った 。 しか し、 ダ ブル ・

トラ ック方 式 採 用 の結 果 、ASCX12委 員 会 は一 層X12標 準 の維 持 に コ ミ ッ トす る こ とが

求 め られ て い る。

ダブル ・トラックの採用 によ りANSIは 新 しいX12標 準 の リリー ス、維持 、開発 、発

行 を打 ち切 る必要がな くな った。EDI利 用者 がANSIに 宛 てた書簡 にはruN/EDIFACrへ

の移行 は、ユーザの好 み、市場 の勢 力、そ して ビジネス ・ニー ズに基づ くべ きで ある」 と

書かれて いる。 しか し中には、PrinceCorp.(自 動 車産 業 のテ ィア ・ワ ン ・サ プ ライヤ)

やSeagram社 のよ うに、X12が 一時 に移行す るの を待つ のではな く、 自分 で選 んで

UN/EDIFAcrに 乗 り換 えた ところもある。

このように 「自分 の都合 のよ い時 に移行す る」 という考 え方 がす でに定着 してい るので

ある。NACHA(4.4.5項 参 照)の 代表 も、 「移行 は強制で きる ものではな く、市場が誘導

す る ものでな ければな らない。必要 に応 じて移行 は起 こる」 と話 してい る。 この 「市場が

誘導す る」 という言 葉は、EDIコ ミュニティの合言 葉 にな って い るよ うであ る。DISAの

Cochran氏 によると、大勢 の業界 は、そ の企 業や産業 に とって理 にかな うと判断す るまで

移行 を待 って いるとい う。理 にかな うとは、た いて いの場合UN/EDIFAcrを 使用す る海

外 の取 引相 手 を得 る こ とで あ る、 と同 氏 は 説 明 して い る 。 しか し少 数 で は あ るが 、

UN/EDIFAcrへ の移行 を長 く待ち過 ぎ ることの危険性 を指 摘す る声 もある。例 えば、国
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際取 引 を行 わな い、利益率 の低 い生鮮 食品や 一部 の小売産業 は、移行 す るイ ンセ ンティブ

が最 も低 く、一番最後 に移行す る もの と思われている。PAEBのWeiting会 長 は、 「ほ と

ん どの企 業 は、 もう遅す ぎて 国際的な競合者 に後れ を取 って不利 な立場 にな るまで移行 を

待 つ に違 いな い」 とし、 「あなた(産 業)自 身のため に」 とい う名 目でPAEBな どが業界

を先導 して移行 させ る必要性 を正 当化 して いる。

UN/EDIFACrへ の移 行 の ペー ス は 、ASCx12運 営 委 員 会 が 掲 げ る以 下 の 条 件 に左 右 さ

れ る。

1)uN/EDIFAcrに お い て 、x12と 等 しい ビジ ネ ス機 能 が 承 認 され る こ と

2)X12小 委 員会 が移 行 作 業 を達 成 す るス ピー ド

3)EDIFAcrの 二 進 法 デ ー タ の ソ リュー シ ョン

4)国 内 メ ッセ ー ジ を認 め るUN/EDIFAcr方 針 の確 立

5)国 内 ・国 際EDI会 合 ス ケ ジ ュー ル の 調 和

6)EDIコ ミュ ニ テ ィ によ るUN/EDIFACrの 使 用

7)応 対 の 早 いUN/EDIFAcrの 行 政 プ ロセ ス

8)UN/EDIFAcr文 書 の 適 時 、 適 切 な 発 行

ダ ブル ・トラ ック方式の問題点

ANslx12とuN/EDIFAcrが タイ ム リな方法で維持 され る ことは重要 であ る。両標準 を

統 制す る組織 は、Uptodateな 標準 を急 いで作成する必 要が ある ことを認識 しな けれ ばな

らな い。 この緊急性 のため、2つ の標準セ ッ トを維持す ることはさ らに難 しくな る。 さ ら

に、ASCX12委 員会 とPAEBの メンバ は皆ボ ランティアであ り、X12委 員会 とPAEBの

両方 に参加す る ことも珍 しくな い。KendraMartinASCX12委 員長 は 「メンバ の多 くは、

二足 のわ らじを履 いて いる」 と話 して いる。 このため、遅かれ早かれ 、EDIコ ミュニティ

の アクテ ィブな メンバは、2つ の標準作業 を維持する ことがで きな くなる と予想 され る。

同委員長 は、 「X12は 、新技術 と今 日のグ ローバルな環境 にお いて ます ます速 くなる ビ

ジネス のペー スに素早 く対応で きるよ うにな らなければな らな い」 と話 して いる。 同氏は、

両 標準 の作成 プ ロセスの関連性 を維持す る ことを強調 して いる。重要 な こと には、既存 の

EDI標 準 と新 しいEDI標 準(uN/EDIFAcrや イ ンターネ ッ トEDIな どを指す)と の間で

互 換性 を確 保す るための 「橋」が存在 しな けれ ばな らない 。 「我々 の将来 の た めに、EDI

は、伝統 的な現在 の形 よ りも一層柔軟で、用途が広 く、ユニバーサル にア クセスで きる も

のへ と進化 しな けれ ばな らな い」 と話 して いる。新 しい標 準 を導入 した り、 既存 の標準 に

変更や 改良 を加 える ことは、Ascx12やuN/EDIFAcrの よ うな標準化機 関 に依存す る。

グ ローバル標 準 の確立 は、Ascx12とuN/EDIFAcrが 前進 を始 め るた め に詳細な合意 を

す る ことができ るか どうかにかか って いる。
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ANSI、DISA、 そ の他 多 くの産業界 の リー ダは、ダブル ・スタ ンダー ドを長 い間維持、

使用す ることは、非効率的で 、許容 できない ことだ と話 して いる。一般的な コンセ ンサス

は、移 行はな るべ く早 く起 こらな けれ ばな らな い とい うことで ある。ただ し、 いか に進め

てい くかが問題 であ ると、DISAの 幹部 は話 して いる。

EDI標 準 を維 持す ることは、非常 に時 間がかか るプ ロセスで ある。JRTが 年 に数回 しか

開催 され ず、様 々な ワーキ ン グ ・グルー プが め っ たに 召集 されな い こと を考 え る と、

UN/EDIFAC「 メ ッセ ージの開発 が非常 に時間 のかか る作業 にな らざるを得な い ことは驚

くべ き ことで はない。 このため残 念なが ら、ユーザ は異 なる開発段階のメ ッセー ジを導入

しな けれ ばな らない とい う結果 にな る。UN/EDIFACrが 成熟 なEDI標 準 にな るの を待つ

という ことは、産業 リー ダが許容 でき る範囲以上 のものにな って いるのであ る。
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4.3.2ANSIX12か らUN/EDIFACTへ

ほ とん どの 産 業 界 の リー ダが 、1つ の標 準 の方 が 良 い こ と に合 意 して い る。 そ れ で は 、

移 行 を支 持 す る理 由 は一体 何 な のか 。 何 が移 行 の牽 引 力 とな って い る の で あ ろ うか 。 い く

つ か の ポ イ ン トを挙 げて み る。

1)標 準 化 は ビ ジネ ス の 成 長 と開発 に とって 重要 で あ る。 米 国 に お け るEDIの 発 展 に

プ ラス の影 響 を与 え た こ と は衆 知 の事 実 で あ る。DIsA会 長 兼cEoで あ るJudy

Kilpatrick氏 は 、 「標 準化 を話 し合 うフ ォー ラ ム と して のASCX12やX12シ ス テ

ム の発 展 が な けれ ば 、米 国 にお いてEDIは これ ほ ど まで に発 達 しな か った で あ ろ

う」 と話 して い る。

2)2つ の標 準 を維 持 す る こ と はで きな い。 グ ロー バ ル ・マ ー ケ ッ トで は 、企 業 は必

ずUN/EDIFAcrユ ーザ と取 引す る機 会 に直面 す る。

・ 「そ れ が 唯一 ロジ カル な こ と」(PAEBのWeiting会 長)

・ 「世 界 はす べ てuN/EDIFAcr
。賢 明 な人 な ら誰 で もuN/EDIFAcrを 支 持 す る。

そ れ 以 外 の こ とは ま っ た く意 味 をな さな い」(TSIIntemational社 のLamue氏)

・ 「世 界 の 一 部 にな りた けれ ばUN/EDIFAcrを 推 す
。 小 さな 孤 島 で 暮 ら した け れ

ばX12に 固 執 す る」(DISAのCochran氏)

3)UN/EDIFAcrの 移 行 如 何 を 聞か れ た 産 業 リー ダ が 、 「そ れ が意 味 あ る場 合 にお い

て の み移 行 す る」 と い う答 え方 を して い る。

4)最 先 端 技 術 が ス ム ー ズ な 移 行 を可 能 に して くれ る 。 高 機 能 な トラ ンス レー タ は 、

急 激 な シ フ トをす る こ とな く、X12シ ンタ ックス が徐 々 に消 え て い く こと を可 能

にす る。TSIIntemational社(EDIソ フ トウェ ア ・ベ ンダ)のLanlue氏 は 、 「高 度

な トラ ンス レ ー タ の 登 場 は 、 移 行 の 問題 を突 然 、 重 要 な 案 件 で は な く して しま っ

た 。 誰 か ら誰 に対 して もEDI通 信 が 可 能 にな った 。 トラ ンス レー シ ョン技術 は今

は ビ ジ ネ ス ・ニ ー ズ の 上 を行 っ て い るが 、将 来 は ニ ー ズ が 高 ま る こ とが 予 想 され

る。 この結 果 、X12は ゆ る や か に消 滅 す るだ ろ う」 と話 して い る。

一
1)歴 史 的 背 景

TSIIntemational社 のPaulLamue氏 は 、移 行 に対 す る米 国 の躊 躇 を歴 史 的 に説 明 して い

る。1988年 にuN/EDIFAcrが 正 式 に成 立 した時 、米 国 は す で にANsIx12で 固 ま っ て い

た 。 米 国 のEDIコ ミ ュニ テ ィ は 、欧 州 や ア ジ ア に比 べ て か な り大 き か った が 、そ れ が す

で にX12に どっ ぷ り浸 か って いた ので あ る。 一 方 欧州 は 、 一 部 のユ ー ザ がTDIと い う標

準 を使 って い た が 、 ユ ー ザ 規 模 が 非 常 に小 さか った の でUN/EDIFAcrへ 移 行 す る の に よ
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り適 して いた と言 える。欧州 で生 まれ た新 しいEDIユ ーザ は最初か らuN/EDIFAcrを 採

用す る ことがで きた。 しか し米 国では新 しいEDIユ ーザ もX12を 使用す る状態が続 いた。

同氏 はさらに、国境 をまた ぐEDIが 一般 的であ った欧州 に比べ、米国 のEDIニ ー ズは

ほとん どすべて 国内向けで あ り、そ のためにUN/EDIFAcrに 移行す る 「押 し」が ほ とん

どなか ったことを指摘 して いる。現在 で も米 国企 業は国境 をまた ぐEDIを あま り行 って

いな いが、この傾 向は今後急速 に変 わるだろ う。

2)心 理的 ・文化 的抵抗

産業 リーダや企業代表 は、心理 的 ・文化 的要因が移行 の遅延 に影響 して い る ことで一致

して いる。㎞ue氏 は 「米 国は これ まで もそ うで あった し、 これか らも、ず っ とパ イオニ

ア志 向を持ち続 けるであろ う。だか ら誰 も、米国が 開発 したので はな いUN/EDIFAcrに

素早 く転換 しなかった し、ほ とん どの者 は まだ躊躇 して いる。」

PAEBのWeiting会 長 は、UN/EDIFACrの 捉 え方が 「最初 か ら間違 って いた」 ことを指

摘す る。rUN/EDIFACrは 、EDIコ ミュニテ ィの前 に、X12を 拡充す るもの としてではな

く、国際的なtt問題"と して持ち上がってきた」。uN/EDIFAcrとx12は 非常 に類似 して

お り、uN/EDIFACrはx12を 改良す る もので あるが 、人々はそれ を異 なる もの と捉えた。

DISA技 術局のYvameMeding氏 も、 「2つの シンタ ックスは本質 的に同等 である」 ことを

指摘 している。

しか し、EDIコ ミュニテ ィの多 くにとって は、UN/EDIFACrとX12の 相違は、技術的

なものではな く文化 的なな ものであ る。例 えば、保 険小委 員会(X12N)は 、X12の 下 い

くつ かの標準 を発行 してい るが、それ らはUN/EDIFAcrア ーキテクチ ャとして設計 され

て いる。 しか し、x12N委 員会の メンバは、新標準 をuN/EDIFAcrで はな くANsIx12と

して発行 したがった。 このよ うな多 くの事態 を調停 してきたPAEBのWeiting会 長 は、「多

くの場合、それ は純粋 な頑 固 さや変化 への恐れで ある」 と話 している。

文化的な障害 に加 えて 、政策 決定 プ ロセスや産業 が今後果 たす役割 に関す る不確実性 も

指摘 されている。 これ まで 、す べてのス トラクチ ャ、パ ラダイムはANSIASCX12と い う

組織 の周 りに構築 され ていた。 このス トラクチ ャを再構 成する ことは、例 え産業 の声 を組

み入れ たとして も、プ ロセ ス に対す る コン トロール が削減 される ことと、多 くの ものは捉

えて いる。

3)コ ス ト

コス トもまた、移行す るか どうか を決定す る大 きな要 因にな る。移行 は金 がかかる し、

まった くEDIを 使 って いな いところにUN/EDIFACr(あ るいはx12)を 始 める ことも金

がかかる。 しか し最 も重要な のはANsIx12とuN/EDIFAcrの 両方 の維持 は非常 にコス

トがかかることで ある。
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4)取 引相手 の問題

ASCX12のKendraMartin委 員長 は、 「国際的な取 引相手が多 くいれば移行 は少 しは簡

単で ある。 また、 ある産業 においてEDIユ ーザ が ごく少数 に限 られてお り、uN/EDIFAc「

に投資す るだけの金銭的余裕 があれ ば、話 は簡単 である。 しか し、EDIを 行 う小規模 の企

業が数百 も数千 も存在す る場合は、移行 を促す ことは非常 に困難で ある。 また 、 これ らの

すべて の会社 に トランス レータ に投資 させ ることも金銭 的 に難 しい。 これが 問題 を一層 困

難 に して いる」 と話 して い る。

5)UN/EDIFACTの ス トラクチ ャ

UN/EDIFAcrは 、 ラポー タ との国際合意 に従 って様 々な機構 を調整 しよ うとして いる

が、異な るユ ーザ の要求 に完全 に見合 うことは不可能で あった。PAEBのDianeHuber氏

は、 「X12委 員会 はコ ンセ ンサスで動 く組織で ある。国際的な舞台 では コンセ ンサスが達

成 しに くい。特 にUN/EDIFAcrの よ うな国際的なダイナ ミズ ムに対処す る場合だ と、異

な り相反す る利害 を持つ 多数 のプ レイ ヤが介在す るので、 コンセ ンサ スに達 す るのは まず

困難で ある」 と話 して い る。

6)ユ ーザ教育 の欠如

全体的な教育 の欠如が移行 に悪影 響 を もた らしてい る。米 国のEDIコ ミュニテ ィは、

一般的 に、UN/EDIFACrや 移行 の決定 を導 いた要因 をよ く知 らな い。EDI参 加者 に、

UN/EDIFAcr移 行 の賛否 は、それがすで に遅すぎた とい う時 まで知 らされ ていなかった。

顧客 、取 引相手 、サ プ ライヤ に対 してEDIに ついて教育 し、そ の使用 に慣れ させ る こ

とは非常 に重要で ある。AIAGに 代表 され る自動車産業 は、 この分野で非常 に積極 的な活

動 を行 って いる。

中小企業の移行のインパク ト

ANSIX12とUN/EDIFACrを め ぐる議論で しば しば見 落 とされが ちなのは、一般 に移行

のプ ロセスで失 うものが大 き いと考 え られ る中小企 業であ る。 まず 、中小企 業である と、

EDIを 導入す る こと自体が 高コス トのため障害になっている。すで にEDIに 投 資 して いた

中小企 業 は新 しいシンタ ックス に移 行す る ことに非常 に消極的で ある。EDIの 専門家や コ

ンサル タ ン トは、rX12か らuN/EDIFACrへ のムーブ メン トはす ぐには来 ない。急 ぎ過

ぎな いよ うに」 と警告 して いる。

EDIを 行 う企業の数は急速 に成長 し続 けて いる。EDIに 関す るコ ンサル ティ ングを行 う

EDIGroup社 によ ると、EDI利 用 は年間成長率24%以 上 の割 合で伸びて いる とい う。EDI
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を行 う企業数 は1990年 の12,000社 か ら、今 日の約10万 社 に急 増 して いる。 この急成長

率 には中小企業が大 き く貢 献 して いる。 しか し、それ で も、米 国産業全体 にお けるEDI

技術 の浸透 はいまだに低 く、200万 米国企業 の うちEDIを 使用 して いるのはわずか5%ほ

どだ という。Oracle社 のPaulLitvak氏 はrEDIの 利用 は、いまだ にFord、GM、WalMart

といった大手企業 に集 中 している」 と話 して いる。 しか し同氏 はまた、全世界 のEDIソ

フ ト ・サ ー ビス市場 は、1996年 の9億3,700万 ドル か ら2000年 には19億 ドル に成長す る

との予測 も指摘 して いる。

EDIの 成長予測 が これ ほ どまで に高 いのにはい くっか理 由が ある。過去20年 間にわた

って技術 は成熟 した ところ まで発展 して きた し、イ ンターネ ッ トの登場 によ って今後 中小

企業のEDI利 用 はます ます容 易 にな るで あろう。ASCX12委 員会 によ る、多 くのプ ロプ

ライエタ リな業界標準 をユ ニバ ーサ ルな ものへ と結晶 させて ゆ く作 業 によ って、異な る産

業 の、そ していずれ は異な る国の取 引相手同士が取引 を行 うことが容 易 にな ったので ある。
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4.3.3UN/EDIFACT移 行 問題 に影 響 す る外 的要 因

(1)イ ンタ ー ネ ッ トEDI

イ ンター ネ ッ トはEDIを 行 うにはあま りにも確実性 がな く安 全性 に欠 ける、 とい う誤

った認識が存在 して いるよ うで ある。 しか し、現在米 国において、EDIに イ ンター ネ ッ ト

を使用す る組織 は100を 越 え る。イ ンターネ ッ トは多 くのEDIア プ リケー シ ョンに とっ

て よ り確実で安全な環境 とな ってきている。未来 のECに 関す る議論 もイ ンターネ ッ ト

EDIを 中心 に行われ るようになっている。イ ンターネ ッ トはEDIの 方法 を変 えるほ どのイ

ンパ ク トを持 ってい る。UN/EDIFAcrへ の移行 に関 して も、間接的 にで はあるが、イ ン

ターネ ッ トは確実 にイ ンパ ク トを与 えて いる。

、 一 、・sEDI六

イ ンターネ ッ トがEDIに 与え るイ ンパ ク トでまず最初 に挙 げ られ るの は、取 引先 とを

結ぶ通信 リンクが、簡単で確 実、 しか も手 ごろにな る ことである。イ ンターネ ッ トEDI

の効果 のうち最 もア ピール の高い ものは、や は り低 コス トな ごとで あろ う。産 業 アナ リス

トは、イ ンターネ ッ トが、費用対効果か ら見て、企業間や業界 を越 えて の通 信 を確 立す る

有効 な手段になれば、現在EDI導 入 の障害 にな ってい るものが克服 され る と見 てい る。

さ らに、イ ンターネ ッ トとEDIは 互 いを補足 し合 う潜在 性 を持ってい る。イ ンター ネ ッ

トは小規模 のEDIユ ーザ が必要 とす る接続 を提 供 し、EDIは イ ンターネ ッ トで商取 引を行

う組織 にバ ックボー ン と機 能性 を提供す る、 とい う具合 にである。

カ ナ ダ の シ ン ク タ ン ク 、ECWorldInstitute社 のPhilipVanLeeuven氏 は 、 「北 米 を本 拠 に

す るEDIベ ンダ は、 グ ロー バ ル 市 場 にお い てECソ リュ ー シ ョ ンを リー ドす るだ け の豊 富

な 知 識 と経 験 を持 って い る 」 と話 して い る 。Premenos社 のBobWamlcastle氏 は、 「企 業

が ど こ に本 拠 を置 いて い よ う と、 事 業 サ イ ズ が どんな に大 き か ろ う と、 情 報 を電 子 的 に移

動 す る こ とが で き な けれ ば 、21世 紀 に競 合 して い く の に必 ず 支 障 が 出 て く る」 と話 して

い る 。 しか し、VANで はEDIを 行 う こ とが で きな か った 企 業 が 、今 や21世 紀 にお いて ビ

ジ ネ ス を維 持 して い くた め の オ プ シ ョンが 与 え られ た の で あ る。

イ ンタ ー ネ ッ トは 中 小企 業 に と って のEDIソ リュ ー シ ョン に もな る。 イ ンタ ー ネ ッ ト

はEDIの 価 値 を高 め る も の で あ る。EDIソ フ トを提 供 す るHarbinger社 のTedAnnis氏 は 、

「EDIは イ ン ター ネ ッ トに お け る次 の キ ラー ・ア プ リケ ー シ ョ ン にな る も の と我 々 は 期 待

して い る」 と話 して い る。

企業の政策決定者 も、情報の価値は企業内外を電子的に移動するスピー ドで決まると認
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識 し出 している。イ ンターネ ッ トは、重 要な情報 を速 く、手 ごろに、大勢 の人 々に伝 送す

る手段 にな ることが証 明されて いる。

イ ン ター ネ ッ トEDIの 長 所 は他 に も挙 げ られ る。

・契 約 して い る イ ンター ネ ッ ト ・サ ー ビス ・プ ロバ イ ダ(ISP)に 拘 らず 、情 報 が 瞬 時

に送 られ る 。

・イ ン ター ネ ッ トは高 いス ル ー プ ッ ト(一 定 時 間 内 に 処 理 され る デ ー タ の量)を 提 供

す る。 た い て い のISPはT1接 続 を提 供 して い る し、T3接 続 を提 供 す る と ころ もあ

る。VAN事 業者 でT1やT3接 続 を提 供 す る と こ ろ は少 な い。

・イ ンター ネ ッ トは 、電 子 メ ー ル 、 リモー ト ・ロ グイ ン 、Frp、wwwへ の ア クセ ス 、

掲 示 板 な ど様 々 な ア プ リケ ー シ ョ ン をサ ポ ー トす る こと が で き る 。VANで もサ ポ ー

トす る と こ ろは あ るが 、多 くの 場 合 別 料 金 が か か る。

・ISP間 で の 相 互 接続 は透 明 度 が 高 い 。異 な るISPを 使 う取 引 相 手 に メ ッセ ー ジ を送

る こ とは、 同 じISPに 送 る の と 同 じ位 簡 単 で あ る。

イ ンタ ー ネ ッ トEDIの セ キ ュ リテ ィ

これ まで、セキ ュ リテ ィ問題 がイ ンターネ ッ トEDIの 最 も大 きな障害 と目されて きた

が、多 くの産業界 の リーダが、セキ ュ リテ ィを解 決でき る技術的 問題 である と考 えて いる。

ANSIの 元会長 であるSergioMazza氏 は、 「イ ンターネ ッ トEDIに 関す る懸念 の多 くは、

そ の受 け止め方 にある」 と話 して いる。 同氏 は、 「どれだ け多 くのウ ェイタ ーや キ ャッシ

ャーが客 のクレジ ッ トカー ド番号 を書 き込め るだ ろうか」 とい う例 を引 き合 い に出 して、

人 々が 日常行 う取 引がいか に安全 でな いか とい うことにフォー カス を当ててい る。

イ ンターネ ッ ト利用者 は、セ キュ リテ ィ製品 の登場 によって安 心感 を持つ ようにな って

いる し、政府機 関や 民間企業 も、セ キ ュ リテ ィ ・プロ トコル 、暗号化、デ ィ ジタル認証製

品へ の取 り組み を進 めて いる。不法侵 入等 に関 して狂気 じみた論争が多 く行 われて きたが、

最近 の製 品開発 によってイ ンターネ ッ トは実行可能 なEDIソ リュー シ ョンにな りつつ あ

る。

生鮮 食品業界のEDI専 門家 による と、 「セキ ュ リテ ィ問題 だけが独 り歩 き して い る」。

通常 の取 引文書がイ ンターネ ッ トを流 れ る間 に読 まれた り修正 された りする ことは、現実

性 に乏 しい とい う。 「一体 誰が他人 の卵の注文 を読みた い と思 うだ ろうか」 。 しか し、注

文 を誰か にい じられな いよ うにす る ことは非常 に重要だ とい う。例え ば、卵 を1000注 文

す る と ころを10と 読む ことで ある。 メッセー ジの改窟 防止 はイ ンターネ ッ トEDIユ ーザ

にとって大きな関心事 にな って きて お り、 このよ うな情報 の改寅 を防 ぐ暗号 化製品 も多 く
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存在す る。

IBM社 のEDI部 門、AdvantisのTomKosse氏 による と、セ キ ュ リテ ィ問題 のためIBM

は現在VANに よるEDIし か行 っていな いが、近い将来 にはイ ンターネ ッ トにも移行す る

予定であ るとい う。 同社 は、主 なセ キュ リテ ィ問題が解決 して か ら顧客 にイ ンターネ ッ ト

EDIを 提供す る。 同社 は顧客 の情報 のセ キュ リティに責任 を持 ってお り、イ ンターネ ッ ト

で何かセキ ュ リテ ィ上 の問題が起 きた らその責めを負 うと考 えてい る。Kosse氏 は、 この

よ うなソ リュー シ ョンの出現 が近づ いてきてお り、まもな く実現す るはず と考えてい る。

Kosse氏 は また、 ソフ トの互換性 の問題 を挙 げている。暗号技術 はすで に存在 して いる

が、取 引相 手が同 じ暗号方式 を使 っていない限 りメッセー ジを複合す る ことができない。

取 引相 手の多い大企業がそれぞれ の取 引相 手に合わせて異な るソフ トを全部揃 える ことは

ほ とん ど不 可能であ る。 この解決策 とな る互換性 ソフ トの出現が 、イ ンター ネ ッ トにお け

るセ キュ リティ と取 引相手 の間で の互換性 を向上させる。 このよ うな互換性 暗号 ソフ トで

は、現在Premenos社 の 「Templar」が市場 を リー ドしてい る。

SuPPIyTechlnc・ 、PremenosCorp、DNSWorldwide 、GEISな ど多 くのEDIベ ンダ が ます

ます イ ン ター ネ ッ トを 活 用 す るよ う にな って きて いる 。 イ ンタ ー ネ ッ トがEDIの ツー ル

と し て よ り受 け入 れ られ る よ う にな れ ば、 よ り多 く の企 業 が イ ン ター ネ ッ トを 利 用 して

EDIの 世 界 に飛 び 込 む こ とが期 待 され る。 イ ン ター ネ ッ トEDIを 安 全 にす るた め の 競 争 が

激化 す る に従 って 、VANサ ー ビス の 提 供 の 仕 方 が変 わ り、 オ ー プ ン ・シス テ ム と して の

使 用 が促 進 され 、 製 品 開発 競 争 が 一 層 盛 ん にな って い る。

－

WWWはEDIの 存在そ の ものをな くして しまうだろうか。 この質問 にいまだ明確な答

は見つ か って お らず 、 賛否 両 論 に分 かれ て いる 。今の と ころ 、イ ン ター ネ ッ トはただ

VANを 再評価す る にとどまってお り、VANに 替わるもので はない という見方が大勢 のよ

うで ある。VANは す で に、イ ンター ネ ッ ト環境 に適応 す るよ うに移行 を開始 してい る。

VAN業 界の規模や豊 富な経験は、間違 いな くイ ンターネ ッ トEDIの 競争力 を強化 する こ

とであ ろう。

VANの 代 わ りにイ ンターネ ッ トを使 用す ることの利点 は数多 くあ るが 、VANに よる

EDIが イ ンター ネ ッ トに勝 る点 もある し、全 ての取 引相 手 とイ ンター ネ ッ トEDIを 使用す

る ことを困難 にす る障害 もい くつか ある。GEIS、MCIな どの大手VAN事 業者 はます ます

イ ンターネ ッ トでEDIサ ー ビス を提供す るよ うになっているが、IBMが いまだ にイ ンタ

ーネ ッ トEDIを 提供 しな いのは
、セキ ュ リティが主な理 由であ る ことは明 らかである。
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大 手VAN事 業者 の多 くは また 、 電 子 メー ル 、 フ ァク シ ミ リ ・ネ ッ トワ ー ク等 の 関連 サ

ー ビス を提 供 して い る
。EDIGroup社 の よ うなEDIコ ンサ ル タ ン トは 、VANは 単 に イ ン

ター ネ ッ トEDIを サ ー ビス ・オ プ シ ョン と して 取 り組 んで い くと信 じて い る 。 「イ ンタ

ー ネ ッ トはVAN事 業 者 の役 割 を劇 的 に変 え る こ と はな い
。 む しろ 、企 業 は 、VAN事 業者

が 提 供 す る付 加 価 値 サ ー ビス を必 要 と し続 け るで あ ろ う。 」

中小企業への影響

EDI関 連産 業 界 の リー ダた ち は 、 中 小企 業 が イ ンタ ー ネ ッ トでEDIに 飛 び込 ん で い く と

い う期 待 を持 って い る。EDIの コ ンサ ル テ ィ ン グ を行 うElectronicCommerceStrategies社 の

JackShaw氏 は 、 「特 に 、小 規 模 の企 業 が イ ン ター ネ ッ トに移 行 す る こ とに よ っ て 、 今 年 、

EDIの 使 用 に大 きな 成 長 が 期 待 され る」 と話 して い る。 「多 数 の 中小 企 業 がEDIに 躍 起 に

な って い る。 数 年 内 に多 数 の 中 小企 業 が イ ンタ ー ネ ッ トEDIを 使 用 し始 め る で あ ろ う。」

一方、 中小企業 は、標準 問題 に積極 的 に参加す るとは予想 し難 い。X12小 委員会は従来、

大手企業や産業 団体か らのボ ランテ ィアによって行われて きた。 しか し、中 小規模 の企 業

は通 例、標 準化設 定団体 が 開催 す る頻 繁な会 合 に従 業員 を 出す余 裕 がな い。急 成長す る

中小企業ユーザ ・グルー プが標準設定 プロセス に参加 しない場合 、 どのよ うな影 響が 出る

か どうかは、まだ明 らかで ない。

(2)ト ラ ンス レー タ

EDIの 発展 に伴 い、様 々なEDIサ ー ビス、EDIソ フ ト、他 のEDI関 連サー ビスが 生まれ

て きて いる。EDIの 成長 につれ、 この よ うな多種多様 なEDIサ ー ビス/製 品サ プ ライ ヤが

グローバルな ビジネス通信 にお ける主役 となる ことが予測 され る。現在 、企業がEDIを

行 うには主に3通 りの方法が ある。i)従 来 のVANを 使 う方法、ii)VANや イ ンターネ ッ

トを統合するEDIソ フ ト会社 の製品 、サ ー ビスを購 入す る方法、iii)そ して システム ・イ

ンチグ レ一夕 を通 じる方 法で ある。市場 の動向を見 る と、 中で もEDIソ フ ト会社 が現在

最 も速 く新 しいEDIの 顧客 を獲 得 して いるよ うであ る。 ソフ ト会社 には、EDIソ フ ト、

VANま たはイ ンターネ ッ ト ・アクセ ス、セキ ュ リテ ィ製 品、コ ンサルテ ィングや ア ドバ

イス といった包括的なサー ビス を提供 す るという点で強 みが ある。言葉 を変 えて言 うな ら、

EDIソ フ ト会 社 は急 速 にEDIの 「ワン ・ス トップ ・シ ョップ」 とな りつつ あるので ある。

EDIGroup社 の調べ によ る と、米 国EDI市 場 は現在 、年 間20億 ドル を越 えてお り、2000

年 まで には2倍 に膨れ上が る見込 み とい う。 同市場 にお いて最 も大 きな割合 を 占めている

のがEDIソ フ ト関連で ある。EDIソ フ ト、特 に トランス レー タは、 これまで常 にEDIに お
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いて大 きな役割 を果 た してきた。今 日の急速 にグローバル化 す る経済環境 にお いて 、 トラ

ンス レー タは、 「EDI成 功 の要」 と呼ばれてい る。

トラ ンス レー タ は 、EDI標 準 フ ォー マ ッ トと企 業 の 社 内 フ ォ ー マ ッ トと を相 互 変 換 す る。

全 て の 大 手 トラ ンス レー タ会 社 はUN/EDIFAcrと 互 換 性 の あ る トラ ンス レー タ を提 供 し

て い る 。 さ らに、uN/EDIFAcr対 応 だ け で はな く、x12とuN/EDIFAcrの 両 方 に対 応 す

る もの が ます ます 多 くな って きて い る。 は た して この ソ フ トウ ェ ア は 、UN/EDIFA(rr移

行 問題 を解 決 、 また は 少 な く と も解 決 の一 助 とな って くれ るだ ろ うか 。

△

VAN・ イ ンター ネ ッ トEDIの 両方 を提 供 しているGEIS社 のJulieA皿eMezmoore氏 は、

「も し会社 の リソースが無制限 にあ った ら標準の問題 は起 こらな いだ ろ う。 トランス レー

タを活用 す る ことによって互換性が達成 できるか らであ る」 と話 して いる。

もし完全 にUN/EDIFAcrに 移行 した として も、異なる標準 を選 ぶ産業や企業が必ず 出

て くるであろ う。 トランス レー タを使 えば このような産業 、企業 で もグロー バル ・ビジネ

ス を行 うことができるが、それ にはそ のた めのコス トを払 わね ばな らな い。

トランス レー タが高度 にな るにつれ、企業、産業が2つ の標 準 を維持す る能 力 も向上す

る。 しか し、2つ の標準 を維持す るコス トが、小規模の企業で もまかな えるほ どに下が る

とは考 え にくい。x12やuN/EDIFAcrが 更新 される度 にソフ トウ ェア もア ップグ レー ド

しなけれ ばな らな い。2つ の標準 システムを維持する ことは倍 の費用 がかか る ことを考 え

る と、 短 期 的 に は こ れ ら の ツ ー ル で う ま く場 を し の げ て も 、 長 期 的 に 見 る と

UN/EDIFAcrに 移行す る方 が コス ト安 にな るで あろう。

ANSIX12UN/EDIFACT△

TSIIntemational社 の メル カ トル 製 品 デ ィ レクタ ー、LauraSantangini氏 に よ る と、最 近 ま

で 、x12とuN/EDIFAcrで 送 信 、受 信 の 両方 を積 極 的 に行 う企 業 はわ ず か しか な か っ た

が 、 この傾 向 は 変 わ って きて い る とい う。 そ の変 化 の 理 由 に は 、 トラ ンス レー タ の価 格 が

下 が っ た こ と 、 国 際 取 引 の 拡 大 に っ れ 互 換 性 へ の 要 求 が 高 ま っ た こ と、 さ ら に 、

UN/EDIFA(「 「に 関 す る活 発 な 論 議 が 産 業 のUN/EDIFACr使 用 へ の欲 求 を高 め た こと
、 ま

た コ ン ピュー タ の能 力 の 高 ま りがx12とuN/EDIFAcr両 方 の使 用 を促 進 した こ と を挙 げ

て い る。 しか し、移 行 の現 地 点 に お いて は 、UN/EDIFAcrの 送 信 機 能 よ りも受 信機 能 を

持 つ企 業 が 多 い。

Santangini氏 は また 、 「移 行 が 完 了す る まで には 、UN/EDIFACrに は た くさ ん の副 標 準

が で き るで あ ろ う。ANSIx12も 、 こ う した副 標 準 としてUN/EDIFACrの 一 部 にな る可 能
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性 が高 い」 と話 してい る。言葉 を変 えれ ば、uN/EDIFAcrrはx12を 包含 し、 トランザ ク

シ ョンセ ットは名前 を変え るだ けで ほ とん どは今 のまま残 るだろ うと、同氏 は信 じている。

Premenos社 のBobWarmcastle氏 も この考 え方 を支 持 して い る。 「X12とUN/EDIFAC「

は 、1つ の標 準(x12)か ら別 の標 準(EDIFAcr)へ の"転 換"や',移 行11で は な く、'一 つ

にな る"と い う言 い方 が 最 もふ さ わ しい 。 長 い長 い時 間 が か か るが 、 や が てX12を 取 り入

れ た1つ の シス テ ム が 現 れ る だ ろ う」 と話 して い る 。 これ は、1998年 に決 定 が 出 され た

後 で も 、少 な く とも5～10年 はか か る だ ろ う と思 わ れ て い る(1998年 には 共 存 シス テ ムが

再 審 査 され る こ とにな って い る が 、 同 氏 は、移 行 で は な く2つ の合 体 の ア プ ロー チ を取 り

始 め る こ とにな る と信 じて い る)。

両標準 が 「移行」で はな く 「一つ にな る」す るという考 え方 は多 くな って きて いるが、

このタイム ・スケジュールや 詳 しい情報 はまだ明 らかでな い。

一'レ
ー こ ・ べ'》 一:べ'㌦'ビ ュ

1)SterlingSoftware社:KarenFrederick氏

Sterlingの ソ フ トウ ェ ア は 、X12とUN/EDIFACrを 含 む あ らゆ る標 準 をサ ポ ー トす る。

「spEDI*tran」 製 品 は 、社 外 の取 引相 手 を社 内 の ビ ジ ネ ス ・ア プ リ ケー シ ョ ンにつ な げ る

EDIト ラ ンス レー シ ョン ・パ ッケー ジ の1つ で あ る。 これ はUNIXとPCベ ー ス の プ ラ ッ

トフ ォー ム に対 応 す る。 「い か な るEDIシ ス テ ム にお いて も、そ の 中核 とな る要 素 は 、

速 く、正 確 で 、用 途 が 広 く、統 合 す る のが容 易 な トラ ンス レー タ で あ る 。spEDI*tranは こ

の す べ て の要 件 を簡 単 に満 たす だ けで な く、 そ れ 以 上 の も の を提 供す る 。 」

「米 国はUN/EDIFAcrに 向か って いるが、非常 にのろいペースでであ る。実際 に今

UN/EDIFACrを 行 って いる企業 はあ ま り多 くな く、 システ ムにUN/EDIFACr機 能 を取 り

入れて いるのはほんのわず かに過 ぎな い。 しか し、 トラ ンス レー タにUN/EDIFAcr機 能

を取 り込 もうとす る企業 は増えて いる。」

ソ フ トウェアは産 業 ごとにカス タム化す る ことができ る。UN/EDIFACrとX12に は多

くの メッセー ジ/ト ランザ クシ ョンセ ッ トがあ る。産業指定 のもの もあれ ば、オプ ショナ

ルな もの もある。 ソフ トをカス タム化 す るには、各産業 は、必須 な ものを含 め、そ れ にオ

プ シ ョナルな標準要素、セ ッ トを選 ぶ必要があ る。

Sterlingの トランス レー タ は 、 同 時 にANSIX12とUN/EDIFACrの 両 方 で メ ッセ ー ジ を
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送 る ことができる。両 方の標準 を扱 うにはよ り大きな システムが必要で ある が、一部企業

は両方 の シンタ ックス を積極的 に使用 して いる。

2)Premenos社IBobWarmcastle氏

Premenos社 も ま た 、X12、UN/EDIFACr、 そ の サ ブ セ ッ ト(AIAG 、CIDX、HEDIC、

UCS、WINS、TDCC)全 て を サ ポ ー トす る 。

「経済 は、急速 に ワール ドワイ ド ・トレー ドに向か って いる。近 い うちに、EDIの 互換

性 の問題 は、生産的 な国際 ビジネス の邪魔 にな るであ ろう。」

多 くの企業 は、今す ぐuN/EDIFAcrを 必要 としていな い。x12で うま くい って いるか

らで ある。 「壊れて いるのでな けれ ば、修 理す るな」 とい う考 えが定着 してい るので ある。

グローバル市場 と取 引が拡大 す るにつれて、国際取 引 を行 う大企業 は、理論 的 にはX12

とUN/EDIFAcrの 両方 を持 たね ばな らないよ うになる。 これ は可能 だが 、複雑 な トラン

ス レー タと、uN/EDIFAcrとx12の 両方 の専 門家 をスタ ッフに抱 える とい う余 計な コス

トがかか る。 どち らか1つ であれば プログ ラミングのコス トを下 げる ことがで きる。

3)TSIInternational社:PaulLamue氏

UN/EDIFAcrト ラ ンス レー タ を持 つ こ とは大 した 問題 で は な い 。今 の ほ とん どの トラ

ン ス レー タ はEDIFAcrとx12の 両 方 に対 応 で き るか 、 あ る い は 多 くの シ ン タ ックス ル ー

ル をサ ポ ー トす る 。 トラ ンス レー タ の約97%は 、X12とEDIFACrの 両 方 を扱 え る。 問題

は 、 限 られ た シ ンタ ック ス しか 扱 え な い プ ロ プ ライ エ タ リ ・ソ フ トの存 在 な ので あ る。

x12とuN/EDIFAcrは ほ とん ど同 じで あるが、少 しだ け違 いがあ り、その ほ とん どは、

ヘルス ケア産業が保 険ク レーム に使 うサ ブ ・ス タンダー ドや トランザ ク ショ ンセ ッ トで あ

る。 このような ものの中には、対 応す るものがUN/EDIFAcrに 無 い もの もある。現 在、

ヘル スケ ア産 業 に関す る限 り、X12の 方が豊富で満足 のい く規格で ある。 しか し、同産 業

のEDIス ペ シャリス トで あった 同氏は、 「uN/EDIFAcrは 時間が経つ につれ ます ます リ

ッチ になる」 と話 して いる。

同氏 による と、ヘルス ケア産業 の問題 は、1つ には人的資源 、財 政資源の問題で もある。

EDIの 立 ち上 げには、 コンピュー タ、ソフ トウェア、教育 な どのコス トが非常 にかか り、

立ち上 げた後 にはそれ を維持 しな けれ ばな らな い。産 業界 の リーダが最 初 に利 益 を見 い出

す のは難 しい。
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ヘルス ケア産業は、各企 業がEDIへ の投資 に納得が い くよ うに、産業 全体 にEDIを 強

制 しな ければな らなかった。それで もまだEDIを 行わな い企業 は多 い。業界団体や主要

保険会社は、EDIを 導入 しよ うとい う会社 にX12の 使用 を押 し付 けたが、大 量のデー タ

エ レメ ン トはプ ロプ ライエ タ リな ものであ り、変更 に対 して柔軟で はな い。

ANSIや 多 数 の産 業 に と って も、X12とUN/EDIFACrの 両 方 をサ ポ ー ト、維 持 す る こ と

は 、単 純 に言 って 経 済 的 で な い。

しか し、Lamue氏 は、X12は ゆ っ く りと消 え行 く と信 じて い る 。 「トラ ンス レー タ は ほ

と ん ど の 問題 を消 し去 って し ま う。安 定 して 成 熟 した ソ フ ト ・ベ ンダ の 出 現 は、 議 論 か ら

熱 を取 り去 る。10年 か7年 前 、 いや3年 前 で さ え も、 この オ プ シ ョ ンは 考 え られ な か っ

た 」 。 トラ ンス レー タ は 、X12シ ンタ ッ クス が 急 激 な シ フ トをす る こ とな くた だ 消 え て い

く こ と を可 能 にす る 。 「わ れ わ れ は今 、 ま さ し く移 行 の道 程 に あ る」 。

しか しこれ は、ただ金銭上や移行 の不都 合の 問題で はな く、何か 「違 う」 あるいは 「イ

ンターナ ショナルな」 ものを行 うことへの心 理的抵抗な ので ある。多 くの産 業界 の リーダ

は、非常 に頑 固で 、既存の プロセス に対す る コン トロールや標準構築 プ ロセ スにお ける慣

れ親 しんだ関係 を失 うことを恐れて いる。Lamue氏 は、教育が理解 に役立 つ と信 じている。

しか し、産業界 の リー ダを教育 しよ うと投資 して も、 まだ考 えを変 えるのを拒否す る輩 は

多 くいるだろ うと氏 は考 えて いる。
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4.4主 要産 業別 におけるEDIの 利用状況

4.4.1自 動 車 産 業

{

自動車産業 はEDIの 普 及が他 に先駆 けて進 んだ ところで あるが、 自動車産業 のEDI導

入 の起源 は1982年 のAIAGの 結 成 にさかのぼる。 ジャス ト ・イ ン ・タイム方式 の本格 的

導入 に向 けた必須の プ ロセ ス としてEDIに 注 目した ビッグ ・ス リーが、生産性 向上 のた

めの標準化 を推進す るた めに完成車 メーカ と部 品メーカ を集 めて結成 した のがAIAGで あ

る。 この結成 には、ChryslerCorp.会 長 、LeeIaco㏄a氏 が大 きな役割 を果 た した と言われ

る。 ビッグ ・ス リー各社 は、それぞれ独 自のEDIを 構 築 して いた が、規格 を統 一 し、部

品サ プライ ヤが どのメーカ にも対応で きるよう工夫 した。結成以来15年 で、 自動車産業

はEDI利 用が最 も進ん だ産 業の1つ に成長 した。

AIAGは10以 上の プ ロジェク ト ・チームで構成 され るが 、EDIの 開発 と実行 に関す る具

体 的問題 を扱 うのは 「EDI/Ecプ ロジェク ト・チーム」で ある。x12とuN/EDIFAc「 の

導入ガイ ドライ ンをメンバ企業 に提 供する他 に も、EDI教 育活 動、EDIソ フ トウェア、 ト

ランス レータ問題 な どを手掛 けて いる。

1994年 、AIAGは 、 自動 車 産 業 のEDI活 動 を現 在 のVANか ら安 価 な イ ンタ ー ネ ッ トに

移 行 す る可 能 性 を探 り始 め た 。 まず1995年 、TCPAPを 将 来 のEDIの 基 本 とな る通 信 プ ロ

トコル と して 採 用 す る こ と を勧 告 した 「TradingPartnerDataTelecommunicationsProtocol

Position」 を発 表 した 。 そ れ と並 行 して 、 自動 車 会 社 は 独 自 のイ ン トラネ ッ ト開発 に果 敢

に取 り組 ん で き た 。 この よ うな機 能 を企 業 を越 えて 拡 大 させ る試 み の 最 初 の も のが 、1995

年 ・AIAG電 気 通 信 プ ロ ジ ェ ク ト ・チー ムが 始 めたrANX(AutomotiveNetworkeXchange)」

で あ る。 このチ ー ム は 、 ビ ッグ ・ス リー と大 手 テ ィ ア ・ワ ン ・サ プ ライ ヤ(直 接 ビ ッグ ・

ス リー に供 給 す る 、第 一 層 の供 給 業 者)数 社 の代 表 で 構 成 され る 。ANXは 、 自動 車 産 業

の取 引関 係 を結 ぶ 、様 々 な イ ン ター ネ ッ トVPNを 創 設 す る プ ラ ッ トフ ォー ム と して の機

能 を果 た す 。

ANSIX12UN/EDIFACT

AIAGメ ンバ シ ップ ・サ ー ビス ・デ ィ レク タ のRichMarosolais氏 によ る と
、AIAGに は

ボ ランテ ィ アか ら成 る 「EDIFAcr調 整 グル ー プ」 と い う組 織 が あ り、業 界 にお け る

UN/EDIFAcr導 入 計 画 を作 成 す る た め定 期 的 に会 合 を持 って い る が 、 現 時 点 で ま だ何 も

発 行 して いな い。
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AIAGのEDIプ ロ グ ラム ・マ ネ ー ジ ャで あ り、 自動車 業 界 にお け るuN/EDIFAcr移 行

の旗 振 り役 と も言 え るNancyMalo氏 によ る と、rAIAGの ゴー ル はUN/EDIFACr」 。

AIAGは 「uN/EDIFAcrに ます ます コ ミ ッ トし、 ます ます 近 づ いて き て い る。 我 々 は導 入

手 引 きや ガ イ ドライ ンに取 り組 ん で い る」 とい う。 しか し、 現 在rAIAG全 体 と して の

UN/EDIFAC「 へ の移 行 期 限 とい う もの は な い」 。

1996年6月 に デ トロイ トで 開か れ た 「AIAGECラ ウ ン ドテ ー ブ ル 」 に お い て 、Chrysler

のECマ ネ ー ジ ャ、JohnKay氏 は 、UN/EDIFACr移 行 の 目標 期 日を2000年 と話 して い る。

同氏 もUN/EDIFAcrの 旗 振 り役 の 一一人 で あ る。 この会 合 で は 、 同 氏 を含 め 、 ビ ッ グ ・ス

リー の代 表 が 異 口同 音 に 、サ プ ライ ・チ ェー ンを通 してUN/EDIFAcr統 合 を完 了 した い

とい う希 望 を表 明 した 。GMの グ ロー バ ル ・パ ー トナ ・コ ミュ ニ ケ ー シ ョンズ ・マ ネ ー ジ

ャ のRoseJones氏 は 、 「南 米 、 欧 州 、 北 米 の事 業 は数 年 内 にUN/EDIFACrに 移 行 す るで

あ ろ う」 と説 明 して い る。

しか し、Fordの サ プ ライ ヤ ・コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ンズ ・ス ー パ ー バ イ ザ で あ るJim

Sherman氏 によ る と、 同社 は 明確 な 目標 期 日 を持 って い な い と い う。ChryslerのKay氏 の

発 言 に つ いてMalo氏 は 、 「会 議 が 行 わ れ た1996年6月 当時 よ り状 況 は変 化 して お り、今

で も彼 が2000年 と言 うと は思 い難 い」 と述 べ て い る。

当のJohnKay氏 は、AIAGがUN/EDIFACr移 行 目標 期 日の 当初 の コ ミ ッ トメ ン トか ら

後 退 した こ と につ い て失 望 を隠 して い な い。 同氏 は 、 「ワー ル ドワ イ ドなEDIに 参 加 し

た いか ら、4年 前 、誰 もが 皆uN/EDIFAcrに 投 票 しコ ミ ッ トして い た の に、x12委 員 会

はそ の 後 心変 わ りして しま っ た 。 これ は深 刻 な 問題 を も た ら して い る」 と話 して い る。 つ

ま り、X12委 員会 がANSIX12を 維 持 す る と言 っ た ので 、 この ダ ブ ル ・トラ ッ クの 採 用 に

よ りuN/EDIFAcrに 対 す る支 持 が相 対 的 に弱 ま った とい うの が氏 の 見 方 で あ る。 「AIAG

はUN/EDIFACr志 向 と言 わ れ る が 、 期 日はな い」 とい う同氏 の見 解 は、Malo氏 と 同 じ意

見 で あ る。Kay氏 は 、UN/EDIFACrへ の移 行 は 困難 な もの で あ る こ と を理 解 して い る。 し

か し、 「UN/EDIFAcr移 行 に良 い 時 な どな い 、 困難 な こ とは わ か って いて も、 いつ か な

され な けれ ば な らな い」 と話 して い る。

ANXの ビジネ ス ・マ ネ ー ジ ャで あ るKarlE.Schohl氏 によ る と、AIAGは 現 在 、X12と

UN/EDIFAcr両 方 の標 準 を作 成 して い る 。 明 確 な 期 限 を定 め る こ と につ いて 同 氏 は 、 「そ

うした ら我 々の手 は縛 られて しまう」 とし、

るか予測 はで きない」 と話 して いる。

「移行 は漸進的な もので あ り、 どれだ けかか

GMのJones氏 にUN/EDIFACrの 導 入 につ いて 聞 い た と ころ 、 「今 は ま だ標 準 を吟 味 し

て い る段 階 で 、 ま だuN/EDIFAcrを 使 う と ころ まで は行 って いな い」 とい う。 「1998年
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末か1999年 まで にはテス トを開始す る見込み。米国のサ プライ ヤ とのテス トは 「準備 は

整 っている」 状態 とい う。そ の 頃には 「ポー ラン ドを皮切 りに、 欧州 の サ プライヤ と も

uN/EDIFAcr導 入 を開始 す る」。 同氏 は、 「米国 と欧州 のサ プ ライヤで まだEDIを 全然

使 って いな いところは、す ぐにUN/EDIFAcrを 使用す る」 と見て い る。

AIAGのUN/EDIFACr移 行 を推 進 す る 中心 的 人物 で あ るMalo氏 は、 「2000年 まで に

uN/EDIFAcrに 動 き た か った 」 と嘆 いて い るが 、 「100%移 行 す る に は まだ 何 年 もか か る

だ ろ う」 と話 して い る。 そ の理 由 は 、 「非常 に多 くのサ プ ラ イ ヤ がX12を 使 って い る か

ら」 。 この た め 、 まだ しば ら くは ダ ブ ル ・トラ ック方 式 で 行 くで あ ろ う と同氏 は見 て い る。

2000日 目

Malo氏 が 「2000年 まで に動 きた か っ た」 とい う理 由 に は 「2000年 問題 」 が あ る。 今 の

ま まX12を 継 続 して い くと2000年 問題 にぶ つ か り、2000年 ま で に シス テ ム を ア ップ グ レ

ー ドす る必 要 が あ るの に対 し
、UN/EDIFAcrに 刷新 す れ ば この 問 題 が 解 決 され るか らで

あ る 。 しか し、 全 面UN/EDIFAcrで 行 くに は 「も う時 間 が な い 」 と述 べ て い る。 同氏 に

よ る と、X12委 員 会 は2000年 に備 えて 年 の部 分 を4桁 に伸 ば す こ と に取 り組 ん で い る 。

これ は1997年6～9月 まで に終 わ る 予定 で あ るが 、 「X12委 員 会 が これ を準 備 で きな けれ

ば 、我 々 はuN/EDIFAcrに 移 行 す る」 と して い る。 そ の本 音 は 、 「x12に 変 更 を加 え る

方 が簡 単 だ が 、 い ず れ移 行 す る予 定 な の だか ら、X12が ア ップ グ レー ドして い る間 に

UN/EDIFAcrに 直接 行 く方 が 早 い」 とい う考 え によ る もの で あ る 。

この 問題 に 関 してChryslerのJohnKay氏 は、 「X12委 員 会 は対 応 が 遅 れ て い る 」 と指

摘 して い る。 同氏 もMalo氏 と同 様 に、 「2000年 まで に業 界 全 体 でUN/EDIFACrに 転 換

す る に は も う遅 す ぎ る 」 と い う意 見 で あ る。2000年 まで にUN/EDIFACrで 行 け る よ う に

す るた め に は 、今 の時 点 で も う長 い 間テ ス トや 導 入 、稼 働 を して い な けれ ば な らな か っ た 。

しか し、GM、Caterpillar、PrinceCorp.は 、 まだ2000年 を 目標 に して い る と い う。

一 ン ス レー の}9$1

Kay氏 によ る と、 「誰 もが解 決 策 と して トラ ンス レー タ に 注 目 して い る 」 とい う。Malo

氏 も、 「トラ ンス レー タ が あ れ ば 助 け にな る」 と話 して い る 。 しか し、 リマ ッ ピ ング は 長

い 時 間 と多 くの コス トを必 要 とす る。Kay氏 は 、 「我 々 は リマ ッ ピ ング(ト ラ ンス レー タ

の一 形態)を 試 して きた が 、100%う ま く変 換 で き る トラ ンス レー シ ョン は ま だ な い 。 常

に期 待 と現 実 には ギ ャ ップが 存 在 して い る 」 と話 して い る。

PrinceCorUN/EDIFACT－ レ

AIAGの メ ンバ で 、主 要 テ ィア ・ワ ン ・サ プ ライ ヤで あ るPrinceCorpは 、X12準 拠 の
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EDIを 過 去12年 間 行 って き て い る。 そ のPrinceがUN/EDIFACrへ の移 行 を決 断 した の は

4年 前 の ことで あ る。 同社 は 新 しい トラ ンザ ク シ ョンセ ッ トを必 要 と して お り、EDIの リ

エ ン ジニ ア リン グ を計 画 して いた ので 、 この際 い っそUN/EDIFAcrに 移 行 しよ う と決 断

した の で あ る。AIAGのUN/EDIFACr問 題 を扱 うマ テ リアル ・マ ネ ジ メ ン ト ・プ ロジ ェ ク

ト ・チ ー ム の共 同委 員長 でPrinceCorp.の ビジネ ス ・ア ナ リス トのDomaLeFaive氏 は 、

「移 行 す る ことが我 々 に とっ て 正 しい 道 だ と思 った 。2000年 問題 が 解 決 す る し、 いず れ

シス テ ム の見 直 しを 計画 して い た か ら」 と話 して い る。 同 社 がx12よ り もuN/EDIFAc「

に多 くの利 点 が あ る と決 断 した理 由に は 、 そ れ が 世 界標 準 で あ った こ とが大 き い と思 われ

る。 欧 州 のAIAG的 存 在 で あ るOdetteは す で にUN/EDIFACrに 動 いて い た し、米 国 の

x12委 員 会 の 間 に もuN/EDIFAcrに 移 行 す る動 きが あ った 。 「グ ロー バ ル ・マー ケ ッ ト

に照 準 を定 め るた め に は、UN/EDIFAcrこ そ が 我 々 が取 るべ き方 向だ と感 じた」 。

そ こでPrinceは 、移 行 の試 験 会 社 に な る こ と をAIAGに 説 得 した 。 「サ プ ライ ヤ8社 と

最 初 のイ ニ シア チ ブ を始 め られ る ガ イ ドライ ン に到達 す る まで に3年 か か っ た 」 と同 氏 は

話 して い る。

同 氏 に よる と、両 標 準 の シ ンタ ック ス は 非 常 に似 て い る。 大 きな 違 い は 「ラー ニ ン グ ・

カ ー ブ」 で あ る とい う。 「人 々が 一 旦x12に 慣 れ る と、uN/EDIFAcrに 慣 れ る まで に時

間 が か か るよ うだ。UN/EDIFAcrが 過 度 に複 雑 だ とか 、 導 入 に 問題 が あ るわ けで は な く、

ラー ニ ング ・カ ー ブで 時 間が か か っ て い るだ けで あ る」 。

Princeは いず れ全 部UN/EDIFACrに 移 行 す る計 画 で あ るが 、 まず は 「サ プ ライ ・リ リ

ー ス 」 か らUN/EDIFACrに 変 換 す る こ と を始 め た
。P血ceは 、そ の 全 サ プ ライ ヤ にな る

べ く早 くuN/EDIFAcrに 移 行 させ る こ と を計 画 して い る。 「x12とuN/EDIFAcrの 両 方

行 う こ とを計 画 して い る と ころ もあ る が 、 我 が 社 のサ プ ライ ヤす べ て がUN/EDIFAcrに

移 行 す るよ う求 めて い る」 。Princeは ダ ブル ・トラ ック方 式 で 時 間 を無 駄 に した くな く、

「ス ロー な移 行 」 をす る ので は な く一 気 にUN/EDIFAcrに 移 行 した い と考 えて い る。 こ

の た め 同 社 は 、 サ プ ラ イ ヤ が 移 行 を 速 め られ る よ う支 援 す る つ も りで あ る 。 そ れ で も

「uN/EDIFAcrは まだ我 々 の全 て の ニ ー ズ に応 えて くれ な い の で 、 し ば ら くの 間 は100%

移 行 す る こと は無 理」 な こ と を理解 して い る。

LeFaive氏 は、 「どれだ けそれが必要 で意 味 あるもので あって も、人々は変化 を好 まな

いので、抵抗が あるのだ と考 えて いる。 これが、避 ける ことのできないUN/EDIFAcrへ

の移行 がのろのろ としか進んで いな い原 因で ある」 と述べて いる。

もち ろんP血ceは 、単 独 でUN/EDIFACrト ライ アル を行 って い るの で はな く、rAIAG
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の マ テ リアル ・マ ネ ジ メ ン ト ・プ ロ ジ ェ ク ト ・チ ー ム とそ のEDIFAcrテ クニ カ ル ・ア ラ

イ メ ン ト ・ワー ク ・グル ー プ と密 接 に取 り組 ん で い る」(LeFaive氏)。AIAGか ら同社

へ の期 待 も熱 い。AIAGプ ロ グ ラム ・マ ネ ー ジ ャ、NancyMalo氏 は 、 「メ ンバ と北 米 自動

車 産 業 の 国 際 的 な 生 産 性 を 高 め る こ とがAIAGの 目的 で あ る 。Princeの よ うな 会 社 が 、

EDIの 新 しい国 際 業 界 標 準 を 開発 ・実 行 して 、 この 目的 の達 成 に努 力 して い る。 つ い に 、

EDIFAcrが も はや 「EDIFIcTloN」(EDIとFIcTloNの 造 語 で 、EDIFAcrが 机 上 の空 論

の よ うで 現 実 味 の な い こ とを椰 癒 して い る)で な く、 真 のEDIFAcrに な る時 が や って き

た の だ 」 とPrinceの 努 力 を評 価 して い る。
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4.4.2航 空 産 業

噸

米 航 空 輸 送協 会(ATA:AirTransportAssociationofAmerica)は 、 主 要 米 航 空 会 社 を代 表

す る唯 一 の 業 界 団体 。1936年 、 航 空 会 社14社 に よ っ て 創 設 され た 。 創 設 以 来 、 民 間 航 空

産 業 に 関 わ る す べて の 主 要 政 府 決 定 に重 要 な役 割 を果 た して き た 。 現 在 は 、American

Airlines、DeltaAirLines、NorthwestAirlines、UnitedAirlinesな ど の航 空 会 社 や 、Federal

Express、UnitedParcelServiceな どの航 空 郵 送 会社 含 め 正規 メ ンバ21社 、及 びAjrCanada、

KLM-RoyalDutchAirlinesな ど外 国航 空 会 社 か らな る 準 メ ンバ3社 の合 計24メ ンバ で構 成

され る。

ArAの 目的 は、航 空輸 送 産 業 の事 業 の安 全 性 、 費 用 効 果 、 技 術 革 新 の促 進 、州 政府 、地

方 自治 体 に対 し産 業 界 の意 見 を代 表 す る こ と、 指 定 され た 産 業 ワイ ド ・プ ロ グ ラム の 実行 、

同産 業 に対 す る政 府 と一 般 の 理解 を求 め る こ とに よ って 、 メ ンバ ・キ ャ リア を補 助 ・支援

す る こ とで あ る。

航 空 輸 送 産 業 は、1970年 代 後 半 、 ま だ初 期 の形 のEDIを 使 い 始 め た 。 航 空 産 業 に は

rSPEC2000」 と呼 ば れ る プ ロ プ ライ エ タ リなEDI標 準 が あ る。ATAは1980年 、SPEC

2000を 開 始 し、現 在ATAメ ンバ の全 て がSPEC2000を 使 用 して い る。SPEC2000の ユー

ザ はANslx12、uN/EDIFAcrユ ー ザ と ビ ジネ ス を行 うた め に、 トラ ンス レー タ に強 く依

存 して い る。

ANSIX12とUN/EDIFACT

「uN/EDIFAcr実 行会議」 は、航 空産業で ビジネス を行 うため にuN/EDIFAcrで の

EDI利 用 を望 む企業 にガイ ドライ ンを提供す る ことを目的 とす るプ ロジェク トで ある。 ま

た、uN/EDIFAcrとsPEc2000と の間でデー タの転換 を望 む システム ・デベ ロ ッパ など

に対 す るガイ ドライ ンを示す役割 も果 たす。 この実行会議 は現在 、準備段階 にあ り、1998

年春 に発表が予定されて いる。 この実行会議 は、ATAの 協 力の下 に活動す る国際組織で

ある 「ATAuN/EDIFAcr開 発 チーム」 が運営 して いる。 このチー ムは、uN/EDIFAcTと

SPEC2000間 の互換性 の改善 を計画 している。

航 空 産 業 はX121小 委 員 会 に関 与 して い るが 、 この 小 委 員 会 は 、UN/EDIFACr問 題 を扱

うタ ス ク ・グル ー プ に代 表 を送 って い る。X12の 「DelegateLiaisonTaskGroup」 の

KimberlyHess会 長 によ る と、航 空 産 業 の代 表 は熱 心 なUN/EDIFACr賛 成 派 で 、皆

UN/EDIFACr移 行 プ ロセ ス に 関与 して い る。 しか し、産 業 内部 で は 、UN/EDIFACrに 関

して 様 々 な意 見 が あ り、X12、 プ ロ プ ライ エ タ リ、UN/EDIFACTな ど様 々 な 標 準 が使 用 さ
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れ て い る。

航 空産 業 は 、 主 に4っ の セ ク タ ー に分 類 され るが 、そ れ ぞ れ のx12、uN/EDIFAcr利

用 状 況 を、 イ ン タ ビュ を基 に解 説 す る。

● 予 約:そ の 高 度 に 国 際的 な性 質 の た め 、UN/EDIFACTを 独 占的 に使 用 して い る。

UN/EDIFAcrを 使用す る ことは、航空会社 が電子航空券 を使 用す る ことに非常 に密接 な

かかわ りを持 って いる。ATAのCarolHallett会 長 は、 「これは、電子航空券 を新 しい レ

ベルに引き上 げ、利用者 とキ ャ リア両 方 に恩 恵を もた らす 、非常 に重要な進歩 であ る」

と述べている。多 くの航空会社 が過去 数年電子航空券 を発行 してきたが、 同 じシステム

内の旅行 で しか使 えなか った。 開発 に20か 月以上 を要 した新 しいuN/EDIFAcr標 準は、

複 数の航 空会社 を利用す る場合で も電 子的 に旅券 を発行す る ことを可能 にす る。 このた

めには航 空会社同士が合意 を結 んでい る ことが必要で あ り、それ を結ぶか どうか は個 々

の会社 に任 される。 ここで使用 され るシステム のタイ プは 「イ ンタ ラクテ ィブEDI」(以

下 、 「1-EDI」と略称)と 呼 ばれ 、 システム のユーザ がすべ て の トランザ クシ ョ ンの リ

アル タイ ムの情報 にア クセスで きる。 同様 のイ ンタ ラクテ ィブ ・トランザ クシ ョンセ ッ

トがX12に よって医療保険産業用 に開発 されていたが、X12標 準 は開発途 中です ぐに

UN/EDIFACrに 追 い越 されて しまった。そ こでx12は1-EDIの 開発 を中止 し、以後

uN/EDIFAcrが1-EDIに 使用 されている。

●購入:制 服、食品 、紙類 な どの購 入にはX12を 使用 してい る。 これ は、そ のサ プ ライ

ヤが国内取 引だ けの小規 模の ところが多 く、UN/EDIFAcrに 移行 させ る ことが難 しいた

め と思われ る。

●貨物:EDIFAcrに 似た 旧式 のプ ロプ ライ エタ リな システム を使用 してお り、今後5年

以内 にUN/EDIFAcrに 移行す る見通 し。

●燃料:伝 統 的にx12を 使用 して いるが 、国際化 に伴 いuN/EDIFAcrが システム に加 え

られるよ うにな って きて いる。米石油機 関(AmericanPetroleumInstitute)とIATAの ネ

ッ トワー クであ るrAVNET」 は1996年 後半 、新 しいImplementationguideを 発表 した。

これ は、電子燃料 イ ンボイ ス、配達チ ケ ッ ト、料金提示 のフォー マ ッ トを含 んで いる。

x12とUN/EDIFACrの 両標準が使用 され るが、 これ はUN/EDIFACr独 占使 用 に向 けた

第一歩で ある。

イ ンタ ー ネ ッ ト

航 空産 業 は 、 現 在EDIに 全 てVANを 利 用 して い る 。 イ ンタ ー ネ ッ トを非 常 に 恐 れ て お

り、 「触 りた く もな い」(KimberlyHess氏)と 考 え て い る 。 そ れ は や は りセ キ ュ リテ ィ

が 問題 で 、 同産 業 は カ ス タ ム メイ ドの ソ フ トで 、既 存 シ ス テ ム の 保 護 措 置 を 取 っ て き た 。
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同氏 は、イ ンターネ ッ トが進化 しイ ンターネ ッ トEDIが 主流 にな るにっれ 、航空産業 も

部分的 にイ ンターネ ッ トでEDIを 行 うよ うにな るで あろうと考 えて いる。例 えば、イ ン

ターネ ッ トとVANの 互換性が あれ ば、家族経営 のような零細 の制服供給会社 のよ うな と

ころは、 コス ト高のVANよ りもイ ンターネ ッ トで注文 を受 け付 ける方が実 際的だ と思 う

か も知れない とい うよ うに。セ キュ リテ ィに関す る限 り、 同産業 は、業務 ご とに求 め られ

る機 密度 で選択す る ことにな る と思われ る。予約、 フライ ト ・ス ケジュール 、顧客 のク レ

ジ ッ トカー ド番号 な どは、すべて最大 のセキュ リテ ィを必要 とす る ところで あるので、 こ

のよ うな部分 は引き続 きVANで 行われ る とHess氏 は信 じて いる。 しか し、制服 の調達

のよ うな もの機密度 の低 い分野で、標準 的なセキ ュ リテ ィ措 置のつ いて いるイ ンター ネ ッ

トで行 うことに障害 はな いと見て いる。

ATAは1995年6月 、 ウ ェ ブ ・ペ ー ジ を 開設 し、1年 後 の1996年6月 、パ ス ワー ドで ア

クセ スす る メ ンバ 専 用 エ リア を実 験 的 に 開始 した 。Hess氏 は 、ATAサ イ トの利 用 を通 し

て 、産 業 界 の リー ダが イ ンタ ー ネ ッ トに対 す る考 え を改 め始 め る こ とを期 待 して い る 。

トランス レータの役割

ATAUN/EDIFACr開 発 チ ー ム のSeanMelia氏 によ る と、産 業 全 体 がSPEC2000、X12、

UN/EDIFAcr間 で 協 調 す るた め に トラ ンス レー タ に頼 りき って い る とい う。航 空 輸 送 産

業 用 に は 、 「CITANetworkDevelopedTranslator」 と い う ソ フ トが あ るが 、多 くの企 業 は プ

ロプ ライ エ タ リの シ ステ ム を使 用 して い る 。

AmericanAirlinesは 独 自の トランス レータ を使用 してお り、標準 に変更 があ る度、 コー

ドを改修 しな けれ ばな らな い。 これ には費用 もかか る し、 プログ ラミングと して も非常 に

難 しい作業で ある。 しか し、 同社 はそ のプ ロプライエ タ リな ソフ トに コミッ トしてお り、

引き続 き投資 して い く。

そ の他 のほ とん どの企業 は、Sterlingや 他 の大手企業 のソフ トを使 用 して いる。標準 が

変化 した り高度化 された時 にソフ トを修 正す るのはソフ ト会社 の責任 で ある。EDIは 急速

に拡大 し進化す るので、ソフ トウェア も容易 に修正 できるよ うに柔軟でな けれ ばな らない。
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4.4.3運 輸 産 業

⌒

米 運 輸 協 会(ATA:Ameri()anTruckingAssociations)は 、運 輸産 業 の全 国的 な業 界 団体 で 、

運 輸 業 に携 わ る32万2,000社 、900万 人 に奉 仕 す る。ATAメ ンバ は 現 在 、4,500社 以 上 の

輸 送 会社 と機 器 、サ ー ビス のサ プ ライ ヤ を含 む 。ATAは 、 運 輸 業 界 に非 常 に影 響 力 の あ

る 団体 で 、 連 邦 政 府 ・議 会 に協 力 な ロ ビー活 動 を展 開 して い る。

運 輸 業 界 はEDIを 最 初 に創 設 した グル ー プ の1つ で 、1968年 か らEDIを 利 用 して い る 。

運 輸 業 界 はそ の規 模 に応 じて 次 の3つ の ク ラス に分 類 され る。

1)年 商1,000万 ドル 以 上 の会 社 。合 計 で400社 あ り、そ の100%がEDIを 利 用 。

2)年 商300万 ～1,000万 ドル の会 社 。 約2,500社 あ り、そ の う ち90%がEDIを 利 用 。

3)年 商300万 ドル 未 満 の会 社 。約6万 社 あ り、EDIを 行 うの は10%未 満 に過 ぎ な い。

この よ う に、 運 輸 業 界 のEDI利 用 率 は 非常 に 高 いが 、 中 ・大 規 模 な 企 業 に極 度 に集 中 し

て い る 。

ANSI×12UN/EDIFACT

運 輸業界 のEDI利 用者 は全 てx12を 使 ってお り、UN/EDIFACrを 使用 してい るの は8%

未満 に過 ぎな い。 また、業界 として近い うち に移行す る計画 はな い。ATAは 原則 的 に

UN/EDIFAC「 に反対 して いる訳 ではな く、ただ必要な い規格 を採用す る意 味が ない と考

えて いるだ けで ある。 しか し、同産業 は全体 として、電子的 に料 金デー タを交換で きる新

しいEDI標 準 を求 めて いる。 さ らに、ATAが 使用 して いる標準 は2000年 問題 にぶ ち当た

る し、ま もな く全面的 に見直 されな けれ ばな らない。船積会社 、 トラ ック運 搬業者 、 ロジ

ステ ィクス会社 は、新 しい標準が必要な ことで意見が一致 して お り、 これ らの会社 の代表

は、ATAと 共 に、既 存のX12ト ラ ンザ クシ ョンセ ッ トのバー ジ ョン ・ア ップを推 し進め

てい る。

結 局、ATAはuN/EDIFAcrに 移行す る決定 を何 もして いな いので、他産 業が移行 して

も、ATAは バー ジ ョン ・ア ップ されたX12を 利用す る もの と思われ る。 これは、ANSIが

ダブル ・ス タンダー ドで行 くことを決定 した ことの弊害 を顕著 に表 している。

ダ ブル ・スタ ンダー ドの問題 はや は り金銭的な もので ある。2つ のシステムを採 用す る

ことは、統一 システムよ りず っとコス トがかかる。運 輸業界 はす ぐにはUN/EDIFAcrを

扱 うことはな さそ うだが、それ ほ ど遠 くない将来 にはUN/EDIFAcrを 使 って い くで あろ

うし、単一 の標準 を望 んで いる。DISAのX12標 準デ ィ レクタで あ るTimCochran氏 は、

「1つ の標準 を使 うことによる コス ト節約 の見返 りは明 らかで ある。複数 の標準 をサ ポー
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トす る ことは、それぞれ別 の トランス レー タが必要 になるか らである」 と話 している。

X121小 委員会(運 輸)の 委員長で あるダグ ・ア ンダーソ ン氏による と、同小委員会の

メ ンバ(全60メ ンバお り、 うち約12名 が運輸産 業か らの代表)の ほ とん どは、 「X12か

UN/EDIFAcrか という問題 は、意 味をなすか どうかで決めてい る。我々は、 ある標準 を

採択 しろ と誰 にも強制 した くはない し、それ はできるわ けもな い」 とい う(し か し、 同小

委員会の うちでも、国内旅行 ・観光産業 のメ ンバ は移行 に明確 に反対の姿勢 を示 して いる)。

また同氏は、産業界 の姿勢 をメー トル法 に例 えて説明 して いる。 「メー トル法 と同様 に、

転換す るのはグ ッ ド ・アイ デアに聞 こえる し、海外の顧客 と取 引す る場合 メー トル法 を使

うのは非常に意味がある。 しか し、それには他の要素 もある。米 国内のすべ て の顧客 が転

換 しな くてはいけな くなるので、国際標準 と調和か ら得 られ る便益 は失われ て しまう。つ

ま り、取 引相手や顧客 の大 多数が国内 にい るので あれ ば、皆 にシステムを転 換 させ る意味

が全 くな いのである。」

イ ンタ ビュか らも明 らかな ように、運輸業界で は、国際取 引 をす るか国内 事業 だけ行 う

か によって態度がは っき り分かれて いる。以下 に、X121小 委員会のタス クグルー プ とそ

のuN/EDIFAcrに 対す る姿勢 を〈EDIFAcr派=+〉 、〈x12派=一 〉で示す。 ここか らも、国

際的に事 業を行 う航空、海上 はEDIFACr派 だが、国内事業 だけの鉄道 は反EDIFACrで

ある ことがわか る。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

G

G

G

G

G

G

G

G

G

T

T

T

T

T

T

T

T

T

TG10:多 モー ド

TG11:ロ ジ ス テ ィ ッ クス

国 際 〈+〉

航 空 〈+〉

自動 車 〈+/一〉

海 上 〈+〉

鉄 道 〈一〉

技 術 再 考 〈+/一〉

情 報 ・手 続 〈+〉

旅 行 、 観 光 、 余 暇

税 関 〈+〉

〈+/一〉

〈+/一〉(観 光 〈+〉 、 ホ テ ル 〈一〉)

イ ンタ ーネ ッ ト

ダグ ・アンダー ソン氏 による と、 「運輸業 界 は現在 、イ ンター ネ ッ ト上でEDIを 行 っ

て いない」。 しか し、EDIを 行 いた いがVANで 行 うほ どの金銭的余裕 がな い小規模 の会

社 に とっては有効な策か も知れ ない ことを認めて いる。 また、小規模 の会社 ほ ど、X12と

UN/EDIFAcrの いずれ に投資す るか、ひ とまず待 って成 り行 きを見 る傾向が ある とい う。
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4.4.4ヘ ル ス ケ ア 産 業

⌒

HEDIC(HealthcareEDICoalition)は 、 ヘル ス ケ ア のEDI利 用 者 に よ る 非 営 利 団体 で あ り、

ヘ ル ス ケ ア産 業 を通 じたEDIの 導入 と利 用 を促 進 し、 コ ー デ ィネ ー トす る。 メ ンバ シ ッ

プ は 、 す べ て の ヘ ル ス ケ ア ・プ ロバ イ ダ とそ の取 引相 手 に 開 かれ て い る 。 プ ロバ イ ダ に は 、

大 手 マ ル チ ・プ ロバ イ ダ ・グル ー プや 、数 百 の個 人 的 プ ロバ イ ダ を含 む 。 取 引相 手 に は 、

ヘ ル ス ケ ア 受給 者 、 雇 用 者 、 ヘル ス ケ ア ・サ プ ライ ヤ 、通 信 ・ソ フ トウ ェ ア 会 社 、 政 府機

関 な どが含 まれ る。 現 在 、HEDICの メ ンバ は380社 あ り、1,200以 上 の 参 加 者 が い る。

HEDICはX12N小 委 員 会 に属 して い る。HIBCC(HealthIndustryBusiness

CommunicationsCouncil)と 並 んで 、 ヘル ス ケ ア ・医 療 産 業 の声 を代 弁 す る代 表 的 業 界 団体

で あ る 。HEDIcとHIBEEは 共 に代 表 的 な 反EDIFAcr派 で あ り、x12N小 委 員 会 の 中 に

お い て 、 またANSI全 体 に も影 響 力 を持 って い る。

ANSIXI2UN/ED|FACT

ヘ ル ス ケ ア産 業 は 国 内 事 業 に特 化 して お り、 い くっ か の 医薬 品 会 社 を除 き 、 国 際取 引 は

ほ と ん ど行 って いな い 。 この た め 、 米 国産 業 全 体 をUN/EDIFAcrに 移 行 さ せ よ う とい う

動 き に対 して 非 常 に敵 対 的 で あ る 。HEDICの 理 事 で あ るGarrenHegemeier氏 は 、 「ヘ ル ス

ケ ア 産 業 は国 内 で 自己 充 足 して お り、UN/EDIFAcrへ の 変 更 は 正 当化 で き な い」 と言 い

放 って い る。

しか し、HEDICは 、UN/EDIFACrへ の移行 に対 してだ けでな く、ANSIやX12委 員会

に対 して も非常 に厳 しい見方 を している。 同氏 は、 「X12委 員会 は、移行 を採用 したか ら

といって我々 にそれ を強制す る ことはできない。委員会 は我々産業 のため に奉仕 すべ きで

あ り、我々が委 員会 のた めに奉仕す るので はな い。標準 の採 用は任意 の行 為 に基 づ くべ き

で あ り、我 々は変更 す る理 由が 生 じるまでX12を 使 い続 ける」 と主張 して いる。移 行 を拒

む理 由には、移行 が非常 にコス トがかか るもので ある ことを挙 げて いる。ASCX12委 員

会が両標準 を維持 して い くことに対 して は、 「彼 らが何 を しよ うと関係 ない 。我 々は、我々

にあ る もので生 き続 けて いく」 と話 して いる。 「最終的 には、1つ のグ ローバル ・スタ ン

ダー ド(注:そ れがUN/EDIFAcrと は言及 しなか った)が 発生す るで あろ うが、 ヘル ス

ケア産 業 は、それが起 こる最後 の場所 になるだ ろう」 とも話 して いる。

政 府 機 関 で も、 食 糧 ・医薬 品局(H〕A:Food&DrugAdministration)はX12を 独 占使 用

して お り、今 後 も米 産 業 に はそ れ 以 外 の標 準 が な いか の よ う にふ る ま う こ と が 予 想 され る。

この よ うな 米 国 ヘル ス ケ ア産 業 のか た くな な 態 度 か ら、 「米 国 ヘル ス ケ ア 産 業 は 世 界 で 最
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も進 んで いる、その世界で最強の産 業で ある我 々がなぜ米 国以外 の標準 を使 わなければな

らな いのだ」 というプライ ドのよ うな ものが感 じられ る。

しか し、国際取引の成長 につれて、医薬品会社 はUN/EDIFAcrに 傾 いてきてお り、大

手医薬品会社 や医療機器製造業者 は、今 後1～2年 の間 にuN/EDIFAcrを サ ポー トしてい

くと思われ る。

イ ンタ ー ネ ッ ト

ヘルスケア産 業は、現在 イ ンター ネ ッ トEDIは 行 って いな いが、反対 して いるわ けで

はない。HEDIC認 定VAN事 業者で あるMCIが イ ンターネ ッ トのサポー トを開始 してい

る ことか らも、いずれイ ンターネ ッ トEDIも ヘル スケア産業 に登場 して くる もの と思 わ

れ る。 しか し、一般消費者 の医療記録 な どを保有す る ことか ら、ヘルス ケア産業 は金融業

と並 んで最 もセ キュ リテ ィに過敏な産業 と言 われ てお り、安全性が確 保 され るまで はそ う

そ うイ ンター ネ ッ トEDIに は移行 しな い もの と思 われ る。
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4.4.5金 融 サ ー ビス 産 業

⌒

企業 の決済 手段 と して のEDIの 役割が大 き くな るにつれ、産 業界へ の金融サー ビス の

主要サ プライ ヤ として のEDIの 重要性 も増 して いる。取引当事者 間 にお け る電子的な支

払 、支払関連情報 、金融関連文書の交換 を特 に 「金融EDI(FinancialEDI)」 と呼ぶ。企

業 は、小切手支払 の費用効 果的な代替策 として、ACH(AutomatedClearingHouse)ネ ッ トワ

ー クを通 して電子的 に支払 を送信 す る金融EDIを 使 うよ うにな
って いる。大 小の企業が

金融EDIに 移行す るにつれて、金 融機 関に対 して もEDIニ ーズ に応 え るよ うに求 めて く

るであろ う。そのた め、金融サー ビス業界 は、市場か らの要求 に押 され る形で 、EDIへ の

傾倒 を深 めてい くもの と思われ る。

Ascx12F小 委 員会(金 融)は 、DlsAに よれば、uN/EDIFAcrへ の移行 に最 も積極的

な小委員会 の1つ であ る。EDIに 関 して は全米ACH協 会(NACHA)が 金融 サー ビス業界

で最 も影 響 力のある産 業団体 であ る。NACHAと 、同様にEDIに 積極 的なEDIBANXは 現

在、双方のネ ッ トワー クを接続 して金融EDIの よ り広 範な使用 を促す方 法 を考 えて いる。

以下、金融サー ビス業 界 においてEDI利 用 を リー ドす るNACHAとEDIBANXの2つ の

業界団体 を紹 介す る。

ACH△NACHA=NationalAutomatedClearinHouseAssociation

NACHAは 、毎 年大量 に切 られ る小切手 に代わ る電子支払方 法 を求め る金 融機 関グルー

プによって 、1974年 に結成 された。NACHAの 使命 は、ACH、 電子 支払 ソ リュー シ ョン

の開発 促進 、利用 の リー ダとして、 メンバ とその他 の支払 システ ム ・オペ レー タに利益

をもた らす ことで ある。NACHAと そ のメンバ のACH協 会は、米 国 の金融 受託機 関を結

んで、全米最大 の全 国的な電子支払 ・回収ネ ッ トワー クを提供 して いる。

NACHAの 創立以来ACHネ ッ トワー クは急 成長 してお り、現在36の メ ンバACH協 会

があ り、 これ らは50万 強の企業 と数百万の消費者 にACHサ ー ビス を提供す る13,000の

金融機 関を代表 して いる。ACHネ ッ トワー クで扱 う取 引には、直接支 払、EDIの 他 にも、

給 与、株式配 当、年金支払 な どが含 まれ る。NACHAは 金融機 関の間でのACH支 払 を統

制す るACHの 規則 や標準 の維持 に責任 を持つ他 、ACHネ ッ トワー クの利 用 を促進 す るた

めのマー ケティ ング計画 、教育 プログ ラム、広報活動な どを行 う。

(ANSIX12とUN/EDIFACT)

現 在NACHAに お け るEDIは ほ ぼ全 てx12を 使 用 して お り、UN/EDIFACrは あ ま り使

わ れ て いな い。 原 則 的 に はUN/EDIFAcr支 持 だ が 、 今 は まだ 「ひ と まず 待 って 成 り行 き

4-33



を見る」 とい う態度で 、UN/EDIFAcrへ の移 行 に向けた実際の行 動はあ ま り取っていな

いとい うのが本音 のようで ある。移行 はす べて市場の要求にかかってお り、顧客 が移行 す

れば我々 も移行す るという姿勢で 、それ がいっにな るのかは分か らない とい うところのよ

うである。いずれ は金融業界 の国際取 引の増加によ って移 行が促 され るもの と思われ るが、

その場合 にはNACHAのCrossBorderCouncilを 中心に この動きが促進 され る ことが予測

される。

UN/EDIFAC「 は 明 らか に 国際 レベ ル の もの で あ る が 、 金 融 産 業 は まだ 国 内取 引 中心 で

あ る 。 しか し、産 業 が グ ロー バ ル ・コマ ー ス に 向 か うに つ れ て 、 そ の ニ ー ズ は高 ま って い

く。NACHAに は海 外 と の電 子 支 払 を扱 う 「CrossBorderCouncil」 が あ り、 カ ナ ダ(X12

使用)、 メ キ シ コ(両 方 を使 用)、 欧 州(UN/EDIFACT)と 取 引 を行 って い る。 この こ と

か ら も、NACHAとCrossBorderCouncilは 、 将 来 的 にUN/EDIFACrを サ ポ ー トす る こ と

の 必 要 性 を認 識 して い る。

現 時 点 で の数 少 な いUN/EDIFAcrサ ポ ー ト分 野 には 、 銀 行 の コ ン ピュー タ に特 定 の支

払 を ど う処 理す る か を知 らせ る た め の 「エ ンベ ロー プ」 が あ る。 そ れ が 何 の 支 払 で あ る か

を銀 行 コ ン ピュ ー タ に知 らせ るた め の メ ッセ ー ジが 必 要 な の で あ るが 、NACHAは これ に

固 定 の フ ィー ル ド ・フ ォー マ ッ トを提 供 す る 。 この取 引情 報 は、 適 切 な場 所 に 向 か う こ と

が で き る よ うに特 定 の支 払 タイ プ を示 す 数 的 情 報 を 示 した エ ンベ ロー プ に 入 れ られ る 。

NACHAは この エ ンベ ロー プ に 、X12とUN/EDIFACrの 両 方 をサ ポ ー トして い る 。

NACHA金 融小委員会 のScottL…mge氏 によると、全て の銀行 がEDIを 利用 してい る訳で

はな く、EDI文 書 を受信で きるのは約15%、 送信で きるのは5%未 満。 うちUN/EDIFACr

を使用 して いるのは25%未 満 である とい う。 同氏 による と、NACHAは 現在EDIの100%

受信機能促進に取 り組んでお り、そ れは今の と ころ、UN/EDIFAcrへ の要求が起 こるま

ではX12だ けに対応す る予定。そ の後100%送 信機能促進 に取 り組む予定だが、 これ は

市場の要求による とい う。送信機能 への投資 の方が受信機能へ の投 資よ り高 いので、銀行

は これ を競合者 か ら差別化す るための付加価値サー ビス として提 供 して いる。

チ ェース ・マ ンハ ッタ ン銀行 、ネー シ ョンズ ・バ ンク、 シテ ィー ・バ ンク は、大 口顧客

のための付加価 値サ ー ビス としてUN/EDIFAcrを 提供 してい る。 このよ うに、ボ リュー

ムの大 きな取引 を扱 う大 手銀行 ほ ど、UN/EDIFAcrへ の移行 が早 い ことがわか る。

Lange氏 によ ると、現在2つ の潮 流が見 られ る とい う。1つ は、標準 の再評価 と金融産

業 を強化す るため に何が必要かの再評価で ある。同氏は、 「市場 に強制す る ことはできな

いか ら、ひ とまず待 って市場 を再調査 し、転換 の準備がで きて いるか を見 る べきだ」 と話

してお り、移行 は市場が牽引す るのでな けれ ばな らな い ことを強調 している。

4-34



も う1つ の潮 流 はイ ン ター ネ ッ トで あ り、イ ンタ ー ネ ッ ト用 のEDI標 準 が今 後 現 れ る

と考 え て い る こ とで あ る。 同氏 は 、 「Web-basedEDIに も標 準 が 必 要 で あ るが 、 そ れ が ど

ん な もの にな るの か 、 まだ 誰 に もわ か らな い」 と話 して い る。

(イ ンターネ ッ ト)

Lange氏 は、業界が どのよ うにイ ンターネ ッ トを使 うか は定 かで はな い として いる。イ

ンターネ ッ トは通信手段で あ り、消 費者 と銀行 の間で は使わ れ るだ ろ うが、銀行 間では使

われないで あろ うと話 して いる。や は りセキュ リテ ィが 問題 で あ り、セ キュ リティ ・シス

テムが発展す るにつれ 、銀行 もイ ンターネ ッ トを利用す る方 法 を見 い出す か も知れ な いと

話 してい る。

NACHAの 支払関連以外 のEDIは 、NACHAネ ッ トワー クではな く、VAN上 で行 われ る。

NACHAネ ッ トワー クはプ ロプ ライエタ リであるが 、VANの よ うな規 制は受けな い。

NACHAネ ッ トワー クは支払 中心 の システムであ り、情報交 換や購入注 文な どには使 われ

ない。

EDIBANXEDIBankAIIianceNetworkExchane

EDIBANXは 、X12を 使 っ た金 融EDI取 引 の交 換 ・決 済 の た め の 全 国 的 な電 子 企 業 間 支

払 シス テ ム で あ る。 参 加 銀 行 は 、EDIBANXの ネ ッ トワー ク を通 じて 、 送 金情 報 、支 払 外

メ ッセ ニ ジ、 領 収 証 、 収 支 情 報 と共 に支 払 を受 発 信 す る。EDIBANXの ネ ッ トワー ク は

ChicagoClearingHouse協 会 に よ っ て管 理 され る 。メ ンバ 銀 行 は 、ア メ リカ ン ・ナ シ ョナ ル ・

バ ンク 、 バ ン ク ・オ ブ ・ア メ リカ 、 バ ン ク ・オ ブ ・ボ ス トン、 チ ェー ス ・マ ンハ ッタ ン銀

行 、 フ ァー ス ト ・シカ ゴNBD、 ハ リス 信 用貯 蓄 銀 行 、 ラサ ー ル ・ナ シ ョナル 銀 行 、 メ ロ

ン銀行 、 ネ ー シ ョンズ バ ンク 、 ノーザ ン ・トラス ト社 、PNC銀 行 の11行 で あ る 。

多 数 の企 業 が す で に、EDIBANXの メ ンバ銀 行 を通 じて 送 金 を 開始 した り支 払 を受 信 し

た り して い る 。 仕 組 み は こ うで あ る 。企 業(A)は 支 払 手 引 の フ ァイ ル をEDIメ ンバ 銀 行(B)

に送 信 す る 。Bは 各 支 払 をX12用 に編 集 してEDIBANXに 転 送 す る。EDIBANXは 支 払 ・

送 金 情 報 を 受 取 企 業(D)の 取 引EDIBANX銀 行(C)に 送 る。CはDの 口座 に支 払 金 額 を電

子 的 に送 信 し、 送 金 情 報 をDに 転 送 す る 。

EDIBANXは 、 デ ー タ の暗 号 化 、Pointtopoint確 認 の義 務 づ け に よ って 安 全 な決 済 環 境

を提 供 す る 。 現 在EDIBANXシ ス テ ムが サ ポ ー トして い る トラ ンザ ク シ ョ ンセ ッ トは 、

820、835、824、831、996、997、 通 知 後(post-advice)、 通 知 前(pre-advice)、 告 示 前

(pre-notification)、 配 達 証 明(proofofdelivery)で あ る。

(ANSIXI2とUN/EDIFACT)

EDIBANXは 、 純 粋 なX12フ ォー マ ッ トをサ ポ ー トす る唯 一 の支 払 ネ ッ トワー クで あ る 。
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EDIBANXの デ ー タ はACHネ ッ トワー ク を通 らな い。 これ を欠 点 と見 る 向 き もあ る が 、

EDIBANXは 純粋 なX12を 使 用 す る こ とに よ る2つ の長 所 を挙 げ て い る 。 まず 、

EDIBANXネ ッ トワー ク で は 、 送 信 す る組 織 や 銀 行 がX12支 払 注 文 をNACHAの フ ォーマ

ッ トに翻 訳 した り、受 信 す る銀行 がNACHAフ ォー マ ッ トをX12標 準 に翻 訳 し直 す 必 要

性 が な くな る こ と。 次 に 、EDIBANXネ ッ トワー クで は大 きな フ ァイ ル を分 割 す る必 要 が

な い こ とで あ る。NACHAフ ォー マ ッ トには 、大 き な 送 金 フ ァイ ル の分 割 を義 務 づ け る フ

ァイ ル ・サ イ ズ制 限 が あ る。

現 在 、EDIBANXはX12ト ラ ンザ ク シ ョ ンセ ッ トしか扱 わ な いが 、 今 後 数 年 以 内 に

UN/EDIFACrを 標 準 と して 加 え る予 定 とい う。EDIBANXのJenniferHagenbarth氏 は 、 「今

ま で はUN/EDIFAcrに 移 行 す るチ ャ ンス がな か っ た が 、 い ず れ そ の 方 向 に 向か う もの と

思 う」 と話 して い る。 しか し、 「近 い将 来 にUN/EDIFAcrだ けの 独 占使 用 にな る こ とは

あ ま り現 実性 が な い 」 と も話 して い る。

(イ ンタ ーネ ッ ト)

EDIBANXは1996年 末 、 情 報 技 術 プ ロバ イ ダ のEDS(ElectronicDataSystems)社 と、年 商

5億 ドル 以 下 の 中 小企 業 が 取 引 先 記 号 お よび 銀 行 とEDIな どの電 子 商 取 引 メ ッセ ー ジ交 換

を行 う こ とを可 能 にす る グ ロー バ ル ・イ ン トラネ ッ トを 開発 す る た め の 提 携 を結 ん だ。 こ

の プ ロジ ェ ク トが イ ンタ ー ネ ッ トに移 行 す る可 能 性 は 高 い とEDIBANX関 係 者 は話 して い

る。EDIBANXメ ンバ の ネ ー シ ョンズ ・バ ン ク のRichardLeander氏 とEDIBANXの ビジネ

ス ・マ ネ ー ジ ャで あ るJamieBrown氏 は 、イ ン ター ネ ッ トは プ ライ ベ ー ト ・ネ ッ トワー ク

よ りず っ と安価 な の で 、 中小 企 業 の イ ンター ネ ッ トEDIの 使 用 を支 援 す る こ との重 要 性

を指 摘 して い る。

また 、EDIBANXメ ンバ 銀 行 はそ れ ぞ れ 、イ ン タ ー ネ ッ トEDIの サ ポ ー トを 開始 して い

る。 ネ ー シ ョンズ ・バ ン クは1996年 末 、企 業 顧 客 との イ ンタ ー ネ ッ トEDIを 開始 す る計

画 を発 表 した 。 また 、PNC銀 行 や チ ェー ス ・マ ンハ ッタ ン銀 行 は1997年 に イ ンタ ー ネ ッ

トEDIプ ロ ジ ェク トを行 う計 画 を して い る。 メ ロ ン銀 行 の 一 部 門 で あ る メ ロ ン ・グ ロー

バ ル ・キ ャ ッ シ ュ ・マ ネ ジ メ ン トの セ キ ュ リ テ ィ ・技 術 サ ー ビス ・マ ネ ー ジ ャ、Mauro

DeFelice氏 は、 「プ ライ ベ ー ト ・ネ ッ トワー ク と比 較 して 、 企 業 はイ ンタ ー ネ ッ ト上 で 金

融EDIを 行 う こ とに よ って コス トを90%節 約 で き る」 と話 して い る 。 同 氏 は また 、 企 業

は プ ライ ベー ト ・ネ ッ トワー ク だ と安 価 な オ フ ・ピー ク の時 間 を待 っ て伝 送 す る の に対 し、

イ ンタ ー ネ ッ トだ とそ の別 が な い の で 、 伝 送 にか か る時 間 も短 縮 で き る こ と を指 摘 して い

る 。
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添付資料

添付資料1:国 内EDI実 態調査アンケー ト票

添付資料2:国 際EDI実 態調査アンケー ト票



EDI実 態調査{国 内編)・ 調査票 平成9年2月 実施

⊥L会 社概要(各 数字は右詰めでご記入下さい)

Ωユユ資本金(平 成8年3月 末現在)

Ωユ2売 上高(国 内 平成8年3月 末まで1年 間の年商)

Ω⊥旦従業員数(国 内 平成8年3月 末現在)

Ωユ⊥ 業種(別 派 「業種分類」から1つ 選択 して下さい。また、複数の業種が考えられる場合は、

売上高が最 も大きい事業の業種 を1つ だけお答え下さい)

ΩユE取 引状況(国 内:平 成8年3月 末 まで1年 間の月平均)

発注、受注それぞれの件数について、選択肢から選んで下さい(平 成7年 度の1ケ 月平均)。1回
の受発注で複数種類の商品、サービスの取引が行なわれている場合は、総延べ数で答えて下さい。

a)国 内企業への発注件数:発 注伝票(あ るいは商品、サービスの発注に付随する伝票や電子データ)の 件数

b)国 内企業か らの受注件数:受 注伝票(あ るいは商品、サービスの提供に付随する伝票や電子データ)の 件数

辿

1)1件 以上500件 未満

2)500件 以上1000件 未満

3)1000件 以上5000件 未満

4)5000件 以上1万 件未満

5)1万 件以上5万 件未満

6)5万 件以上10万 件未満

7)10万 件以上50万 件未満

8)50万 件以上

2.L電 子デー タ交換の状況

'・'tW謂i牽でぱ
、榎茸晦に、

'電子データ 撤 諏 頭 珪隈 な戸 タを他の企業や繊 ほ 換蛍る縣 .口 紅 一欄 燈適 嵩

.を軽爆するζ翻 ・染 だL、 電子メ・〔舟に零る事務灘 豫どぱ懐く戊:'

の"電 子データ交換"'を 薄象とLて 単ます◆

皿t貴 社で"電 子データ交換"の 導入が困難、あるいは行わない理由は何 ですか(3つ まで)。

皿
1)必 要性がない

2)法 制庭上ペーパーレスにできない

3)ペ ーパーレス以外の法律の問題

4)コ ス トがかかりすぎる

5)人 手が足 りない

6)社 内の情報化が進んでいない

7)ハ ー ド、ソフトなどの環境整備不足

8)効 果が分からない

9)ト ップの理解を得られない

10)得 意先の理解を得られない

11)そ の他(具 体的にお書き下さい)

Ω22貴 社では、国内の企業 との取引で、"電 子データ交換"を 行 っていますか。

皿
1)行 って い る

2)行 っ て い ない

「1)行 っている」 場合 →Q3以 降に回答 して下さい。

「2)行 ってい ない 」場 合 →Q2.3～Q2.5に の み 回 答 して 下 さい 。一

.92.ll貴 社で"電 子 データ交換"を 行 う計画はあ りますか。

1)平 成8年 度中に実施予定

2)3年 以内に実施予定
3)必 要性を調査中

4)計 画はない

.92.t1"電 子データ交換"を 実施 したい相手業種 はあ りますか。a)購 買側 、b)販 売側のそれぞれに
ついて、別添 「業種分類」か ら選択 して下 さい(主 な業種 を3つ まで)。

添 一2



SStz,E"電 子データ交換"を 行 うため に要望することがあ りました ら、お答 え下さい(3つ まで)。

亜

1)安 価な トランスレータがほしい

2)行 政がEDIを 実施 してほしい

3)EDIの 重要性を一般に知 らしめてほしい

4)EDIの 現状を一般に知らしめてほしい

5)国 内の標準を統一 してほしい

6)業 界内の方式を統一してほしい

7)法 制度上、電子媒体による書類の保存を認めてほしい

8)シ ステム作 りをアウ トソーシングしたい

9)高 度利用するためのコンサルティングを受けたい

10)そ の他(具 体的にお書き下さい)

→ ユ._通信回線接続の利用

虹L"電 子 デー タ交換"を 行 っている業務 について、利用 している通信 の接続形態に○を付 けて

下 さい。

(例)
業 務 VANを

利用

パソコン

通信を利用

公衆回線

利用
自社の

専用線

その他

の接続

生産 ・工程管理 ○

在庫管理

受注管理 ○ ○ ○

発注管理

販売管理

■

原価管理

■

事務管理

■

設計管理

■

○

物流管理

■

○

製品情報管理

■

その他の業務一

■

○

1r

▼

○具体的に業務をお書き下さい:

(発 注予約管理)

○具体的に接続形態をお書き下さい:

(関 係会社の回線)
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⊥一取引先との電子データ交換の仕方

〔販売業務について〕

Ω⊥t販 売(サ ー ビスの販売 を含 む)側 の業務 で"電 子デー タ交換"を 行 ってい ますか。

皿

.94L2受 注データについて、次 の例 に従 って、表 にご記入下さい。

エL:「 相手業種」 について
・主なものを別派 「業種分類」から3つ まで選択して下さい。

*2:「 データ件数(1カ 月平均>jに ついて
・データ件数は、概数で結構ですから、で きるだけお答 え下さい。件数を明記することに差

支えがありました ら、回答欄に○ を付け、全取引先を100%と した割合で記入 して下さい。

※注)自 社 と相手が同 じ業界に属する場合は、"c∬ と"d"の どちらに記入 して も結構です。

(例:CII標 準で業種1、 ユ1と 、租手先方式で業種2.4と 実施 している場合)

電子データ交換の方式(標 準)
*1相 手一

業種

取引
企業数

*2デ ータ件数
一

(1カ 月平均)

a.EDIFACT(国 際 標 準)

b.CII(業 際標準):

CII(ま たはEIAJ)シ ンタックスルール と

業界 の標準 メッセージを利 用 してい るもの
7 7 7 3 7 0 0 0

c.※ 自社業界標準:

自社が所属 している業界団体などで広 く共通

して使 うことを取 り決めている方式

d.※ 相手業界標準:

取引相手先が所属 している業界団体などで広

く共通して使 うことを取 り決めている方式

e.自 社方式:

a～dに 属 さず、 自社 が主導的に導入 を

進めているデータ表現方式

f.相 手先方式:

a～dに 属 さず、取引相手先 が主導的 に

導入 を進めているデー タ表現方式
2 4 7 0 3 0 0 0

↓

Ω4、2ユ Ω4、2.の方式c(自 社 業界標準)～f(相 手先方式)に ついて、方式 の区分(c～f)、

相手業種(上 記 の番号)、 標 準の名称 をご記入 下さい(主 な ものを3つ まで)。

(例)
標準の区分 相手業種 標準の名称

f 2 S社 データ交換方式
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〔購買業務について〕

Ω4ユ 購 買(サ ー ビス の販 売 を含む)側 の業務で、"電 子 データ交換"を 行 ってい ますか。

鍵

2)注 文書 データ件 数のほぼ10%未 満 について行 ってい る。

3)注 文書デー タ件 数の50%未 満 について行 っている。

4)注 文書デー タ件 数の50%以 上について行 っている。

5)注 文書デー タでは行 っていないが、別のデー タについて行 っている。

Ω44注 文書 デー タについて、次 の例 に従 って、表 にご記入下 さい。

旦:「 相手業種」 について
・主なものを別派 「業種分割 から3つ まで選択 して下さい

。

±2:「 データ件数(1カ 月平均)」 について 、
・データ件数は

、概数で結構ですから、できるだけお答 え下さい。件数を明記することに差

支えがあ りましたら、回答欄に○を付け、全取引先 を100%と した割合で記入 して下さい。

※注)自 社 と相手が同 じ業界に属する場合は、"c"と"d"の どちらに記入 しても結構です。

(例::CII標 準で業種4と 、相手業界標準で業種5、6と 、自社方式で業種 垂、2と 実濾 している場合)V

電子データ交換の方式(標 準)

(下の各方式については、Q42を 参照)

*1相 手
一

業種

取引

企業数

*2デ ー タ件数
一

(1カ 月平均)

a.EDIFACT(国 際 標 準)

b.CII(業 際標準): 4 6 8 0 0

c.※ 自社業界標準:

d.※ 相手業界標準: 5 6 4 2 0 0 0

e、 自社 方式: 7 2 2 7 0 0 0

f.相 手先方式:

↓

Ω4∠L1Ω4⊥ の方式c(自 社 業界標準)～f(相 手先方式)に つい て、方式 の区分(c～f)、

相手業種(上 記 の番 号)、 標準 の名称 をご記入下 さい(主 な もの を3つ まで)。

.9L5一 新 たに"電 子デー タ交換"を 実施 したい相手業種 はあ りますか。a)購 買側、b)販 売側 のそれぞれに

ついて、別添 「業種分類」 か ら選択 して下 さい(主 な業種 を3つ まで)。

アンケー ト終了

ご協力あ りがとうございました。"国 際綴(緑 色の紙)η にもご回答下さい。
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-、

1)スk産 ●」齢 木14)≦ 鋸 曇蝦 】27)醒

2)鉱 業15)機 械28)海 運

3)趨 …16)言 置≦櫟29)空 遥巨

4)食 料品17)輸 送用機器30)倉 庫 ・運輸

5)繊 維製品18)精 密機器31)通 信

6)パ ルプ ・紙19)そ の他製品32)電 気 ・ガ ス

7)化 学20)卸 売業33)桁 「『関連サ

8)医 薬品21)小 売業34)情 報サービ

9)石 油 ・石炭22)銀 行35)そ の他サ ー

10)ゴ ム製品23)そ の他金融36)行 政

11)ガ ラス ・土石製品24)証 券37)そ の他

12)鉄 鋼25)保 険

13)非 鉄金属26)不 動産

1

、

添 一6
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頭 難 議 噛麟 瑳 調査業繋ξ

1.UN/EDIFACTに っ い て

Q.1.1uN/EDIFAcrと い う 規 格 を 御 存 知 で す か?

電 子 デ ー タ 交 換 の 国 際 標 準 と し て 、UN/EDIFACr(UnitedNationsElectronicDataInterchangefor

Administration,CommerceandTransport:行 政 、 商 業 、 運 輸 の た め の 電 子 デ ー タ 交 換)と い う 規 格 が19

87年 に 国 連 に よ っ て 制 定 さ れ て い ます 。 こ の 規 格 を 御 存 知 で す か?次 の 選 択 肢 か ら一 つ を お 選 び 下

さ い 。 複 数 の 選 択 肢 に 該 当 す る 場 合 は 、 よ り 小 さ い番 号 を ご 回 答 下 さ い 。

1.自 社での取引 に利用 して いる

2.2年 以 内に利用 を開始 す る計画

3.利 用す る方向で検討 して いる

4.内 容 を知 って いる

5.名 前 を知 ってい る

6.知 らな い

7.そ の他(具 体的 にお書き下さい)

Q.1.2国 内 、 国 際 、 どち らの 取 引 にuN/EDIFAcrを 利 用 して い ます か?

上 記Q.1.1で 「1.・el

「31ロ ・ ま い

、

Nt21:一 に お 伺 い し ま す 。 貴 社 で は 、UN/EDIFAcrに 準

、 「2.2、-Tl

拠した電子データ交換を、国内取引、国際取引のいずれに利用されていますか(莉 用される計画です

か)?次 の選択肢か ら一つをお選び下さい。

注)国 内取引:日 本国内に存在する企業と貴社との取引

国際取引:日 本以外に存在する企業と貴社との取引 ⑱

1.国 内取引のみ

2.国 際取引のみ

3.国 内/国 際の両方

4.そ の他(具 体的にお書 き下 さい)

Q.1.3UN/EDIFACTの 導 入 理 由 は 何 で す か?

同 じく、Q.1.1で1.～3.を 回答 された方 にお伺 いします。貴社でuN/EDIFAcr準 拠 の電子デー タ交

換の導入 を決定 された きっか けは どのようなもので しょうか?次 の選択肢 か ら一つ をお選び下 さ

い。

1.自社の自発的な判断

2.発注元(顧 客)企 業からの要請

3.発注先企業か らの要請

4.所属する業界団体からの要請

5.所轄行政機関からの要請

6.その他(具 体的にお書き下さい)

Q.1.4uN/EDIFAcrを 使 わ れ て い な い 理 由 は 何 で す か?

上記Q.1.1で4.～7.を 回答 された方 にお伺 い します。貴社でuN/EDIFAcrを 利用 されない理由は何

ですか?次 の選択肢か ら三つま で お選び下 さい。

1.uN/EDIFAcrに っ いて全 く知 らない/あ まり知 らな い

2.業 務 上、電 子デー タ交換 を行 う必要が無 い

3.自 社 ノ自業界 の現在 の電子 データ交換システムが安定稼働 してお り、変更 の必要が無 い

4.取 引先がUN/EDIFAcr以 外 の方式を要求 している

5.VAN事 業者 な どがUN/EDIFACrを サポー トしていな い

6.自 社業務 に使 える メッセー ジが 開発 されていない

7.UN/EDIFAcrに 関 して 日本語で適切 に解説 した情報 が無い

8.uN/EDIFAcrの ほか、ANslx12、 α1な どの規格 が複数存在 してお り、 どの規格 を使用すべきか

決め られない

9.そ の他(具 体的 にお書き下 さい)
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2
z-"

、 e、 ≦ 一"
、

貴社で行われている海外企業との取引にともなう国際電子データ交換についてお伺
いします・以下の事項について、取引一 、回
答用紙にご記入下さい(貴 部署で電子データ交換の状況を把握 されている範囲につい
てのみで結構です)。

Q.2.1取 引 先企 業 の 国(地 域)と 業 界

国(地 域)は 記入例の選択肢から選んで、番号をご記入下さい。

業界は、別添の[業界分類】の選択肢か ら選んで、番号をご記入下さい。

Q.2.2電 子 デ ー タ交 換 の主 な 形 態

各国、業界の企業との取引にともなう電子データ交換が、次のどの形態で主に行われているのか、
一つを選んで番号をご記入下さい

。なお、VAN事 業者等の介在は無視 してお考え下さい。
1.直接交換型:貴 社のコンピュータと海外の取引先企業のコンピュータとの間で直接電子データ

交換が行われるケース。
2.現 地法人型:貴 社と海外取引先企業との電子データ交換に、貴社の海外現地法人が介在するケ

ース。
3.在且法人型:貴 社と取引先企業の日本法人との間で電子データ交換が行われるケース。
4.商社型:貴 社と日本の商社との間で電子データ交換が行われるケース。

⑧ 日本 海外 海外取引

1,直接交換型()■ 一■■■一■一÷■■一一■一■「O

i現 地法人
2.現地法人型O-一 ■■■■■一■←■■(〉 一■■■'○

在日法人i
3.在 日法人型 ○ ■一■-C≒ ○

商社i

4.商社型 〇 一 一 べ)■ 一 ÷一 一 ー 一 く⊃

Q.2.3商 品 の種 類

各国、業界の企業と取引している代表的な商品を、別添の{商 品の種類]の 選択肢から一つ選ん

で、番号をご記入下さい。

Q.2.4購 入 か 販 売 か?

これらの取引先との間で、貴社は商品を購入していますか、販売していますか?

記入例の選択肢から一つを選んで、番号をご記入下さい。

Q.2.5通 信 プ ロ トコル 、 シ ンタ ッ クス ル ー ル 、企 業 コ ー ド

記入例の選択肢から選んで、番号をご記入下さい。

複数の方式を利用されている場合は、 「シンタックスルール」については複数 ご回答下さい。 「通
信プロトコル」および 「企業コー ド」については、国、業界 ごとに最も多く利用されている方式をご

回答下さい。

なお、
一 「現地法人型」と記入された箇所では

、貴社の現地法人と取引先企業との間
一 「在日法人型」と記入された箇所では

、貴社と取引先企業の在 日法人との間
一 「商社型」と記入された箇所では

、商社と取引先企業 との間

について、それぞれご回答下さい。

Q.2.6VAN事 業 者 名

各国、業界の取引先企業とのデータ交換に使われているVAN事 業者の名称をご記入下さい。

添 一8



3 一 、 言
、

EDIFACTあ るいはANSIX12の シ ンタ ックスルール に準拠 した国際電子デー タ交換

を行 われ てい る企業 の方 にお伺 い します。取 引先企業 の国(地 域)、 業界 ごとに、使

われ ている標 準 メ ッセー ジ(ト ランザ クシ ョンセ ッ ト)と 、そ の開発組織名 を ご回答

下さい。

記入例は裏面にございます。
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(設局2記 入例
E斑 実 態 調査'(国 際 線)i〔 記i入側1・

別刷 商品の種類は り(「
1-1・ 購 入2販 売3・ 双 方

α2.1 Q.2.2 Q.2.3 Q.2.4 Q.2.5 Q.2.6

取引先
デ

1

主タ

な交

形換

熊の

商品

種類

購入
or

販売

通

プ信

ロ

ト

コ

ル

シ

ン
(

複 タ

数 ルツ

可1ク
)ル ス

企

業

コ

1

ド

VAN事 業者名

国
業

界

1 16 1 万 2 1 2 2 皿

1 17 2 万 2 1 1.2 2 郷

11 17 2 刀 2 1 1 1 ㎜
,

▼

▼

1.EAN

2.DUN

3.SW任T

4.標 準企 業 コー ド

5.自 社 コー ド体 系

6.取 引 先企 業 の コー ド体 系

7.業 界 方式

8.そ の他

)
1.直 接 交 換 型3.在 日法 人 型

2.現 地 法 人 型4.商 社 型
一

▼
別添[業界分類]よ り レ

1.EDIFA(汀

2.ANSIX12

3.HL7

4.cn

5.固 定 長 自 社 方 式

7.業 界 方 式

8.そ の 他

1.北 米10.シ ンガ ポ ール

2.イ ギ リス11.マ レー シア

3.ド イ ツ12.台 湾

4.フ ラ ンス13.韓 国

5.イ タ リア14.香 港

6.ス ウェ ーデ ン15.オ ー ス トラ リア

7.ノ ル ウ ェー16.そ の 他 ア ジ ア 、オ セ ア ニ ア

8.デ ンマ ー ク17.そ の 他

9.そ の他 欧州

1.X.400,435

2.X.25

3.SDLC,HDLC

4.TCP八P

5.自 社 方 式

6.取 引 先 企 業 の 方 式

7.業 界 方 式

8.そ の 他

6.固定長取引先方式

企業コー ドとは、

データ配送のために使用する企業ID

のことであり、

のコー ド体系のことではありません。

使われているメッセージ

)シ ョンセット)
組織の名称をご記入下さい。

▼

電子データ交換での

貴社のシステム内部で

(トランザク

サブセットを開発した

▲ ※北米とは、米国、カナダ、メキシコを意味します

メッセージ名もしくはト

鯛3訊 ⑳1・ 認 皇宗 ㌣ 番1

一

取引先 メッセー ジ名

(トランザ クションセ ッ ト番号) 開発組織名
国 業界

1 4 ・⑤ 籾 仰(s

1 4 ・(ii) ぴ 仰(3

1 4 E⑧ 860 仰αy

2 16 ⑤x ORDER5 EDZ宜CE

、

/

一

▼

2 16 ㊤x 0児D(堀G ED働(二E

2 16 ㊤x 1M刀㏄ ED疏(元E

3 16 ◎x ORDERS EI)碗(班

3 16 ◎x ORD(㎜ ED醐(沼

▼

別添[業 界分類]よ り

－E:EDIFAC「orX:X12い ず れ 同一 の メ ッセ ー ジ で も、取 引先 の国 、業か
に○ をお付 け下 さい ・ 界 が 異 な る場 合 に は

、 お手 数 で すが 別 々

にご記入下さい。

国 内編(青 色の紙)に も 一回答 下 さ い
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〈別添〉

【業界分類]
1.水 産 ・農 林 11.ガ ラ ス ・土 石 製 品 21.小 売 業 31.通 信

2.鉱 業 12.鉄 鋼 22.銀 行 32.電 気 ・ガ ス

3.建 設 13.非 鉄 金 属 23.そ の他金融 33.旅 行関連サー ビス

4.食 料 品 14.金 属 製 品 24.証 券 34.情 報 サ ー ビ ス

5.繊 維製品 15.機 械 25.保 険 35.そ の 他 サ ー ビ ス

6.パ ル プ ・紙 16.電 気機器 26.不 動 産 36.行 政

7.化 学 17.輸 送用機器 27.陸 運 37.そ の 他

8.医 薬 品 18.精 密機器 28.海 運

9.石 油 ・石 炭 19.そ の他製 品 29.空 運

10.ゴ ム 製 品 20.卸 売 業 30.倉 庫 ・運 輸

[商 品 の 種 類 】

食料 品

A1.肉 類

A2.魚 介類

A3.小 麦

原料 品

B1.大 豆

B2.木 材

鉱物性燃料

C1.石 炭

C2.原 油お よび粗 油

C3.石 油製 品

繊維および繊維製 品

D1.合 成繊維織物

化学製品

El:有 機化学物

E2.プ ラステ ィ ック

非金属鉱物製品

F1.陶 磁器

金属及び金属製品

G1.鉄 鋼

G2.非 鉄金属
一般機械

H1.原 動機

H2.事 務用機器

H3.コ ンピュー タ

(自動 デー タ処理機械)

電気機器

Il.重 電機器

12.テ レビ受像 器

13.VTR

輸送用機器

J1.自 動車

J2.自 動車 の部分 品

精 密機器

K1.科 学光学機器

そ の他

L1.紙 類 ・紙製 品

L2.ゴ ム、 タイ ア、チ ュー ブ

L3.レ コー ド ・テー プ類

A4.ト ウモロコシ(飼 料用)

A5.果 実

A6.野 菜

B3.パ ル プ

B4.鉄 鉱石

C4.揮 発 油

C5.重 油

C6.LPG

D2.衣 類 ・同付属品

E3.医 薬品

E4.そ の他化学製品

F2.ダ イ アモ ン ド

G3.金 属製品

G4.そ の他金属 、金属 製品

H4.金 属加工機 械

H5.建 設 ・鉱山用機械

H6.加 熱 ・冷却用機械

14.テ レ ビ カ メ ラ

15.ラ ジ オ 受 信 機

16.半 導 体 等 電 子 部 品

J3.二 輪 自 動 車

」4.船 舶

K2.時 計

L4.木 製 品

L5.家 具

L6.金

A7.ア ル コール飲料

A8.そ の他食料 品

B5.非 鉄金属鉱

B6.そ の他原材料

C7.LNG

C8.そ の他鉱物性燃料

D3.そ の他繊維、繊維製品

F3.そ の他 非金 属鉱物 製品

H7.ポ ンプ、遠 心分離機械

H8.荷 役 機械

H9.そ の他機械

17.そ の他電気機器

J5.航 空機

J6.そ の他輸送用機器

K3.そ の他精密機器

L7.そ の他

添 一11
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